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令和６年第４回小国町議会定例会会議録

（ 第 １ 日 ）

１．招集年月日 令和６年１２月６日(金曜日)

１．招 集 場 所 おぐに町民センター３階 ３０１号室 議場

１．開 会 令和６年１２月６日 午前１０時００分

１．散 会 令和６年１２月６日 午後 １時３３分

１．応 招 議 員

１番 江 藤 理一郎 君 ２番 杉 本 い よ 君

３番 髙 村 祝 次 君 ４番 児 玉 智 博 君

５番 穴 見 まち子 君 ６番 松 﨑 俊 一 君

７番 松 本 明 雄 君 ８番 熊 谷 和 昭 君

９番 久 野 達 也 君 １０番 熊 谷 博 行 君

１．不応招議員

なし

１．出席議員

１番 江 藤 理一郎 君 ２番 杉 本 い よ 君

３番 髙 村 祝 次 君 ４番 児 玉 智 博 君

５番 穴 見 まち子 君 ６番 松 﨑 俊 一 君

７番 松 本 明 雄 君 ８番 熊 谷 和 昭 君

９番 久 野 達 也 君 １０番 熊 谷 博 行 君

１．欠 席 議 員

なし

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 長 広 行 君 書 記 宇都宮 愛 子 君

書 記 穴 見 紗里奈 君

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 渡 邉 誠 次 君 教 育 長 村 上 悦 郎 君（欠席）

総 務 課 長 佐 藤 則 和 君 教委事務局長 久 野 由 美 君

情報政策課長 田 邉 国 昭 君 産 業 課 長 穴 井 徹 君

税務住民課長 中 島 高 宏 君 建 設 課 長 小 野 昌 伸 君

福 祉 課 長 宮 崎 智 幸 君

建設課審議員 谷 口 正 浩 君 総務課審議員 松 本 徳 幸 君

町民課保育園長 室 原 由 美 君



会議録署名議員の氏名

議長は今期定例会の会議録署名議員に次の２名を指名した。

３番 髙 村 祝 次 君

７番 松 本 明 雄 君

１．会期の決定

今期定例会の会期を１２月６日から１２月１２日までの７日間とする。

１．町長提出議案の題目

別紙議事日程のとおり

１．議員提出議案の題目

別紙議事日程のとおり

１．開議議事日程

午前１０時００分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。

別紙議事日程のとおり
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議事の経過（r.６.12.６） 

 

議長（熊谷博行君） 皆様、おはようございます。 

師走に入り大変寒くなりました。くれぐれも体調管理されますようお願いいたします。 

１０月、１１月と怒涛の如く過ぎたように感じられます。１０月に衆議院選、文化祭、子ども

議会。大変内容があった子ども議会だったのかなと思っておりましたが。それからロードレース

大会、明日が人権啓発フェスティバル。二、三日前に私こっそり家族に内緒で西原村の大相撲観

戦に行ってまいりましたが、テレビに出る新聞に出るやっぱりこっそり行くものではないという

のを痛感しました。 

早速ではございますが、令和６年第４回小国町議会定例会を開催する旨、御案内を申し上げた

ところ、各議員におかれましては何かと御多用の中、御出席をいただきましてありがとうござい

ます。 

それでは、開会に先立ちまして渡邉町長より御挨拶をいただきたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、おはようございます。 

本日は令和６年第４回小国町議会定例会ということで、御多用の中にもかかわりませずお集ま

りをいただきまして本当にありがとうございます。議長からの御挨拶にもございましたように師

走に入り本当に私用公用たくさん皆様方もあられると思います。私も１２月いっぱいしっかり働

いてまた来年に向けて頑張ってまいろうというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。定例会におきましては本日そして来週の２日間にわたって７人の皆様からまた

一般質問をお受けする予定になっております。皆様方から今回の定例会も様々に御意見をいただ

きたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。お世話になりま

す。 

議長（熊谷博行君） ただいま出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和６年第４

回小国町議会定例会を開催し、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

議長（熊谷博行君） 本日の議事日程については、お手元に配付してあるとおりでございます。な

お、村上教育長は病気のため本日欠席でございます。 

議長（熊谷博行君） 日程第１、「会議録署名議員」を指名いたします。 

３番 髙村祝次君 

７番 松本明雄君 

にお願いいたします。 

議長（熊谷博行君） 日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

お諮りします。 
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今定例会の会期については、去る１２月２日に議会運営委員会が開かれ、小国町議会会議規則

第７７条の委員会報告書のとおり、本日１２月６日から１２月１２日までの７日間といたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１２月６日から１２月１２日までの７日間と決定いたしました。 

本会議は、本日と１０日、１１日に開くこととし、もし会期末を待たずに議了したときはその

ときに閉会をいたします。 

議長（熊谷博行君） 日程第３、「諸般の報告」。 

小国郷公立病院組合議会及び阿蘇広域行政事務組合議会に関する事項の報告を行います。小国

郷公立病院組合議会議員及び阿蘇広域行政事務組合議会議員より順次御報告をお願いいたします。 

６番（松﨑俊一君） ６番の松﨑でございます。 

小国郷の公立病院組合定例会の報告をさせていただきます。去る令和６年９月３０日月曜日午

後３時からおぐに老人保健施設２階におきまして第２回小国郷公立病院組合議会定例会が行われ

ました。議案といたしまして、令和５年度小国郷公立病院組合病院事業会計決算認定が上程され

まして全会一致で可決されました。決算では事業収入が１９億１千７８２万６９２円に対し事業

費用が１６億８千２３８万１千７３３円で当年度純利益が２億３千５４３万８千９５９円。古賀

代表監査委員のほうから決算審査意見並びに資金不足比率審査意見書の説明が行われました。 

ここで意見のほう一部のみ紹介したいと思います。令和５年度の経営はコロナの収束を受け昨

年に比べ１億８千４１５万円増収。外来は単価は増えているものの患者数が１千人ほどの減で６

４１万円ほどの減収。それからおぐに老人保健施設は通所が増になって５４０万円ほどの増収。

昨年７月より開設した診療所は２千２０２万６千円の収入となったということです。結果、決算

は引き続き２億３千５４３万８千円程度の黒字となり、安定した経営の持続と地域の中核病院と

しての役割を果たすよう望みますというような御意見をいただいております。 

以上、報告いたします。 

７番（松本明雄君） ７番です。 

阿蘇広域行政事務組合の報告をさせていただきます。日程は令和６年１０月１８日。場所は未

来館のほうで行いました。病院と一緒で決算のほうをやりまして全会一致で可決されております。

それで数字のほうはちょっと差し控えますが広域のほうもやっぱりもう施設等が大分古くなって

おりますので代表監査のほうから言われたのは「予算の確保に向けて皆さん頑張っていただきた

い」とそういうことでした。 

その後に全員協議会がありました。それは何かと言いますとごみの処理に関わる問題です。ど

こでも今赤字になっておりますが特に持込みごみ。これに対して非常に多いところと少ないとこ



 

 3 

ろとあります。それでいろんなほかの議員さんからも出ましたが特に１人の方は「阿蘇地域は観

光が多いのでそういう業者間の方のごみが多いのではないか」とそういう意見もありましたが、

これは持込みごみですので今後これに関わる金銭的な経費が掛かってくると思います。これは今

全協ですので今後執行部のほうからまた１２月でも３月でも出てくると思いますのでそのとき

我々も見ながら判断していきたいと思います。 

以上です。 

議長（熊谷博行君） 両議員、御報告ありがとうございました。 

議長（熊谷博行君） 日程第４、「承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決

第７号：令和６年度小国町一般会計補正予算（第５号）について）」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、よろしくお願いいたします。 

議案集１ページをお願いいたします。 

承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり処分したので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

議案集２ページをお願いいたします。 

専決第７号 専決処分書 

令和６年度小国町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

令和６年１０月１日専決 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊の補正予算書（第５号）をお願いいたします。１ページです。 

令和６年度小国町一般会計補正予算（第５号） 

令和６年度小国町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千１９４万８千円を増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億４千２７万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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令和６年１０月１日専決 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

総務課長（佐藤則和君） おはようございます。 

それでは、令和６年度小国町一般会計補正予算（第５号）についての説明をさせていただきま

す。補正予算の第５号をお願いします。専決処分の補正総額は歳入歳出それぞれ１千１９４万８

千円を追加するものでございます。 

予算書の４ページをお願いいたします。 

まず歳出から御説明申し上げます。款２総務費、目２衆議院議員選挙費１千１９４万８千円の

補正で、去る１０月２７日に投開票が行われました衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査に係る経費の補正でございます。金額の大きなものは節の３職員手当等の時間外勤務手当２

９６万円。これは投開票事務に当たった町職員の手当でございます。１１役務費の手数料１０４

万２千円。この手数料は投開票事務に使用する機器の設置調整、点検等及び投票掲示板設置の手

数料等でございます。次に節１７備品購入費の５１８万２千円は、投開票の読み取り集計機を購

入したものです。 

次に、歳入について説明をいたします。４ページ上段をお願いいたします。款１５県支出金、

目の１総務費委託金の衆議院議員選挙委託金１千１９４万８千円で今回の選挙に係る歳入の全て

が県支出金となっております。 

以上、一般会計補正予算（第５号）の概要説明をさせていただきました。御審議方よろしくお

願いいたします。 

議長（熊谷博行君） これより承認第７号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

４番（児玉智博君） この衆議院議員総選挙の今回の投票率です。大体性別と年代別での投票率を

確認させてください。近年の国政選挙における投票率の推移がどうなっているかも併せて教えて

いただければと思います。 

総務課長（佐藤則和君） 今回の投票率でございますけれども６６.１５％となっております。年

代別でございますが今日それ以上の資料をちょっと持ち合わせておりませんのでこれの回答がで

きない状況であります。投票率につきましては前回よりも少し下がっているということで確認し

ておりますが、前回の投票率もちょっと今日持って来ておりませんので回答は控えさせていただ

きます。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 何か差し控えるような答弁なのかというのが非常に疑問です。要するにこの
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議会に臨むに当たっての準備不足でしょう。恥ずかしいと思うべきだと思います。恥ずかしいと

思わないなら要するになかなか人間成長しませんので。 

もう１点確認しますけど年代別の投票率というのはそもそも出しているのですか。出している

けれどもここに持って来てないから答えられないだけなのか。それともそもそもそういうのも出

していないのか明らかにしてください。 

総務課長（佐藤則和君） 年代別集計は今まだ作業は行っておりません。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 各市町村がそういう年代別集計を行わないでなんで全体の熊本県とかあるい

は国全体の年代別の投票率というのが出るのですか。求められるでしょう中央選管から。これい

つまでやるのですか。もう分かる人が答えてくれればいいですよ。その上でこれもう３回目だか

ら一遍に聞きますけれども恐らく若い世代の投票率のほうが低いと思うのです。今ＸなんかのＳ

ＮＳでは「投票に行きましょう」という呼びかけが行われています。例えば大学生とかそういう

人たちが若い自分たちの声を政治に反映しようと。そのためにはやっぱり若い人が投票に行かな

ければならないというので。そういう中で結構何％ぐらいの選管が発行しているか分かりません

けど投票済証というのを発行して、それを写真に撮って「私は選挙に行きました。皆さんも行き

ましょう。」という呼びかけなんかが一つのムーブメントとして起こっているわけですが、御当

地そういうマスコットキャラクターをあしらったりとかあるいは紙なんかが特産品のところはそ

ういう地場産業の紙を使った投票済証を発行したりとかいう取組がなされております。小国町で

はまだしていないと思うのですが、今後そういう検討もするべきではないかと思いますが御答弁

ください。 

総務課審議員（松本徳幸君） 選挙の年代別の投票率の報告についてまず御回答いたします。選挙

が終わりまして半年から１年後に国の調査物が届きまして、それに合わせて選挙管理委員会のほ

うで報告させていただいております。それの前までには今回の選挙結果のほうを反映させまして

各年代ごとの投票率を出すようなかたちになってございます。 

また投票済証でございますけども凝ったものは小国町では作成は現在しておりませんけども必

要であるという方に対しては普通の紙に「投票しました」ということで記載しましたものを発行

するように準備はしておりましたけども、今回の選挙ではどなたからも発行依頼のほうはありま

せんでした。おっしゃるように選挙管理委員会のほうで凝ったのも作成されているかと思います

けども、こちらのほうは今後協議が必要かなと思っているところです。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 
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討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

承認第７号、専決処分事項の承認を求めることについて（専決第７号：令和６年度小国町一般

会計補正予算（第５号）について）、原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、承認第７号は原案のとおり承認されました。 

議長（熊谷博行君） 日程第５、「議案第３７号 公共工事請負契約の締結について（補第１１４

号 町道下滴水線橋梁（下滴水橋）架替工事）」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集３ページをお願いいたします。 

議案第３７号 公共工事請負契約の締結について 

次のとおり公共工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして 

１ 契約の 名称 町道下滴水線橋梁（下滴水橋）架替工事 

２ 契約の 方法 指名競争入札 

３ 契 約 金 額 ６千７９８万円 

４ 契約の相手方 阿蘇郡小国町大字黒渕２５３９番地１ 

株式会社 伊藤組 

代表取締役 伊藤 英志 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

総務課長（佐藤則和君） それでは御説明申し上げます。別紙総務課資料（１）を御覧いただきた

いと存じます。開札調書でございます。開札日は令和６年１１月２２日となっております。２枚

目の公共工事請負仮契約書を御覧いただきたいと存じます。工事番号は補第１１４号。工事名は

町道下滴水線橋梁（下滴水橋）架替工事です。工事場所は阿蘇郡小国町大字黒渕下滴水地内でご

ざいます。工期は令和７年３月２７日までとなっております。１枚目の開札調書にお戻りくださ



 

 7 

い。予定価格が税抜で６千３３３万１千円でございました。９社の指名をさせていただきまして

株式会社伊藤組が入札価格６千１８０万円。消費税込みの６千７９８万円で落札し令和６年１１

月２７日付けで仮契約を結んでおります。 

以上で、説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

建設課長（小野昌伸君） よろしくお願いいたします。おはようございます。 

私のほうからは工事の概要のほう説明させていただきます。タブレットのほうにも資料がいっ

ていると思いますのでシミュレーション完成予想図等々はタブレットのほうがよく分かるかなと

思っております。まず工事概要といたしましては、本丸の今回橋梁の上部工。下部工が昨年まで

完成いたしましたので橋を架けるという工事が主体となります。工事概要に書いているとおり角

形鋼管単純床版橋というかたちで橋長が１０メーターでございます。床版橋といって角形の鋼管

を並べていって橋を造るという構造です。これが約４千３００万円程度。その前後のアプローチ

の道路改良が大体６０ぐらいありますので延長的には１２０、１３０メーター。盛土をしたり路

体を造ったりするお金が２千５００万円というかたちになっております。 

次のページをお開きください。これが平面図です。左側、平面の平と書いているほうが鍋ヶ滝

の方向と思っていただければありがたいです。カーブを曲がって右下のほうに行くのが下滴水の

集落のほうに行く道路です。一部バイパスで橋梁を架け替えするという工事でございます。その

下に角形鋼管単純床版橋の施工例と書いております。なぜこの工法にしたのかというのが設計段

階からお知らせいたしましたとおり坂本善三美術館の前を通って下滴水の天神橋が非常に幅員が

狭もうございます。途中しっかりと改良はしているのですが１０メーター一本物の桁をトレーラ

ーに乗せて持って来るのが普通なのですが、今回１０メータートレーラーが旋回できないという

ことで鋼管これが角材と思っていただければありがたいですが、ちょっと携帯を出しますけれど

もこういう角型の４０センチ４０センチで中空間です。肉厚が１センチ。これを１５本並べて幅

員６メーターを構成します。それも一本物が１０メーターですとトレーラーに積み込めないので

半分の５メーターで大体６トン車で６本から５本１台に乗せて現場に持って来ます。現場に持っ

て来て現場のヤードで５メーター分と５メーター分を接続します。溶接して塗装もして一本一本

５０トンクレーンで乗せる。今、絵に描いている通り。そして並べてサイドが動かないように横

締めをしっかりしてコンクリートを打設してその上にまた表面のコンクリートで排水をよくしま

してその上にアスファルトをかけるということで、大体肉厚が舗装まで合わせて７０センチぐら

いです。普通の桁なら大体１メーターぐらいなるのですが肉厚も薄くて荷重的にもＡ活荷重で２

５トン荷重まで耐えられる。非常にこういう山あいの場所には適しているかなと。経済的にも桁

を持って来ていろいろ考えますとやっぱり１千万円から２千万円差が出ます。この工法を選んで

今回上部工をかけて施工するというかたちが主な工事になっております。 

以上でございます。 



 

 8 

議長（熊谷博行君） これより議案第３７号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

７番（松本明雄君） はい、７番です。 

今建設課長の説明から分かりましたが、年数的にもう３年近くかかっていると思います。これ

の資料を見るとまだ舗装工事が入っていませんが、この後に舗装工事を入れて完璧に終わるとい

う感じですか。来年の大体いつ頃終わる予定ですか。 

建設課長（小野昌伸君） はい、ありがとうございます。 

今発注しているのが非常に鉄等々が不足しているというところもありまして、多分上部工と今

のこの工事が終わるのが繰越ししますので早くて来年の７月ぐらいだと思います。舗装工事があ

と２千万円ほど仕上げが要るのでそれは令和７年度で予算要望しています。それが６月には早期

着工ができますので工事としては今のこの発注している工事が７月に終わる。終わり次第舗装を

入札をかけて行うということで工事は切れ目なく終わって、できればお盆前には今のところ仕上

げたいなと。地元からも要望が出ていますので早期に終わりたいとは思っております。金額のほ

うは先ほど言ったとおり議会にかけ出したのが３年前ぐらいですから当初の計画からいくと約７

年かかっております。大体当初計画が２億５千万円。今の実が３億５千万円ということで１億円

ほど当初より上回っている。これに関しては昨年ですかね議会でも言ったように道路の構造令が

変わったものですから「背面の箱型擁壁を造りなさい」という通達が来ましてそこで大体１億円

の増額となっております。 

以上です。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

４番（児玉智博君） 今の答弁で確認なんですけど、仮契約書の工期は令和７年３月２７日でした

が今の答弁聞いているとそれよりもお盆というから何か月か前倒しして終わりますということで

間違いないですか。 

建設課長（小野昌伸君） 前倒しというか。はい、来年の３月２７日ですよね。これで１回工期は

設定してこれでは終わらないので途中で変更契約をして延ばします。よろしくお願いします。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 



 

 9 

議案第３７号、公共工事請負契約の締結について（補第１１４号 町道下滴水線橋梁（下滴水

橋）架替工事）、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

議長（熊谷博行君） 日程第６、「議案第３８号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び規約の一部変更について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の４ページをお願いいたします。 

議案第３８号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更につ

いて 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和７年３月３１日限りで、熊本県市町村総合事

務組合の共同処理する事務を変更し、熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更す

る。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 

別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「山鹿市、菊池市」を「菊池市」に改める。 

附則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日以後に発

生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理につい

て適用し、施行日前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関す

る事務の共同処理については、なお従前の例による。 

提案理由といたしましては、一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更しようと

するときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要がございます。 

これが、この議案を提出する理由でございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

総務課長（佐藤則和君） それでは、御説明をさせていただきます。総務課資料２が新旧対照表と
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なっておりますので御覧いただきたいと存じます。 

熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務のうち交通災害事務から山鹿市が脱退するもの

でございます。これに伴い新旧表にある規約も変更になるものです。附則としまして、この規約

は令和７年４月１日から施行するというものになっております。 

以上、簡単でありますが説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

議長（熊谷博行君） これより議案第３８号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第３８号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更につ

いて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

議長（熊谷博行君） 日程第７、「議案第３９号 令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）

について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集５ページをお願いいたします。 

議案第３９号 令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）を

別紙のとおり提出する。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊補正予算書（第６号）をお願いいたします。１ページです。 

令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号） 

令和６年度小国町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 
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第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億５千７０４万９千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億９千７３１万９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

総務課長（佐藤則和君） それでは、令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）について説明

をさせていただきます。補正予算（第６号）をお願いいたします。今回補正をお願いいたします

のは歳入歳出それぞれ７億５千７０４万９千円を追加させていただくものでございます。 

８ページをお願いいたします。まず歳出金額、全体の人件費の部分から説明させていただきま

す。議会費から教育費までの報酬、給料、職員手当と共済費などの人件費につきましては、総額

で８６９万円の増額補正となっております。この主な理由としましては、時間外勤務手当の増額

と令和６年１０月の児童手当制度改正に伴う対象者の拡大に伴う増額でございます。 

それでは歳出の大きな額の補正について説明させていただきます。款の２総務費、目３財産管

理費でございます。節２４積立金で５億８千３０８万３千円を計上しております。内訳は財政調

整基金積立金４億１千万円を計上させていただいております。これは地方財政法第７条の規定に

より前年度余剰金８億１千５５９万４千円の２分の１以上の４億１千万円を積み立てるものでご

ざいます。次に減債基積立金３千万円、ネットワーク事業基金積立金に７千２２５万円と公共施

設等整備基金と学校教育施設整備基金それぞれ３千万円ずつ、地熱の恵み基金に１千８３万３千

円を積み立てるものでございます。 

次に目４企画費７千２２５万円でございます。節７報償費３千１５０万円。これはふるさと納

税に係る寄附金の謝礼でございます。１１役務費４千７５万円はふるさと納税に係る経費で内訳

は通信運搬費に１千５７５万円、手数料に２千５００万円を計上させていただいております。 

９ページをお願いいたします。目１戸籍住民登録費でございます。１２委託料１００万円は戸

籍情報システムに外国人配偶者の国籍、地域変更事項を追加する経費でございます。 

次に款３民生費でございます。目、障害者福祉費の中で節１９扶助費の障害児通所給付金２８

０万円は利用者が増えたことによる増額となっております。節２２償還金利子及び割引料、障害

者医療費負担金返還金１０６万２千円は、令和５年度に交付された障害者福祉に係る負担金を精

算した分の返還金でございます。 
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次に１０ページ、目４老人福祉費、節１８負担金補助及び交付金の地域介護・福祉空間整備等

施設整備補助金４４８万８千円。これはグループホームなごみの合併浄化槽入替えに関する補助

金でございます。 

次に項２児童福祉費、目１の児童福祉総務費、節２２償還金利子及び割引料３８４万９千円は、

子ども子育て関連の令和５年度分の返還金でございます。 

１１ページをお願いいたします。土木費でございます。項４住宅費、目１の住宅管理費、節１

０需用費、修繕費８５０万円は、柏田住宅と関田住宅の入居者退去後の空室の修繕費となってお

ります。 

次に１２ページをお願いいたします。教育費でございます。項４中学校費、目１の学校管理費、

節１０需用費の修繕費２００万円は、中学校体育館の照明１５基をＬＥＤ化するための修繕費と

なっております。 

項６保健体育費、目３給食センター費、節１０需用費の賄材料費２２０万円は、学校給食の賄

材料高騰分を補うものでございます。 

１３ページをお願いいたします。款１０災害復旧費でございます。１農林水産業施設災害復旧

費の目１農地災害復旧費８３２万円は、水田の畦畔２件分の測量委託料工事費等でございます。

目２農業用施設災害復旧費５５２万円は、水路１件分の同じく測量設計委託料と災害復旧の工事

費等でございます。項２公共土木施設災害復旧費、目１土木施設災害復旧費の４千８００万円に

つきましては、河川４件分の測量設計委託料、災害復旧工事費電柱移転費等となってございます。 

１４ページをお願いいたします。款１２諸支出金、項１特別会計繰出金、目１繰出金、節２７

繰出金１１４万７千円でございます。これは過年度分の低所得者保険軽減負担金の追加交付によ

るものと地域支援事業に係る町負担分の増額による介護保険特別会計の繰出金となっております。 

以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入についての説明になります。 

６ページをお願いいたします。款１２分担金及び負担金の補正額８５万５千円は、農地農業用

施設災害復旧工事費の受益者分担金となっております。 

款１４国庫支出金、目１の民生費国庫負担金、障害児施設措置費負担金１４０万円は、障害児

通所給付費に充当させていただきます。目４の災害復旧費国庫負担金は２千５３４万６千円につ

きましては、公共土木施設災害復旧費事業に充当させていただきます。 

款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金の地域介護・福祉空間整備事業交

付金４４８万８千円は、老人福祉費に充当させていただきます。 

款１５県支出金、目７災害復旧費県補助金４７７万５千円は、農地及び農業用施設災害復旧費

に充当いたします。 

７ページをお願いいたします。款１７寄附金、目２総務費寄附金のふるさと寄附金１億４千４
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５０万円は、２分の１をネットワーク基金積立にあとの２分の１をふるさと納税の謝礼、その他

の経費に充当させていただきます。目４商工費寄附金１千８３万３千円は、地熱の恵み基金に積

立てさせていただきます。 

款１９繰越金の前年度繰越金５億４千５３４万９千円は、財政調整基金、減債基金、公共施設

等整備基金、学校教育施設整備基金に５億円を充当し、残額は一般財源として充当させていただ

きます。 

款２１の町債の１千８００万円は、公共土木及び農地農林施設災害復旧事業に充当させていた

だきます。 

以上、今回の一般会計補正予算の概要説明をさせていただきました。よろしく御審議お願いい

たします。 

議長（熊谷博行君） これより議案第３９号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

９番（久野達也君） はい、９番、久野です。 

ちょっと確認の意味で質問させていただきます。８ページです。財産管理費の積立金で地財法

の第７条で積立てという御説明いただきました。該当項目として基金名をお知らせいただきたい

と思います。それから約２分の１以上なんですけども２分の１程度の積立てなのかそれ以上の積

立てを成したのか。そこも含めてお願いいたします。 

総務課長（佐藤則和君） 今回の積立てでございますけども財政調整基金の。 

９番（久野達也君） 結局地財法第７条で２分の１程度以上を積み立てるということですので２分

の１でもいいかとも思いますけども、そのときにここに基金がずらっと書いてありますけどもそ

の繰越金を積立てたのはどの基金ですかということと、２分の１以上積み立てるので２分の１を

積立てたのかそれ以上を積立てているかということです。 

総務課長（佐藤則和君） すみません。今回前年度の余剰金８億１千５５９万４千円ということで

決算で認定をいただいた金額がございまして、そのうちその２分の１以上として該当している基

金につきましては財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金、学校等教育施設整備基金のこ

の４項目になっておりまして、あとのネットワーク基金と地熱の恵み基金については寄附金が財

源となっております。 

  以上でございます。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

４番（児玉智博君） 今の話で２分の１以上を積み立てるということがこの法律で決まっているの

でもうそれは２分の１以上を積立てなければならないことにはなると思います。しかし一方でこ

の黒字が８億１千５５９万円出ているわけです。南小国町では先月だったと思います。新聞など

に町民１人１万円の商品券だと思うのですけどそれが発行されると。恐らくこの年末で町民の人
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たちが入り用になる時期に物価高騰も続いていて大変だからそういう措置が隣町ではとられるだ

ろうと思います。また農業関係の資材飼料高騰に対する補助なども検討されているということで

聞いております。そこで質問なのがこれは積立てる部分は積立てなければならないと思います。

財政調整基金にも４億１千万円積立て。しかしやはり町民の状況を考えればもう一般財源では支

援はしないなんてそんな冷たいことを言わないで積立てた分これ全部取り崩せとは言いません。

４億円分取り崩せとは言わないけどもやはりある程度の既にある基金からの取崩しなどでそうい

うことも考えてよかったのではないかと思いますが、そういうことは微塵も考えなかったのかと

いうことと、今回この財政調整基金に４億１千万円積立てた後の取り崩さなければ残高は幾らに

なるのか御説明願います。 

町長（渡邉誠次君） 全体的な方針ですので私のほうからお答えをさせていただきます。町の考え

方は基本的には変わっておりません。しかしながら職員からは町長こういったのも考えたほうが

よくはないですかという提案は様々にございます。ただ私はこういった部分に関しましてはしっ

かりと財政調整基金に積立てて将来もっと今の状況より悪くなることがあるかもしれないという

ところも想定しながら考えさせてもらっております。今の人口がだんだん減ってきてやっぱり１

人分の割当て分というか負担分が増えることは少し予想されているというふうに思いますので、

今の状況としては国や県からの交付金等々があれば話は別ですけども特定財源というふうな考え

がないときには町の一般財源から給付事業を行うという考えは基本的には私はやらないほうがい

いのではないかなというふうに思っております。確かに隣の町がやられているので私も考えない

ことはないですけども、小国町としてはその状況にはないということで御判断を私のほうがさせ

てもらっております。基金の積立ての額に関しましては資料ありますけれども担当課の課長より

答えさせていただきます。 

総務課長（佐藤則和君） それでは御質問のこの積立てが終わった場合の残高ということで御説明

させていただきます。財政調整基金の残高が１５億４５３万９千円、減債基金が２億４千８９１

万７千円となっておりましてその他の基金の積立てをトータルしますと２４億３７７万円ほどに

なるということになっております。 

以上でございます。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 
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これより採決に入ります。 

議案第３９号、令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩といたします。次の会議は１１時１０分から行います。 

（午前１０時５９分） 

議長（熊谷博行君） それでは、休憩前に引き続き会議を行います。 

（午前１１時１０分） 

議長（熊谷博行君） 日程第８、「議案第４０号 令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の５ページ下段をお願いいたします。 

議案第４０号 令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を別紙のとおり提出する。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊補正予算書（第１号）をお願いいたします。１ページです。 

令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

令和６年度小国町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１万４千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億２千５７３万６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

福祉課長（宮崎智幸君） おはようございます。よろしくお願いします。 
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小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の内容について御説明いたします。特別会計

予算書の４ページ歳入歳出補正予算事項別明細書の３歳出の欄を御覧ください。また併せて福祉

課資料（１）についても御参考にされてください。 

今回の補正の主なものは、国民健康保険システムの改修費用それから令和５年度保険給付費等

特別交付金の実績による精算のための返還金を増額補正するものです。 

まず歳出についてです。 

款の１総務費、項の１総務管理費、目の１一般管理費８１万４千円の増額補正です。これは国

民健康保険システムの改修を行う費用となります。 

次に款の８諸支出金、項の１償還金及び還付加算金、目の３償還金の補正額２９０万円は令和

５年度保険給付費等交付金（特別交付金）の実績による精算のための返還金を補正するものです。 

次に款の９予備費、項の１予備費、目の１予備費の２９４万円の減額補正は、今回の増額補正

分の財源に充用するものです。 

その他の財源につきましては、歳入の款の４県支出金、項の１県補助金、目の１保険給付費等

交付金の保険給付費等交付金８１万４千円を充当します。 

説明は以上となります。御審議方よろしくお願いいたします。 

議長（熊谷博行君） これより議案第４０号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

９番（久野達也君） はい、９番、久野です。 

歳出についてなんですけども補正として丁寧な補正がなされているのも思うのですけども、１

点だけいわゆる償還金です。過年度例えば収入が超過していた。あるいは対象事業費が少なかっ

たから返還するのだろうと思いますけども、要は返還するということは繰越金で充当するという

のが通例ではないかとも思います。そしてそんなときに予備費からの流用ということで確かに予

算額と決算額的には差異が余り生じない。予算に見合う決算がこれで迎えられるとも思いますけ

ども、この予備費を減額して充当したという経緯等があればお知らせいただきたいと思います。 

福祉課長（宮崎智幸君） お答えします。 

議員が言われるように通常であれば歳出予算の増額補正をする場合に財源として繰越金を充て

るとかいうのが一般的なやり方ではありますが、今回歳出予算の中で各項目の今年度見込みとし

ての精査をしましたところこの国保特別会計の中で療養給付費要は病院にかかったときに掛かる

費用ですがその部分が少し全体的な金額としては下がるのではないかというような見込みを持っ

ております。ということでもともとこの予備費についてはそういった急激な医療費関係、療養給

付費の伸び辺りに対応するためということで組んでいたものでしたので、その必要が今のところ

ないという判断をさせていただいて歳出内での調整をさせていただいて今回のような補正の提案

をさせていただいたところです。 
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以上です。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４０号、令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、原案の

とおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

議長（熊谷博行君） 日程第９、「議案第４１号 令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集の６ページをお願いいたします。 

議案第４１号 令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を別紙のとおり提出する。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊補正予算書（第１号）をお願いいたします。１ページです。 

令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

令和６年度小国町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千５２１万２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２千３４２万７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年１２月６日提出 
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小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

福祉課長（宮崎智幸君） 小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容について御説明申し

上げます。介護保険特別会計予算書の５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３歳出の欄を

御覧ください。また併せて福祉課資料（２）についても御参考にされてください。 

今回の補正の主なものとしましては、令和５年度介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の

実績による精算のための返還金を補正するものです。 

まず款の３地域支援事業費、項の３包括的支援事業・任意事業費、目の２任意事業費の増額補

正３９万５千円は、在宅介護者手当支給費と在宅介護用品支給費の利用者増に伴う増額補正をす

るものです。 

次に款の４諸支出金、項の１償還金及び還付加算金、目の２還付金の補正額１千４８１万７千

円は、令和５年度介護給付費負担金と地域支援事業交付金の実績による精算のための国及び県へ

の返還金を補正するものです。この介護給付費負担金は施設入所などの介護サービス全般に係る

費用に対する補助金となります。それから地域支援事業交付金については介護予防全般に係る事

業に対する交付金となります。この返還を行うものです。財源につきましては４ページの歳入主

に款の８繰越金、項の１繰越金、目の１繰越金１千３８３万６千円を充当します。 

説明は以上となります。御審議方よろしくお願いいたします。 

議長（熊谷博行君） これより議案第４１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４１号、令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（熊谷博行君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

議長（熊谷博行君） 日程第１０、「同意第３号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任につ
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いて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集７ページをお願いいたします。 

同意第３号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

小国町固定資産評価審査委員会委員として下記の者を選任したいので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求める。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして 

氏  名 穴井 喜一郎 

生年月日 昭和３８年３月２３日 

住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕１７０４番地２７ 

提案理由といたしましては、令和６年１２月２０日をもって現委員の北里隆泰氏が任期満了と

なるため、新たに選任するものでございます。 

それでは固定資産評価審査委員について御説明を簡単にさせていただきます。地方税法第４２

３条で固定資産評価審査委員会の設置、選任等がうたわれております。第１項では固定資産課税

台帳に登録された価格に関する不服を審査するために市町村に固定資産評価審査委員会を設置す

るとございます。第２項では固定資産評価審査委員会の委員の定数は３人以上とし、当該市町村

の条例で定めるとしており当町の条例では委員の定数を３人としております。第６項では委員の

任期は３年とするとなっております。 

穴井喜一郎氏でございますけれどもこれまでの経験、人格的にも適任者として判断をさせてい

ただきまして御提案をさせていただきました。職歴といたしましては４０年以上小国町森林組合

に勤務をされておられます。もう皆様方も御存じの方も多いと思いますけれども小国町内の地勢

に精通をされた方でございます。現在は津埜運送様に勤務をされておられます。よろしくお願い

いたします。 

議長（熊谷博行君） これより同意第３号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより一括して討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 
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議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は、小国町議会会議規則第８２条第１項及び第８３条の規定により無記名投票をも

って行いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（熊谷博行君） ただいま出席議員は９人であります。 

  お諮りいたします。小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に３番、髙村祝次

君及び８番、熊谷和昭君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。よって、立会人に３番、髙村祝次君及び８番、熊谷和

昭君を指名いたします。これより投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

議長（熊谷博行君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は〇、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（熊谷博行君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（熊谷博行君） 異常なしと認めます。 

  これより投票に移ります。それでは、１番議員より順次投票をお願いします。 

（投 票） 

議長（熊谷博行君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（熊谷博行君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  これより開票を行います。 

  ３番、髙村祝次君及び８番、熊谷和昭君に立会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（熊谷博行君） 投票の結果を報告します。 

  投票総数９票 
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    有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（熊谷博行君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（熊谷博行君） 日程第１１、「諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集８ページをお願いいたします。 

諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求める。 

令和６年１２月６日提出 

小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして 

氏  名 時松 洋順 

生年月日 昭和３７年９月１１日 

住  所 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１８３０番地３ 

提案理由といたしましては、令和７年３月３１日に現委員の宇野恵美子氏が任期満了となるた

めでございます。 

まず少し簡単に人権擁護委員について説明をさせていただきたいと思います。人権擁護委員法

第２条にあります委員の使命というところから抜粋をさせていただきます。人権擁護委員は、国

民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その

救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めること

をもってその使命とするとされております。任期は３年で小国町の委員定数は４人でございます。 

時松洋順さんでございますけれども皆様方御存じのとおり行政職員として小国町役場に長く携

わられておられました経験から人権教育、人権啓発の推進においても積極的な活動に努められて

おります。また公私にわたり幅広く社会貢献活動をされており地域住民からの信頼、人望も厚く
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人権問題における理解や熱意を有しており、人権擁護委員としても人格的にも適任者として私も

判断させていただきまして提案をさせていただくところでございます。是非ともよろしくお願い

を申し上げます。 

議長（熊谷博行君） これより諮問第２号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は、小国町議会会議規則第８２条第１項及び第８３条の規定により無記名投票をも

って行いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（熊谷博行君） ただいま出席議員は９人であります。 

  お諮りいたします。小国町議会会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に４番、児玉智博

君及び７番、松本明雄君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。よって、立会人に４番、児玉智博君及び７番、松本明

雄君を指名いたします。これより投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

議長（熊谷博行君） 念のため申し上げます。本案を賛成とする者は〇、反対とする者は×と記載

願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（熊谷博行君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（熊谷博行君） 異常なしと認めます。 

  これより投票に移ります。それでは、１番議員より順次投票をお願いします。 
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（投 票） 

議長（熊谷博行君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（熊谷博行君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  これより開票を行います。 

  ４番、児玉智博君及び７番、松本明雄君に立会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（熊谷博行君） 投票の結果を報告します。 

  投票総数９票 

    有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ９票 

反対      ０票 

議長（熊谷博行君） 以上のとおり、全員賛成でございます。 

  よって、議会は諮問のとおり、適任とすることに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（熊谷博行君） 日程第１２、「発議第１号 小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例の制定

について」を議題といたします。 

ここで提出者より発議第１号について提案理由の説明を求めます。 

２番（杉本いよ君） 発議第１号 

令和６年１２月２日 

小国町議会議長 熊谷博行 様 

提出者 小国町議会議員 杉本いよ 

賛成者 小国町議会議員 髙村祝次 

小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例の制定について 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２条及び小国町議会会議規則第１４条第２項の

規定により提出します。 

（提案理由） 

子ども議会を踏まえて、小国特産ジャージー牛乳の消費拡大と継承を希望します。 

小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例（案） 
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（目的） 

第１条 この条例は、１９５７年（昭和３２年）に町に導入されて以来、永年に渡って町民に

ソウルフードとして親しまれるとともに町ブランド品として広く知られる小国ジャー

ジー牛乳が、土づくり草づくりをモットーに常に日本のトップクラスの品質であるこ

とに誇りを持ち、町内外に広くアピールすることで、小国ジャージー牛乳の消費拡大

と販路拡大を目指し、小国町の知名度アップによる経済浮揚を図るとともに、乳製品

食文化の普及継承と持続可能な中山間地域の農業の実現を目指し、もって地域酪農文

化の理解と郷土愛の醸成を図ることを目的とする。 

（町の役割） 

第２条 町は、ジャージー牛乳生産に関わる関連事業者（以下「関連事業者」という。）と協

力し、小国ジャージー牛乳の消費拡大と販路拡大、加工品作り及び乳製品食文化の普

及継承の啓発活動に努めるものとする。 

２ 町の公共調達にあたっては、小国ジャージー牛乳及びその乳製品を最大限採用するよ

う努めなければならない。 

（酪農生産者の役割） 

第３条 酪農生産者は、小国ジャージー牛乳の消費拡大を応援するための活動に主体的に取り

組むとともに、町、関連事業者と相互に協力するよう努めるものとする。 

（町民の協力） 

第４条 町民は、小国ジャージー牛乳を使用した食文化を学び、継承することに協力するもの

とする。 

２ 町民は、町内で行われる飲食物が提供される会食等において乾杯が行われる場合、可

能な範囲において小国ジャージー牛乳で乾杯し、その普及促進に協力するよう努める

ものとする。 

施行日 この条例は、令和７年４月１日から施行するものとする。 

以上です。よろしくお願いします。 

議長（熊谷博行君） ただいま提出者であります２番杉本いよ議員より説明がありました。 

これより発議第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

９番（久野達也君） はい、久野です。 

私も以前役場に勤めていた関係でずっと以前若い頃です。北九州市の黒崎駅だったですかね物

産フェアがあってジャージー牛乳をふるまったりあるいは商品アピールもさせていただきました。

また町もこれまで福岡ドームの大スクリーンに酪農振興会がなさった広告活動、それにも協力し

ていった。いろんな意味でジャージー牛乳等についてはこれまでも町も農家の方々と協力しなが
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らＰＲ活動、できるだけ流通形態に乗り広く知れ渡る行為等も行ってきたかと思います。そして

今回応援条例ということで提案されたのですけども正直申し上げまして１２月２日の日、議案配

付がなされました。そのときこの条例が中にありました。そして４日の日に全協があって学習会

があったのですけども提案された議題は当然執行部からの部分だったのですけども、その中でこ

の説明があるのかなと思ったらそのときもありませんでした。今日提案者であります杉本議員か

ら説明を受けたのですけども説明というよりも条例案の朗読でしたので質問させていただきたい

と思います。内容等が分かりませんので。分かりませんというか経緯がです。まず１点目です。

町の役割と生産者の役割と記載されておりますけども、この条例作成に当たって町との協議ある

いは生産者の役割。ジャージー農家１１戸ですかね。総合的な意思統一その部分等がどのように

なされその意見はどうなだったのかお知らせいただけたらと思います。 

２番（杉本いよ君） これを作るに当たりましていろいろ私も調べたのですが、今現在この普及、

継承は行われております。農協にしてもヨーグルトやアイスクリームがありますし今でも残って

おりますけど以前から杖立辺りではプリンを食べながら温泉に入るという、そういった加工品づ

くりの中でいろいろなかたちで行われております。小国町の消費者の皆さんもプリンやアイスク

リーム、ソフトクリームそれからパンなどに使っておりますので今さら言うこともないんですけ

れども、続けていただきたいという思いがあってここに上げてきました。それから酪農生産者の

ことですが、私たちはそのままにやはりこの物価高騰の中で苦しい中ではありますが牛乳の量を

守るために一生懸命働いておりますので応援というかたちで書かせていただきました。 

９番（久野達也君） 今御答弁いただいたようにその部分は当然理解もしますし皆さん御努力なさ

っている部分も理解しております。新聞紙上では酪農家の減少問題も取上げられていましたので

その記事も読まさせてもいただいております。私がお尋ねしたのはまず町の役割ということで要

は町、担当課は産業課になるのですかねそこら辺りと条例内容についての吟味だとか生産者は小

国ジャージー牛乳を応援するとか要は限定的に条文の中にうたわれておりますのでそこら辺りの

合意、総意は得られているのかをお尋ねしたかったところです。３回しかありませんのでもう１

個併せて言うならば、（町民の協力）のところで「食文化を学び、継承することに協力するもの

とする」。イメージは分かります。例えば杉本議員の意図するこういうだとか具体的にこうあり

たいんだというのがあればお聞かせいただきたいと思います。ちょっと抽象的ですので限定でき

ないといえばできないかもしれませんけども、どういうところがイメージなされてこの条例に反

映されているのかというのをお聞かせいただけたらと思います。 

２番（杉本いよ君） この（町民の協力）とか以前に私がこれを条例案として出したのは子ども議

会を通してのことでして、子どもたちが牛乳の乾杯条例ということをうたっておりましたのでそ

れに視点を置きましていろんな町の情報を集めたところ、こういう食文化の継承というところで

考えさせられて「町民は、小国ジャージー牛乳を使用した食文化を学び、継承することに協力す
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るものとする」というところに至ったわけです。それは以前から皆さんが食文化を学んでおられ

ます。女性の方はもういろんな会でのかりんとうやプリン、小国特産の牛乳を使ったクリーム和

え等を婦人会等で料理として作っておりまして継承されておりますのでその辺りの。 

議長（熊谷博行君） 杉本議員よろしいですか。 

２番（杉本いよ君） はい。 

議長（熊谷博行君） 執行部とか生産者とのそういう話はできているのかとまず一番目聞いてます

ので、そこをまず答えてください。思いはあとからでよございますので。 

２番（杉本いよ君） 執行部との話はできておりません。生産者との話はしました。 

９番（久野達也君） ３回目ですので。ちょっと私の取り越し苦労かもしれませんけども危惧して

いる部分で。地方自治法の第１４条で条例を町が定める要綱が書いてあります。「義務を課し、

又は権利を制限する」これは広く言われているのですけども、第１４条の第１項は「普通地方公

共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事務」これは自治事務です。自治事務

に関して「条例を制定することができる。」となっております。「法令に違反しない限り」という

ところでちょっと。これを読ませていただいて逐条解説的な部分がないので自分なりの解釈にな

って甚だ申し訳ないんですけども、第２条第２項「町の公共調達にあたっては、小国ジャージー

牛乳及びその乳製品を最大限採用するよう努めなければならない。」となっておりますけども、

ここで言う小国ジャージー牛乳というのは恐らく市販に回っております「阿蘇小国ジャージー４.

５牛乳」のことを指すのだと思いました。私だけが危惧しているのかもしれません分かりません

ので。これ例えば町が公共調達にあたっては「最大限採用するよう努めなければならない」と書

いてしまったらこれ独禁法にどうなのかな。分かりません私も。通常調達いろんなものをすると

きには同等品だとか類似品だとかそんな中から、例えば入札会議を開いたり何したりするかと思

いますけれども。これが牛乳という表現なら牛乳は食物の分類の牛乳ですので。例えば、みどり

だろうと明治だろうとらくのう牛乳だとかいろんな牛乳を指すかと思いますけれども、ここで

「小国ジャージー牛乳」と限定してしまって公共調達を行うということを条例の中にうたってい

いのかな。ここは精査されたのでしょうか。私個人の取り越し苦労なのでしょうけれど。ちょっ

と確認させていただきたいと思います。 

２番（杉本いよ君） 「最大限採用するよう努めなければならない。」ということを挙げさせても

らったのは消費拡大の意味でやっぱり小国の人は小国のジャージー牛乳をという思いがありまし

たのでほかの牛乳のことは考えておりませんでした。まず公共調達にあたってということは以前

は会合のときに２００ミリパックの牛乳がお茶のかわりに出ておりましたので、そういう具合で

今度２００ミリパックが出てきた場合にはそういうこともあっていいのかなという思いがあって

ここに上げてきました。 

議長（熊谷博行君） 久野議員、今の答弁でよろしゅうございますか。もう１回いいですよ。 
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９番（久野達也君） はい、それ十分理解できます。例えばここの町の役割で２項がなければ今の

説明も成り立つかと思うのですけども、ここで限定してしまうことが条例的にですね。そこ僕も

分かりません自信が持てないのですけど、いいのかなという疑問を抱いて質問したところです。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

６番（松﨑俊一君） ６番です。 

条例の中の目的。こういったのも理解できます。それから中学生の子ども議会で発案されたと

いうことも承知しております。条例は先ほどありました憲法の第９４条それから地方自治法の第

１４条、第１６条に規定されて公共団体が処理する事務などにまた住民の皆様にも義務を課する

ものというふうに理解しております。したがって条例が守られていなければ４番議員辺りがしき

りにおっしゃるように条例違反の疑いがあるというふうなことにもなりかねないというふうに思

っております。そこで慎重に条文を精査しなければと思いますが、通常条例とか法律を提出する

場合は国辺りは内閣の法制局であったり県では総務部それから町村では総務課が場合によっては

県に相談したり弁護士に相談したり、上位法やそれから住民の理解、住民の活動状況に照らして

提案されると思うのですが、今回の条文につきまして提出者のほうが全て御自分でチェックした

のか。それが１点。それから文言の中で「努めるものとする」が何か所か、それから「努めなけ

ればならない」というのが１か所ですかね。かなり強い言葉で応援を強いるような文言になって

いるのではないかと思いますが、住民の理解がいただけるのでしょうかということをお聞きした

いと思います。 

２番（杉本いよ君） はい。私もなかなか勉強不足ですのでこういうかたちでやらせていただきま

したけれども、「協力するものとする」ではなくて「協力をさせて」とかいろんな語尾で決定的

な言い方は差し控えるべきだったかなと思っています。ですので本当に思うものとしてはまず、

上程に対してはもう少し検討してやるべきだったかなと思っています。とにかく私の思いは子ど

も議会の提案を受入れて子どもたちに将来の夢を与えるようなことができるならいいかなと思っ

て一つの案として受入れてほしいという願いのもとにこの条例案を作ったまでですので、後日ま

た考え直して改めて条例ができるように頑張ります。 

議長（熊谷博行君） 持ち帰りはできません。もう上がってきたのですから。 

ここで暫時休憩をしますか、そのまま続行しますか。暫時休憩でよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） はい。ここで暫時休憩いたします。午後１時から次の会議を行います。 

（午後０時０１分） 

議長（熊谷博行君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

（午後１時００分） 

議長（熊谷博行君） 午前中、発議第１号の質疑の途中で休憩に入りましたので６番、松﨑議員ま
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だ質疑ございましたらどうぞ。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

３番（髙村祝次君） 私も賛成者ということでいろいろ現状の状況を報告したいと思います。学校

給食に使用しなくなって３年ぐらいになりますか。その後農協と担当課長と一緒になって学校、

病院、小国町内で使う牛乳をペットボトルでやったらどうかという話合いもしましたけれども、

オハヨー牛乳との話合いの中で「今更、ペットボトルはどうですか」ということで農協のほうは

ペットボトルの充填機を入れるのを断念したというような経緯がございます。５年前は小国町内

で１千５００キロぐらい使われておりましたけども現在は１千１００キロ、４００キロぐらい町

内の量が減っております。そういうことで杉本議員も子ども議会を拝見しながら子どもの思いを

というようなことでこの条例に至ったのではないかというふうに思います。それで私も文言につ

いてはこの中で「土づくり草づくりをモットーに」ということは「私が酪農を始めてずっと土づ

くり草づくり牛づくりをモットーにやってきましたので是非、入れてください」というようなこ

とでここに文言を入れさせてもらったわけですけども、やはり今でも品質においては日本一だと

いうふうに思っております。体細胞、細菌数もろもろの検査。全国一厳しい小国ジャージー牛乳

であるということで、皆様が安心して飲まれるような牛乳であると私は確信を持っております。

この条例の文言についてはいろいろ「努めなければならない」とかいう言葉は入れてありますけ

ども、この理解についてはそれぞれの議員の方々の考えてあると思いますけど、これがちゃんと

罰則があるとかいうわけでございませんので是非この消費拡大について応援していただきたいと

思っております。現に今１１戸の酪農家がおりますけど非常に赤字経営で経営をしております。

全国的にも５割の方が赤字経営で大半もうやめるか存続するかというような非常に厳しい状況に

来ているのが現実でございますので、是非消費拡大を皆様の力で応援していただきたいという思

いでおりますのでどうぞよろしくお願いします。 

議長（熊谷博行君） ほかにございませんか。質疑ですよ。 

４番（児玉智博君） 午前中の質疑の中でこの条例案文の中の「小国ジャージー牛乳」というのが

話題に上がりました。これをうたうことで独占禁止法違反になるのではないかという懸念が言わ

れたわけです。それが当たるかどうかというのは公正取引委員会が決めることですので私はここ

で当たりますとも当たりませんとも言うことはしませんけども、ただ私の受け止めとしてＪＡ阿

蘇が販売しているのは「阿蘇小国ジャージー牛乳」です。ただここには「小国ジャージー牛乳」

というふうにしか書いてありませんので商品を指定するというよりもむしろ小国産のジャージー

牛乳と。ジャージー牛乳と言っても蒜山とかあるいは北海道なんかで産地がありますのでそのジ

ャージー牛乳ではなくて、小国町で生産されたジャージ牛乳という意味合いなのかなというふう

にしておりました。ただ蒜山なんかとの競争が阻害されるなんていうことを言い出しましたらそ
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もそもが地産地消なんていうのが成り立たなくなりますので、理解としては一つの商品ではなく

小国町産のジャージー牛乳という意味で書かれているのではないですかということを確認させて

いただきたいのですがいかがでしょうか。 

２番（杉本いよ君） はい。私としては地元にある品物でございますのでそれが地元のことに長く

伝わっていくような心情でこの案を出させていただきましたのでいろんな考えを持ったものでは

ありません。ですので先ほど議員の方が言われましたけれども専門的な法律的なことから言って

しまえば何も答えをすることはできません。しかし私としてはこれに対してしっかり思いがあり

ましたので条例として上げさせていただきました。 

議長（熊谷博行君） 児玉議員、今の答弁でよろしいですか。 

４番（児玉智博君） そうか、そうではないで答えられる質疑だったと思うのですけど。小国産の

ジャージー牛乳という意味で小国ジャージー牛乳なのかと。 

２番（杉本いよ君） それはそのとおりです。阿蘇小国ジャージーとか「阿蘇」を外したのは小国

のジャージーという思いがあったからです。 

４番（児玉智博君） はい、分かりました。 

もう１点です。この提案理由の中にも子ども議会を踏まえてというふうに書かれてます。やは

りきっかけは先月１５日の子ども議会で質問が出たからだというふうに思います。その時の執行

部答弁は「小国町にはジャージー牛乳以外にもたくさん特産品があるから特定の特産品だけの条

例を作ることはできない」と言ったか難しいと言ったかとにかく消極的な答弁でした。あれは何

もその場で急にそういう「乾杯条例を作ったらどうか」とか言い出したわけではなくて、詳細な

質問通告書が傍聴席にも配られましたけどほぼほぼ質問原稿と言っていいぐらい通告がなされて

いたわけです。にもかかわらず「いろんな特産品があるからできません」というだけで、では何

でいろんな特産品があればできないのかというような説明は一切なかったわけです。極めて論理

性を欠く不誠実な答弁だったなと思いながら聞いていたわけです。そこでちょっと確認というか

提案者の考えを聞かせていただきたいのですが、極めて論理性を欠く不誠実な答弁であっても一

応執行部の答えとしてはできないというふうに言われたわけですが。しかし提案者はできると思

ったからこそ出されたと思うのですが、執行部のできないということについてはどのようにお考

えになられるか教えてください。 

２番（杉本いよ君） 私はたまたま地方自治法をちょっと調べたときに、農産物に関する条例の規

定に禁ずる規定のものはないというふうに見ましたものですから、ちょっと執行部の方の答弁と

は違うのかなと思いそういう思いもしてこの案を出しました。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

８番（熊谷和昭君） 小国町のジャージー牛乳消費拡大これは進めるべきだと私も思います。ただ

この条例通った場合一番影響を受けるのは商工会、飲食業界になってくるのです。なぜかという
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と飲食物が提供されて会食等で乾杯は牛乳でしてくれということが書いてありますけども、そこ

ら辺を行う場合飲食店というのはメニューの構成上どういう順番でどういうふうに出していくと

いうのは大体料理人さん考えられてしていく。その上で一番初めに牛乳でとなってくると、それ

はもう最初にこれが通ったときにさあどういう影響が出るかと考えたときはちょっと飲食業をや

っている者からすれば最初に話してくれよというかたちになると思います。ですのでその辺で飲

食業の方とか商工会、食品衛生協会その辺の方と誰か話されたことがございますでしょうか。 

２番（杉本いよ君） 話したことはありません。ですが私が書いてあるのは可能な限りということ

ですので絶対してほしいという文言は入れてはおりません。ですのでそこの部分は十分に分かる

かなと思います。 

８番（熊谷和昭君） 思いは分かります。ただ「普及促進に協力するよう努めるもの」と書いてあ

ります。「努めるものと」と書いてありますので努めるというのは大変厳しく行政でなってきま

すので、そこら辺の表現方法もちょっと考えられたほうがいいのではないかと思います。 

以上です。 

２番（杉本いよ君） 「努める」ということの意味がお分かりならいいのですが、これは絶対とか

決定的な文言ではないと思いますがちょっと調べてください。 

議長（熊谷博行君） 誰がですか。僕ですか。僕が調べるのですか。誰が調べる。俺がですか。議

長が調べないといけないの。 

申し上げます。役目を受け持つ。役目をする。 

分かりません。僕に聞くのが間違いだと思います。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

７番（松本明雄君） はい、７番です。 

これは生産者のジャージー牛乳に対する意見は分かります。僕らも２００ミリのパックがなく

なったときに子どもたちにどうして飲ませようかと教育委員会には相当行きました。パックがな

ければ大きいのを小分けして分けるのはどうかとかいろんなことを言ったのですけど、なかなか

「県のほうの指導があるから」「何があるから」といってなかなかやってくれませんでした。親

御さんも「子どもたちにあの水のような牛乳は飲ませたくない」そういう思いがありましたので、

今後この乾杯条例も分かります。けれどまず子どもさんに飲ませる工夫を先にするほうがいいと

思うのでその辺からお願いします。それともう一つは僕も商工会を預かっている身ですのでやは

り生産者の気持ちも分かります。どうしてでも僕も需要を伸ばしたいと思います。ほかの県では

熊本県もそうですけど「焼酎で乾杯しましょう」とか「日本酒で乾杯しましょう」とかそういう

条例を作っておりますが、やっぱり皆さんの同意を得てやっていくのが一番普及につながると思

いますのでもう少し時間をかけていただいて我々商工会とも相談していただいてどういうふうに

やったらいいかということをやっていただくと僕も快く賛成できると思いますのでよろしくお願
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いしたいと思います。 

議長（熊谷博行君） ほかに質疑ございませんか。 

１番（江藤理一郎君） はい、江藤です。 

まず提出者の方に御質問です。今回の条例はどのように町民の皆様に理解してもらえるように

若しくは広めていくおつもりでしょうか。 

２番（杉本いよ君） 私としては調べたあげくもう皆さんがこの条例の中の全てのことにやり遂げ

ている状態なのです。町民の方としても町の役割としても全てが。その上で現状維持ができるの

かなという考えで出しました。先ほども申しましたように全て乳製品の食文化の普及とか啓発活

動には努めておられるのです皆さん全部。公共調達もできているのです。生産者もしっかりと生

産に力を注いでいますし町民がジャージー牛乳を生かした食文化を学んでちゃんと継承すること

もできているのです。ただできていないのがこの間「牛乳で乾杯」という子供の発言を聞いたと

きにこれはいいなと思って。だから第１条から第４条までの間は調べてみたら全てもう町の中で

やっていることなのです。それをただ現状維持でやってほしい。その上で子どもたちが言われた

牛乳乾杯条例がいいかなと思ってこの案を出してきました。ですので町民にどういうことではな

くてもう皆さんが分かっていると思った上でやっているわけです。 

１番（江藤理一郎君） 町民が分かっているかどうか。議員も町民の一人ですから我々が分かって

いるかというとちょっと最近唐突に出されたのでまだ申し訳ありませんがそこまでの理解に至っ

ていないような気がします。ただこの牛乳を消費拡大する普及させるというのはとても良い中身

ではあると思いますのでしっかりと精査をしていく必要があるのではないかなと思います。その

中で一つ恐らくこの応援条例というのが私が少し調べたところ１０年前に北海道の中標津町で同

じような条例が出されています。これを参考にされたのではないかなと思いまして。農水省の中

でもこの条例を概要としてホームページというかそちらに掲載されておりました。普及というの

がこの中標津町ではこの条例が制定される８年以上前の平成１８年に中標津町の牛乳消費拡大推

進委員会というものを作って、まずはその委員会が農業団体、要するにＪＡそれから商工会それ

から中標津町行政、そして町内会連合会ですので小国でいうと大字協議会のようなものだと思い

ます町内の。それからメグミルク中標津工場ということで業者さんです。こちらで言うなら酪連

であったりとからくのうマザーズでしょうか。そういったところといろいろと委員会を作ってい

って協議をしながら作り上げていったものになると思います。まずこの条例の中でもありますけ

ども土づくりとあります。まずはこの普及、乾杯などを広める上で土づくりを町民そして各団体

のほうとしっかりとお話合いをして作り上げていくほうがより牛乳消費のこの意図が汲まれるも

のになるのではないかなと思いますけれどもその辺りはいかがお考えでしょうか。 

２番（杉本いよ君） 先ほども申しましたように私としてはもう本当に全てのことを理解した上で

ということではありませんでしたので、この中標津のことは参考にさせていただきましたが思い
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もほかのことは何も分かりません。ただ子どもたちの議会をとおして乾杯は是非いいかなという

その心情だけでございます。ですのでほかに町のほうで今おっしゃったような皆さんと協議しな

がらということは全然考えておりませんでしたので以後そういうかたちをとり直しましてまた上

程させていただきます。 

３番（髙村祝次君） 江藤議員が言われた土づくりにつきましては、先ほど私が言ったように小国

の酪農家は大半が小国町内で草を育て一生懸命自給率向上に努めて数十年になります。そのおか

げで町のほうについても土地の基盤整備、団体営草地改良事業あるいは農地公団を入札、土地基

盤整備あるいは緑資源による。いろいろ土づくりについてはまず自給飼料向上というようなこと

でもうずっとやってきておりますのでこれも自給飼料率で北海道を除いた本州から九州一帯では

小国の酪農が日本で一番ではないかなというふうに思っております。ですから先ほどちょっと休

憩のときも話したけどもそういう自給飼料を増産するために、今小国町では熊本興畜という豚屋

さんが来て糞尿処理をするのに秋頃になりますとその堆肥をほとんどの酪農家が使っているよう

な状況で土づくり草づくりはもう日本一というふうに私は思っております。そこ辺りの連携は十

分とれていると思います。 

議長（熊谷博行君） 質疑ですので質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

４番（児玉智博君） 私は、発議第１号、小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例の制定について

に賛成の立場から討論を行います。 

質疑を通じて文中にある小国ジャージー牛乳はＪＡ阿蘇の商品であるところの阿蘇小国ジャー

ジー牛乳ではなく、一般的に小国町で生産されたジャージー牛乳全体を指すということもはっき

りと確認することができました。また、文中の「努める」という文言についても話題になりまし

たが、努めるというのは要するに義務ではなく努力義務というものです。最近、努力義務が導入

されたのが自転車のヘルメット着用でありますが、努力義務ができたからといってヘルメットを

かぶらずに公道を自転車で走っても検挙されることはありません。努めるという言葉自体はそん

なに重いものではないと思います。ちなみに県条例で「くまもと地産地消推進県民条例」という

のがあります。ここは「県の責務」というより強い言葉です。ここは本議案では「町の役割」で

すけど「県の責務」というより強い文言も使われていますし、努めるという言葉は県条例のほう

は全１０条からなるものでありますけども努めるという言葉が七つ出てまいります。そういう県

条例もあるということを申し添えておきたいと思います。 

２０２２年調査の市町村別農業産出額によりますと小国町の合計産出額２２億円に対し、乳用
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牛による産出額は８億８千万円で全体の４０％を占めています。ちなみに８億８千万円という額

は畜産以外のいわゆる耕種作物の小計８億５千万円も上回るもので小国町の農業経済の屋台骨を

なすものであります。また町外に出かけてみましても菓子などの加工品で「小国ジャージー牛乳

使用」と打ち出しているものを数多く見かけます。小国ジャージーブランドが町のＰＲに大きく

貢献しておりジャージー酪農がこの条例を制定すべき役割を果たしていることは誰の目にも明ら

かだと思います。 

さて提出者も提案理由の中に触れておられますが、本発議を提出するに至ったきっかけは子ど

も議会での中学生議員による提案でありました。残念なことに子ども議会で渡邉町長が中学生の

投げたこのボールを拾うことはなかったのですが、しかし、そうしたボールを我々が受け取るこ

とこそ二元代表制の意義であり議員活動の醍醐味なのではないでしょうか。議員の皆さん、中学

生議員の思いの込められたボールをしっかりとキャッチしようではありませんか。ところで子ど

も議会は小国中学校９年生の公民の授業として取り組まれました。目標は主権者意識を育むこと

であるということです。６月に開かれたオリエンテーションで子ども議会に取り組むことが決め

られ、６時間の教科書を使った授業を経て８時間かけて議会質問を練り上げたそうであります。

その上で１１月１５日に２時間分の授業時間を使って子ども議会が開催され、翌週には振り返り

の授業も行われたということです。生徒たちや先生方もかなり力を注がれた子ども議会ですが指

導された先生にお話を伺いましたところ「しっかりと準備して臨むことができたので役場からの

答弁には難しい言葉もあったが、生徒たちも十分理解できて主権者意識につながるものとなった」

ということでありました。ほとんどの同僚議員も傍聴されていましたので感じられたと思います

が、どの質問もとてもレベルの高いものでありました。主権者意識を考える場合、個々の生徒や

学校だけの責任にしてはいけないと思います。町政、政治の側の姿勢も問われると思います。今

回本条例が成立することで中学生たちの成功体験となり声を上げれば政治は動いてくれる、応え

てくれるのだという確信とともに、高い主権者意識を持って将来この子どもたちが社会に羽ばた

いてくれるのではないでしょうか。町の総合計画は「全ては次世代のために」というのをスロー

ガンにしています。次世代を代表して質問した中学生議員の姿を見るに、私は非常に頼もしいと

思いました。その中学生たちにしっかりと応えたいと思いますので議員各位の御賛同をお願いい

たしまして賛成討論を終わります。 

議長（熊谷博行君） ほかに討論ございませんか。 

６番（松﨑俊一君） はい、６番です。 

ただいまこの条例に対しましてさしたる問題はない旨の賛成討論がありましたが、第２条の２

です。これはよくよく見てみますと公共調達というのを町がいろいろする場合「最大限採用する

よう努めなければ」というふうに書いてありまして、お二人ともジャージー牛乳の生産者であり

また議員でもあります。これはちょっと御本人たちへの利益誘導みたいなかたちのものを議会の



 

 34 

ほうで制定するのかというところがかなり引っかかります。２番議員並びに賛成者の子どもたち

への思いであったり生産者への思いは痛いように分かります。ただ本案の内容が賛成者の御本人

がおっしゃられたようにまだ収れんされていないというところでしょう。ジャージー牛乳当たり

に特化せずに小国町の特産品であったり観光施設など消費拡大とか販売促進とか宣伝とか応援、

こういうことは当然ながら行われなければならないというふうに思いますことを付け加えまして、

本案に賛成いたしかねる旨の討論といたします。 

議長（熊谷博行君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

２番、杉本いよ議員により提出された、発議第１号、小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例

の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手少数） 

議長（熊谷博行君） 挙手少数でございます。 

よって、発議第１号は否決とされました。 

議長（熊谷博行君） 日程第１３、「議員派遣の件について」を議題とします。 

お諮りします。 

この件については、お手元に配付したとおり派遣することにしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

議員派遣については、お手元に配付した資料のとおり派遣することに決定しました。 

議長（熊谷博行君） 日程第１４、「議員派遣報告について」を議題とします。 

この件につきましては、別紙お手元の配付資料のとおり小国町議会会議規則第１２９条の規定

により、９月議会以降今日まで研修等に各議員を派遣しましたので御報告申し上げます。 

議長（熊谷博行君） 日程第１５、「行政報告」。 

執行部より報告事項等がありましたらお願いします。 

町長（渡邉誠次君） それでは、行政報告をさせていただきます。 

まずは小国町人権啓発フェスティバルでございます。明日でございますけれども小国町人権啓

発フェスティバルを明日１２月７日午前８時半少し早うございますけれども朝８時半からＪＡ阿

蘇小国郷情報企画センターで行います。小国町議会議員の皆様には御案内をさせていただいてお

りますので御参加をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、令和７年二十歳のつどいについて。小国町二十歳のつどいを１月３日金曜日午前
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１１時からおぐに町民センターで行います。御来賓として小国町議会の議員の皆様にも御案内を

させていただいておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

続いて、小国町消防団出初め式についてでございます。消防団の出初め式を１月５日日曜日午

前９時から阿蘇広域消防北部分署で実施をいたします。同様に皆様方にも御案内をさせていただ

いておりますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

以上、行政報告といたします。 

議長（熊谷博行君） 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

どうもお疲れ様でした。 

（午後１時３３分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（３番） 

 

 

署名議員（７番） 



  

第 ２ 日 



令和６年第４回小国町議会定例会会議録

（ 第 ２ 日 ）

１．招集年月日 令和６年１２月１０日(火曜日)

１．招 集 場 所 おぐに町民センター３階 ３０１号室 議場

１．開 議 令和６年１２月１０日 午前１０時００分

１．散 会 令和６年１２月１０日 午後 ３時２９分

１．応 招 議 員

１番 江 藤 理一郎 君 ２番 杉 本 い よ 君

３番 髙 村 祝 次 君 ４番 児 玉 智 博 君

５番 穴 見 まち子 君 ６番 松 﨑 俊 一 君

７番 松 本 明 雄 君 ８番 熊 谷 和 昭 君

９番 久 野 達 也 君 １０番 熊 谷 博 行 君

１．不応招議員

なし

１．出席議員

１番 江 藤 理一郎 君 ２番 杉 本 い よ 君

３番 髙 村 祝 次 君 ４番 児 玉 智 博 君

５番 穴 見 まち子 君 ６番 松 﨑 俊 一 君

７番 松 本 明 雄 君 ８番 熊 谷 和 昭 君

９番 久 野 達 也 君 １０番 熊 谷 博 行 君

１．欠 席 議 員

なし

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長 長 広 行 君 書 記 宇都宮 愛 子 君

書 記 穴 見 紗里奈 君

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 渡 邉 誠 次 君 教 育 長 村 上 悦 郎 君

総 務 課 長 佐 藤 則 和 君 教委事務局長 久 野 由 美 君

情報政策課長 田 邉 国 昭 君 産 業 課 長 穴 井 徹 君

税務住民課長 中 島 高 宏 君 建 設 課 長 小 野 昌 伸 君

福 祉 課 長 宮 崎 智 幸 君

建設課審議員 谷 口 正 浩 君 総務課審議員 松 本 徳 幸 君

町民課保育園長 室 原 由 美 君



１．町長提出議案の題目

別紙議事日程のとおり

１．議員提出議案の題目

なし

１．開議議事日程

午前１０時００分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。

別紙議事日程のとおり



 

 1 

議事の経過（r.６.12.10） 

 

議長（熊谷博行君） 皆さん、おはようございます。 

本日は、１２月定例会本会議２日目でございます。 

ただいま出席議員は１０名であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（熊谷博行君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は、一般質問となっておりますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の質問者は登壇

順に、１、久野達也議員、２、髙村祝次議員、３、児玉智博議員、４、穴見まち子議員、５、熊

谷和昭議員となっています。 

それでは、９番、久野達也議員、御登壇願います。 

９番（久野達也君） はい、９番、久野です。おはようございます。一般質問ということで登壇さ

せていただきました。 

まず仮通告に入ります前に、士林区の三玉小学校の修学旅行それから士林区の士林小学校との

交流の姉妹校締結ということで本当動きが始まったかなと思っております。三玉小学校につきま

しては県の事業と聞き及んではおりますけれども、きっかけを聞きますと実は２月の台湾訪問の

ときの交流会。この中でいろんな方々と私も含めて町長、教育長、交流させていただきました。

そんな中で教育長、堺校長お話する中で三玉小学校の校長先生とお話しも弾んだみたいです。県

の事業で熊本に修学旅行に行くと。そういったときに是非小国小学校と交流したいという三玉小

学校の校長先生からのお話もあったと聞き及んでおります。ある意味２月に台湾を訪問させてい

ただきましてやっぱり人と人との交流、そこがスタートの原点かなと改めて感じさせていただき

ました。そして士林小学校との姉妹校提携協定これにつきましても熊日新聞で大きく取り上げて

いただきましたけれども、この台湾との友好締結が少しずつ動き始める。そして少しずつかたち

が見えてきたのではないかなとうれしく思っております。前置きが長くなりますので本題に入ら

せていただきたいと思います。 

今回私は一般質問の中で地域政策と地方創生という何か大きく自分自身も漠然としたかたちに

なったのですけれども、と申しますのも過去には小国町財政状況の厳しい時期がございました。

一時期平成の前半期ぐらいには財政調整基金が９億円ぐらいあって、平成の後期この頃には６億

円、５億円と減少していきました。いろんな事業に取り組む中でそれもその時々の経済情勢ある

いは国の動き。たまたま交付税の大幅減税だとかがございまして町の歳入が不足するというよう

な事態で基金の減少も見られました。ただ今回ここ数年来、財政調整基金は職員の方々の御努力

等により伸びております。ちなみに令和５年度末で１１億円でしたけれども先々日の補正予算で
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は歳計剰余金の処分ということで恐らく財政調整基金で１５億円ほどになろうかと思います。こ

れは決して歳出を抑制したというよりもどちらかといいますと国の施策の中で例えば交付税で予

算以上に２億８千万円ほど増えてきた。あるいは御存じのとおり令和２年の災害復旧を繰り返し

てきましたけれどもこうなりますと繰越事業あるいは過年度事業といって事業費の予算確保に努

めなければなりません。ただ予算確保してその後入札の結果として少しずつ剰余金も出てくる。

その積み重ねが令和５年度の決算では歳入で８６億４千万円。そして歳出では７６億４千万円と

いうことで約１０億円ほど差引き残。この中を御存じのとおり地財法の第７条で繰越金の２分の

１以上を積み立てるといったようなかたちで財政調整基金のほうへ積み立てるという補正予算も

なされております。今回質問させていただきたい部分としましてはまず単刀直入に町長に財政調

整基金１５億円になりました。ある意味これからいよいよ令和７年度の予算編成あるいは予算ヒ

アリング等を経過する中で、町長として例えばこういったような基金を活用した単独事業費、こ

れに対するお考えがどうなのかをまずお聞きして次に入りたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さんおはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいた

します。 

久野議員の一般質問御答弁をさせていただきたいと思います。財政調整基金含めて様々な基金

ございますけれども、根本的なお話は今までのとおり私一貫してできるだけしっかりとためて次

の時代の人たちのために少しずつでこの結果というところで今回の財政調整基金積み立てること

ができましたけれども、時代によってはできないときもあろうかというふうに思っております。

時々私が一般質問とかいろいろなお答えをする中で今の熊本の状況は特にそうでございますが、

ＴＳＭＣの進出によって来年、再来年、５年後なんかとても予測ができない状況に私はあるとい

つも言わせてもらって、なかなか先行きが見通せていない町長というそれも自覚もあります。し

かしながら非常に今難しい時代を迎えている中でも、やはりどうしてもこの財政調整基金含めて

私ちょっと後出しじゃんけんみたいな感覚があります。このように予測がなかなか難しい状況の

中では財源の確保であったりまた仕組みであったり将来にできるだけさっと何か事案が起きたと

きに備えるといった部分が非常に大事な部分ではないかなというふうにも思っております。特に

県境でもありますしいろいろな様々な事業を南小国町と一緒にするような中でも南小国町は用意

できて小国町が用意できないというような状況で事業で進めるようなときがあったときには町と

してもしっかりとすぐに対応できるような状況も持っていきたいというふうに思っておりますの

で、できれば財源を確保するような状況の中でこの基金を取崩していくここにもしっかりと考え

ていかないといけないなというふうには思っております。しかしながらまずはどのような事業を

するのかというところをしっかり定めさせていただいて、その事業をやると決めたときには基金

を取崩しをするのか補助金をいただくのか起債を使うのかそれはしっかりと行政のほう執行部の

ほうでも見極めていかないといけないなというふうに思っておりますので、私は財源のスタート
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地点ではなくてその事業をやるかやらないかこれがまず一番大事なのかなというふうに思ってい

るところでございます。ちなみにネットワーク事業基金等々はずっと企業版と通常のふるさと納

税含めて様々に使わせていただいているような状況もございますので、用途によってといいます

か事業の内容によっては基金の取崩しもこれまで同様にさせていただきたいなというふうに思っ

ております。詳細につきましては担当課長が後からまた御質問があったときにお答えをいただけ

ればなというふうに思います。 

以上です。 

９番（久野達也君） 確かに町長おっしゃったように予想が難しい社会に入ってきております。そ

して備えということで考えれば町も今後将来的に多額な経費を要する部分も出てこようかとも思

います。ただ１点申し上げたいのは令和６年度当初予算で財政調整基金の繰入れは６千６００万

円ほど予算計上されております。財政調整基金を入れるときには先ほど町長おっしゃったように

目的基金は基金設置条例でその事業に充てるという目的がありますので目的基金はその事業に充

てようかと思います。ただ財政調整基金は資金不足が生じた場合に財政運営の効率化を図るため

に基金を繰り入れるということで進んでいこうかと思います。単純に大きい事業としますと私こ

こ数年来思っているのですけれども小学校統合してもう１０数年になります。そんな中で各小学

校旧小学校の校舎本体は災害の避難場所で使われたりはしますけれどもただいずれかの時期には

解体も念頭に置かなければならないのではないかな。そんなときにはこれ恐らく補助事業は探し

てもないでしょうから一般財源での対応にもなろうかと思います。そのように考えると一時期に

集中するとは限らないにしても蓄え、これは必要かと思います。私、率直に言って少しは使って

いいのではないかなというのが本音です。少しお話を具体的に進めさせていただきたいと思いま

すけれども先ほど言ったように財政調整基金も少なくなりなかなか行政運営ができないときに町

は団体補助金等の１割カットということをいたしました。住民の方々、各団体に説明をし御協力

もいただくというかたちでしてきたのですけれども、ある程度この財政調整基金がその時期より

も多く積立てられてきた中でやはり地域活動の活力というのは行政活力もそうでしょうけれども

民間の各種団体の活力。これがあって初めてあそこの町は活気づいているなとかが出てこようか

と思います。そういったような考えでいきますと一律カットしてそのままの現状で活動をしてい

ただいております。活動は活発にしていただいております。その団体の運営ではなくてその団体

が何らかの活動を行うときには支援ができるのではないかな。そういう状況も今生まれてきてい

るのではないかなと思います。高齢化社会と言いますけれども老人クラブの団体への補助金は２

５０万円それから女性会もういろんな場面で町の行事あるいは自主活動等も行っていただいてお

ります。ここが４０万円と。やはり額を増やせば済むという話ではありませんけれどもその活動

に見合う支援をするということは私は可能ではないかなと思っております。そう考えたときに地

域貢献団体への活動助成。それがひいては小国町の活性化にもつながると思っておりますので、
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ここら辺り一つ例えば具体的に申し上げましたけれどもこのような地域の活動これに対してお考

えがあればお聞かせください。 

町長（渡邉誠次君） その部分は久野議員おっしゃるとおりです。もちろんコロナ禍でもあったし

様々に活動が制限される中で今活発化してきている団体。それからなかなか人口減の問題もあり

ますのでその活動がなかなか難しくなった団体もございます。その団体の内情によっては会議と

かそういうのをオンラインに切替えている方たちも中にはいらっしゃいます。ですので様々な要

因があると思いますけれどもその団体補助金を一律にカットした時代があったのかもしれません

けれども、私といたしましては毎年毎年見直しをする中でどうしても経費が掛かるといった場合

には御相談をいただいて実際にその部分に具体的な話があれば予算を付けるといったことも考え

られなくはないというふうに思っておりますのでその部分では御相談いただければなというふう

に思っております。また、今小国高校だったりいろんな方たちとお話をする中でも予算が削れる

部分、予算を増額する部分、両方ともの考えを私のほうもその団体に直接お話をさせていただい

てこれからの予算の審議に使わせていただこうかなというふうに思っておりますので、その部分

では是非ともその団体の皆さんにもこの場で大丈夫ですけれども様々に活動する内容それをしっ

かり伝えていただいてその内容いかんによっては町のほうもしっかり対応していくというという

ことはお伝えをさせていただきたいなというふうに思います。 

以上です。 

９番（久野達也君） はい、そうですね。町も財政支援できるところは財政支援していくというこ

と。これは大事な部分でありますしたまに耳にするのが町は財政状況はかなり改善されてきたけ

れども私たちの生活はあんまり変わってない以前のままという話も聞きます。あまり変わってい

ないというより物価高騰が多大な部分で影響してきているのでしょうけれども、そういったよう

なときに一点事業で申し上げます。今、交通弱者対策ということで乗合タクシー、にじバス等々

ございます。いわゆる廃止代替バスの対応として進められてきたところですけれども地方バス運

行対策補助金これはバス事業者に対する部分ですけれども３千３５０万円程度。それから乗合タ

クシー運行委託で２千２００万円程度。それからコミュニティ交通事業これにじバスだと思いま

すけれども８００万円程度。これらの予算があるのですけれども私宮原に住んでおりますので宮

原の方から二三耳にした部分です。当初乗合タクシーはスタートするときには廃止代替バスの代

替機関としてバス路線が廃止になってその部分を補うために乗合タクシーということで移行して

いったのですけれども、もうそれも１０数年経っております。宮原の方々から耳にするのはやは

り宮原も高齢化というのは変わりません。おばあちゃんが例えば２、３０分かけて歩いて買物に

行く。歩いて病院に行く。そういう状況が生じております。そのために町はにじバスを運行した

ところなので、にじバスのお話もさせていただきましたけれどもどうも時間帯が合わない。そう

いったときにやはり交通弱者という部分にその方は含まれるのではないか。手に下げるのは重い
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からキャリーバックみたいなのを引きながら買物に行っておられました。それを見たときにやは

り乗合タクシーは先ほど言いましたように廃止代替という観点から路線系統がある。それと正直

言って廃止したバスは宮原の町なかも通っていたのです。ただそのことではなくていわゆる乗合

タクシーと例えばタクシー券、乗車券との併用型でそういったような交通弱者への対策ができな

いかなとも思っております。こういったようなかたちをとるとその人だけが恩恵を受けているよ

うに見えるかもしれませんけれども、決してその人だけではなくして生活空間を確保する。いわ

ゆる住宅地が既存の部分であって商店街が集中しております。２１２号線沿いに。その商店街は

商店街として繁栄していただきたいし、そこを結ぶかたちをとれるのではないかな。それを思っ

ております。 

それから２点目。基金を活用できるのではないかなと思う２点目として今衆議院でも予算会議、

ちょうど家を出るとき予算委員会の審議が始まっておりましたが１０３万円の壁ということでこ

れはずっと議論が深まっていきそれらも変わっていこうかと思います。そんな中で例えば仕事に

出るときに子どもたちをどうしよう。この問題は必ず出てこようかと思います。今現在３歳以上

の方は国費で賄っておりますので３歳未満児に対する保育料で１千万円ほど予算が計上されてお

ります。あるいは小学校の給食費。賄材料で歳出で２千８００万円ほど。それから歳入です。保

護者が負担する給食費として２千６００万円ほどが計上されております。さっき申し上げました

１０３万円の壁が変わったときに仕事に就くと。その活動時間を延長するあるいは積極的に仕事

に就くといったときにその家庭環境において未満児を預けたいとか子どもたちを育てたいという

その気持ちの中で、この保育料だとか賄材料だとかを例えば「保育料１千万円のうち、町が５０

０万円支援しますよ」、「徴収するのは５００万円でいいですよ」だとか「給食費についても半

分は町が負担しましょう」。本当は完全無料化がいいんでしょうけれども段階的な部分もあろう

かと思いますので「半分は御負担ください」といったようなそういうことも可能ではないかなと

思うのです。そういったような意味合いからもこの基金の活用というのは何かできそうで、そし

て多額な金額を要せずに可能ではないかなと個人的には思っておりますけれどもいかがでしょう

か。こうやって私、地域政策と地方創生ということで質問させていただきましたので具体的個別

の部分についてまだ検討段階だとか検討に入ってないだとかあろうかと思いますけれども、今の

段階でのお気持ち等をお聞かせいただけたらと思います。 

町長（渡邉誠次君） お答えをさせていただきます。 

まず１点目。地域公共交通に関しましては財源の問題もありますけれども、一番の充実は今の

にじバスだったり乗合タクシーだったりというところをつなぎ合わせてどう利便性の高いダイヤ

に組替えていくのか。これを担当課といつも考えさせてもらっております。交通網の充実。もち

ろん交通網の充実を図りながら効率よく財源を回していくということも必要ですので。また公共

交通に関してましては交付税の措置もございますのでその部分に関しましては私はどちらかとい
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うと全体を考えていきながら交通網の充実をしっかり考えていくというところを一番重点的に置

いていきたいなというふうに思っております。にじバスもありますけれどもにじバスが距離が長

いと。出発して南小国町まで行きますのでその部分では行き帰りの長さだったりというところを

また今から考えていかなければいけないなと。チャレンジはさせていただきたいと思っておりま

すし昨年度は３か月ぐらい無料の期間を置いて試しに無料だったらどのぐらい人が乗るのかとい

ったようなところも少し調査をさせていただきました。そのような考えをする中で今乗合タクシ

ーがない場所また町内含めたところで交通網の充実はしっかりと図っていきたいと検討の土台に

挙がっておりますので、そこの部分は基金を使うのかどうか財源はちょっと抜きにしても交通網

の充実これは地方自治体としてもしっかり考えていかなければならないだろうというふうに私も

考えております。 

それからその次の部分の子育て支援といいますか保育料と給食費。この部分に関しましてはこ

ちらも交付税措置がある部分とない部分とございます。賄材料費以外の部分はもちろん人件費だ

ったり設備がだったり光熱費だったり町のほうがその部分を受け持って賄材料費をいただいてい

るというような状況でございます。保育料にしても０歳から３歳までは無償化できていないとい

うような状況もありますが、その段階でどの部分をどのぐらいという検討をするところには町は

まだきていないといったところがあります。実は少し調べていく中で先日地方分権に向けた国へ

の提言を求める全国知事会の委員会が１２月９日に開催されたそうです。秋田県の佐竹知事が

「給食費の無償化などの少子化対策は国が一括で行うべき」というふうに提案をしてまさにその

とおりだなというふうに思っておりますし、「少子化問題、様々な格差、こうした基本的な問題

は国がどういうふうに統一していくか。教育の関係では、教育費の無償化などは国が一括してど

う扱うか。時代とともにこういうふうな観点が必要ではないか」というふうにおっしゃられたと

いうことでございます。よく隣町と比較されますのでよく分かりますけれどもこのような格差が

ない状況をしっかり考えていくのはやっぱり国の仕事かなというふうに私は正直思っているとこ

ろでございます。町のほうでは先ほど言われた今の財調を含めて基金いろいろな使い方を今後も

考えていきたいと思いますが、仮に１００万円を使うとしたときにその１００万円１０年したら

１千万円ということでございますし、１千万円のお金を毎年使って１０年使うと１億円といった

ところでございます。ざっくり１億円の財源があったときには様々な事業がありますけれども、

するときには補助金、起債を組合せていくと相当何倍かの事業が行われることもできます。今の

現世代の人たちの負担をどのぐらい減らしていくかといったところも検討はしっかり重ねていき

たいと思いますけれども、今のところできれば町のほうでしっかりと特定財源を作れるような状

況を先にできるだけ早く作っていって町で稼げるお金がどのぐらいあるかによってまたそのお金

を財源にしていろいろな事業をしていくとそういうような考え方も私は必要ではないかなという

ふうに思っておりますのでその事業をしっかりとまた見つけていきたいと思います。今年の一番
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最初にありました来年の予算の会議の中で一番最初の挨拶のときに町の収入をどのぐらい増やし

ていけるのか各課で検討を重ねてもらいたい、可能性が全部多分ゼロではないと思いますけど議

会を含めて難しいところもあるかもしれませんけれども各課で考えていただきたいという旨も通

達しておりますので、その部分ではしっかり考えていきながらいずれその機会があったら国と県

とも協議しながら給食費の無償化それから保育園私もしたいとずっと思っておりますので。ただ

その特定財源若しくは国県しっかり考えをまとまった中で踏み切りたいというふうに思っていま

す。 

以上です。 

９番（久野達也君） 今町長からの御答弁の中にもありましたように事業を行うときに特定財源こ

れ一番大事な部分かとも思います。事業を考えて特定財源を考えるのか。特定財源があるからこ

の事業に取り組むのか。スタート点は違ったとしてもそれは大事な部分であるし、それが財政の

安定化につながるということは重々承知しております。ただなぜ地域政策と書かせていただいた

のか。極論で話しますと国の事業に乗らない事業はやらなくていい。町長決してそんなことは言

ってませんけれども。そういう論理ではなくして地域政策というのは町が単独事業費でも取組み

たい。あるいは町の将来を考えたときに今やっておくべきではないか。将来的には補助の対象に

なったりするかもしれません。町もそうですけれども結構国の事業というのは前例主義である自

治体でこういう事業していたので、そのことを支援する事業を国でも取り組もうかといったよう

な動きが多分に見受けられます。町でもそうです。自主活動でいろんな活動をしている。では支

援しようか。だから地域政策はやはり小国町自らが考えて小国町自らがここに手を加えるべきで

はないかと。そういうのを見い出す部分も必要かと思います。現行事例で質問させていただきま

したけれども例えば財政調整基金はこんなふうになると思うのです。予算を積算したら予算総額

が例えば６５億円になったと。収入は６４億３千万円しかない。７千万円の財源不足が生じる。

では事業削減をするのか。そこに財政調整基金を充ててその事業を実施するのか。そこが問われ

ているのかとも思いますので決して多くをつぎ込めだとか事業をすればいいという取組ではなく

して今必要とされているのに取り組む。あるいは今後必要とされるであろう部分に目を向ける。

そういう地域政策であってほしいと思います。冒頭挨拶の中でも申し上げましたけれども士林区

との関係がございます。今後将来的には例えば小学校はどうかは分かりませんけれども、中学校

の修学旅行が台湾になったりする可能性もあろうかと思います。やっぱりいろんなことをそのと

きにどう支援していくのか。それも少しずつ考えていただけたらとも思います。もう考えている

でしょうけれども。それとこの地域政策と地方創生。今回の国の補正予算の中でも地方創生とい

うのは石破総理の目玉的な部分で捉えられておりました。閣議決定の中では地方創生交付金の倍

増方針ということで人口減少対策、地域産業活性化など地方創生では自治体に配る交付金を当初

予算ベースの１千億円から倍増する方針だと。ただこの地方創生は石破さんが一番最初になった
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ときに地方創生を打ち出したのですけれどもそのときから言っていました「地方で考えろ」と。

地方創生計画を中央のシンクタンクに頼むのではなくして職員の中で地方の現実を見ながら地方

に沿った計画を立てるべきということでしておりましたので、恐らくこれが倍増になってもその

方針は変わらないのではないかな。そうなるとやはり今ここで求められているのが何なのかを掌

握する必要があろうかと思います。そして先に申し上げました基金を充当したらいかがでしょう

かといったような事業も将来的にこの地方創生に取り組むことも可能ではないかなと思います。

そういったような意味合いからもこの地域の施策それと地方創生、これをどうリンクしていき、

あるいは先取りを若干してもいいんではないかなと私は思います。そういう先取り的な行動をど

う起こしていくのか。これはやはり行政施策の中の大きな部分ではないかなと思っております。

地方創生、まだかたちが明確には出ておりません。閣議決定や予算編成のときにも石破総理は所

信表明の中で「すぐれた事例を挙げながらそれに取り組むべき魅力ある働き方、職場づくりも重

要だ。短時間正規社員の制度の活用や男性の育児休暇取得。社会構造意識の変化にもつなげてい

きたい。」と述べておられるようです。この地方創生を活用した施策の展開が問われてくるので

はないかなと思います。情報的に今政策課長、地方創生については情報入っているのでしょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 地方創生についてなのですが、もともと平成２７年に始まりました。

その当時５か年計画の総合戦略を策定して第１期、第２期としてまいりまして１０年が経過しま

して、新しい方針として石破総理による新しい地方経済・生活環境創生本部が設立して新地方創

生本部というかたちでこれから新しい方針が示されるというふうにはなっております。今そのた

めに国のほうで有識者の会議などが行われておりますが今年中にはある程度の方針は出るのでは

ないかということになっております。今のところでこちらのほうに入ってきている情報として大

まかなポイントということでしかまだ話はあっていないのですけど、大きいポイントで五つとし

て示されておりましてまず第１に安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生。第２に東京一

極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散。第３に付加価値創出型の新しい地方経済の創生。

４番目がデジタル・新技術の徹底活用。そして５番目に「産官学金労言」のステークホルダーの

連携など、国民的な機運の向上というふうにまでしか示されておりませんのでまだ具体的なとこ

ろまではなってないかなと思います。しかし町も新しい第３期の総合戦略を策定していく必要が

ありますのでいろんな項目上がってきたときに対応できるよう新しい総合戦略の策定を現在進め

ているところです。 

９番（久野達也君） 今後総合戦略の策定等進められていくということでしたけれども、やっぱり

その中にもありましたように生活環境、要は小国町の環境の中でどう取り組むのか。そこもあろ

うかと思います。そこをやっぱりきっちり吸い上げるかたち、そういったような地方創生の戦略

を期待しております。閣議決定の中で先ほど申しましたように人口減少や地域産業の活性化。そ

れらが生活環境に大きく影響してこようかと思います。それらの計画と先ほど申し上げました地
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域の政策。これをどうリンクさせ地方創生に乗せられる部分は乗せていけば町の財政負担は軽く

なるでしょうし、そういったようなところには大いに期待をさせていただきます。また町長が言

われています「全ては次世代のために」ここ私も大好きです。次世代のために今私たちが頑張ろ

う。あるいは私たちが励もうという部分でしょうけれども。そんなときにやはり一つだけ私考え

ておきたいなという部分は次世代のために現役世代今ここで生活している私たちこの環境も整え

る。自分たちの環境を整えることは次世代のためにつながるということを思っております。是非

小国町の独自施策の大いなる展開と地方創生とのリンクを期待いたしまして質問を終わります。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩をいたします。次の会議は１１時から行います。 

（午前１０時４３分） 

議長（熊谷博行君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分） 

議長（熊谷博行君） ３番、髙村祝次議員、御登壇願います。 

３番（髙村祝次君） こんにちは。２か月の間にいろいろ町内も変化がございましたので、まず一

番目に下城イチョウの駐車場についてお伺いいたします。９月議会のときにもイチョウの木周辺

の民有地の購入という話をしましたけれども、この１１月紅葉が始まるともうスマホを開けて天

気を見ればイチョウの木の紅葉は何％ですよ、夕方の６時頃の熊本ニュースの中でもイチョウの

木の紅葉とか阿蘇郡、菊池渓谷の紅葉とかいろいろテレビで放映されております。今年は気温も

下がらなかったせいか下城のイチョウの木の紅葉の時期が１か月間ぐらいありましたけれども、

その間に駐車場が満杯になって道路をはみ出して反対側車線に車が並んでいるというのは土日だ

けでなく毎日のように続きました。ですからこれは町であの駐車場を拡張活用していかないと事

故が起きたら大変だということを私はつくづく感じました。あそこを弓田のほうに上っていくと

カーブになっておりますので上からはすいすいと下って来ます。下から上るときは橋があって直

線で車が駐車場へＵターンしているのがよく見えますけれども、上から下ったときは非常に分か

りにくい。町長はもう恐らく買わないということを言っておりますけれども、これはお金がない

から買わないとか財源がないから買わないということではなく、もし事故起きたらということを

考えると是非あそこを買わなくてもどうにかして駐車場を拡張してもらいたいと思います。以前

はそういうことがなかったからということで滝のほうをのぞいてみますとロープが張って立入禁

止になっており滝のほうの駐車場も１、２台止めたらもう止められないような状況になっており

ますので、是非財源の確保ができたら駐車場を確保してもらいたいと思いますけれども町長の御

意見を聞きたいと思います。答弁をする方は小さい声ではなくて自信を持って大きな声で答弁し

てください。よろしくお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 答弁させていただきます。イチョウの木の周辺の方たちと話を１２月の３日

火曜日の夜に集まっていただいて楽夢下城の方だったり銀杏の会の方それから代表の方たち五、



 

 10 

六人に集まっていただいてお話をさせていただきました。主な内容は今までの経過のお話をさせ

ていただきましたのと今後どうしていきたいかという町の方針もお伝えをさせていただきました。

髙村議員おっしゃられるように今年の１１月前半の土日を含めて非常にたくさんの方たちが来ら

れています。１０月の時点でももう既に私が見かける中でも車が数台とまって写真を撮っている。

ただし立入禁止の規制をしておりましたのでその外側からしか撮れないといったところでもあり

ますが、たまにロープをくぐって立ち入るというような部分もありましたけれども、町といたし

ましては一番大事なところは折れて枝が落下してこの前の東京のようなことになると大変ですの

で、その部分だけは避けたいといったところもあって今年はできるだけ立入りを規制したと。今

後はイチョウの木の人たちとの話合いの中では町道から奥のほうに行く三差路の部分ですけれど

もそこら辺りでちょっと止めさせていただいて、車が行ったときに上から落下しないようなかた

ちをとらさせていただきたい旨は地域の人たちに話させていただいて、もちろん車が必要なとき

には地元の人たちは外して入ることができるというような措置ができればいいなというお話をま

ずはさせていただいております。それから樹木医さんの見解がありますので一応に切るとか切ら

ないとかいうところではありませんけれども添え木をできるところは添え木をする。今古くなっ

ている添え木の部分に関しては切替えて新しいものに取り替える。それから木が重さで裂けるの

だけは地域の人たちもできれば避けたいというところではございますので、いよいよ木のために

必要なのであれば少しの剪定というかそういったことも含めてもちろん国の指定の天然記念物で

もございますのでそことしっかり話をしながら多少時間がかかりますけれども来年度の予算の中

で考えさせていただきたい。できるだけ早急にと思ったのですけれども教育委員会の担当の考え

方というか申請をしてから一、二か月はどうしてもいろいろとかかるということなので、葉っぱ

がない時期のほうが軽いだろうとかいろいろ考え方あると思うのです。ただその時期にできるの

であればもちろんそういうふうにさせていただきますのでそのときにはまた議員の皆様方にも補

正予算をこっちから提案をするときが来るかもしれませんけれども、なかなか時間がかかるみた

いでその間に地域の方たちと合意形成を図って地域の人たちにとってまた町にとってもいい状態

をまず安全面を中心に考えていく。駐車場の整備等々はその後にまた考えさせていただきたいと

思いますが、まずは大前提として安全面を考えさせていただきたいというのを地域の方たちと話

させていただきました。 

以上です。 

３番（髙村祝次君） ありがとうございます。前向きな話でございましたけれども是非なるべく来

年の紅葉時には駐車場も確保し、現在立入禁止のロープが張ってありますけれどもトイレに行く

ときはどうしてもイチョウの木の下を通っていかないとというようなことで、トイレを考えたと

きはこちらの町道のほうから石垣の擁壁のほうに遊歩道を造っていったらトイレに行くのにもイ

チョウの木の下を通らなくて行けるというような状況になりますので、いろいろ良い知恵を出し
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ながら安全を第一に考えていただきたいと思います。 

それでは、２番目に今までの質問の経緯についてでございますけれども、私が出した後に情報

政策課から地域公共交通座談会の開催について配ってまいりました。先ほど久野議員からも出ま

したけれども今高齢者の方が非常に免許証を戻そうかどうしようかと迷っている方がたくさんご

ざいます。ですからそういうことを考えるとこの地域交通というのをしっかり考えていかないと

高齢者の方が事故を起こして「早くやっておけばよかった」と後悔することになりますので、に

じバスの件も言いましたし私がちょうど議員のときに大津小国間のライナーのことも提案してで

きました。ですから国の事業に乗らないところもあると思いますけれども小国は小国独自の高齢

者の方の足を考えたときに普通バス路線は走らないということでこれも議員のときに万成寺岳湯

線とかいろいろ廃止をしましたけれども、そのとき一番利用している人からいろいろ問題提起も

ございました。それを解消して今杖立方面だけが走っているのではなかろうかと思っております。

先般のときも杖立のほうに乗合タクシーが行かないなら川の向こうの高齢者の方たちのことも考

えたらというようなことでございましたけれども、杖立のその辺もありますけれども帯田住宅辺

りの高齢者の方もあそこから町の病院に来るというと小国町隅々まで高齢者の方々が自分の足で

行かなくてもタクシーに乗って来られるというようなことでタクシーＧＯというようなアプリを

とってやることも考えたらどうかということを提案しました。そこら辺の話合いは先ほどの町長

の話によりますと話を逐次しているのではないかと思いますけれども担当課長として私が質問を

投げ掛けた後部署内で乗合タクシーや地域交通について勉強会というかいろいろ意見交換やられ

たのですか。やったかやらないかを聞かせください。 

情報政策課長（田邉国昭君） 担当部署としての対応についてお話しさせていただきたいと思いま

す。以前の議会でも議員から提案がありましたが乗合タクシーの今後についてはまずタクシー会

社との話を進めております。新しく今杖立線の話がありましたがあの路線での乗合タクシーにな

っていくときはどうしてもタクシー会社の運行エリアの話になっていきますのでそちらの話をま

ずさせていただいて、そこから発展したかたちになったのですけど先ほど久野議員からの質問の

中にもありましたが宮原町内の方々も乗合タクシーをなかなか利用することが難しいという点。

その代わりというわけではありませんけど南小国町と共同で行っております中心市街地の循環バ

スにじバスについても、なかなか経路が時間がかかって思ったところまですぐ行かないという問

題もあるというのもあります。前々からタクシーチケットという話も出たりすることは多かった

ですのでそういうのをどうしていく方向がいいかということで議論はしておりましたが、そこも

含めて髙村議員に先ほどお話しいただきました今後の公共交通の在り方を検討する場ということ

で１回座談会を設けさせていただいたほうがいいのではないかということになりました。来月令

和７年の１月になりますが公共交通の座談会の開催を予定しております。町民の意見を非常に多

く聞いてらっしゃる議員の皆さんにお集まりいただきましてタクシー事業者の方にもお越しいた
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だいたというかたちで公共交通座談会を開きたいと思っております。その場でできるできません

という話ではないんですけど多くの意見をいただきたいと思います。町の財政負担も年々増加す

る公共交通ですけれども地域の足としてなくてはならないものです。そして高齢化率を見まして

も利用者は増加していくものと思われますので今後も持続可能な交通形態を目指していきたいと

考えております。 

３番（髙村祝次君） 私が思うところは情報政策課長だけでなく福祉課長も総務課長も課長全体で

考えていかないと。その地区に高齢者の方は何人いるかということは福祉課長になれば分かりま

すけれども情報政策課長はそこまでいって福祉課長に何人ですかという人数把握をして会議に臨

まないと全くいないところの話をしても意味がありませんので、会議を開く前に経費の面とか人

数の面とかいうことをある程度執行部がしっかりした提案をしていかないと、意見を述べても

「それは財源の問題でできません」、「それは無理です」というような答弁の仕方ではもう会議

になりません。こちらが質問したらちゃんとそれに対応できるような調査というのをやっていか

ないと会議にならないと思います。ただ開いただけと。髙村議員が言ったから開いただけの話に

なりますので、そういうことにならないように会議を開く上で高齢者の人やら便利の悪い地域の

方やら多数の人の参加を求めるなら。私も言いましたけれども「土日は乗合タクシーが走らない

からそこは走らせてください」というともう財源の問題になってきますので国の財源はそこは出

ませんとかいろいろあるならどうしても一般財源から出していかないといけないということで、

しっかり財源とかいろんなことを考えて会議に臨んでいただきたいと思っております。 

次に私はほとんどが小国町の活性化は第一次産業にあるということで産業課には再三いろんな

提案をしてまいりました。今でも国会で新規就農者とか親元就農については今までは親と異なる

事業をしたら駄目ですよということでしたけれども来年か再来年からできるかしれませんけれど

も、総額６００万円ぐらいを国が出していくというような話が農林大臣のほうから出ております

けれども。小国町は国に先駆けて親元就農には月１０万円。最初は５年でしたけど３年間という

ことで出してきました。現在は該当者がいないということですが。議員提案することによってそ

ういうことを取上げていただいたと非常にありがたいことです。先ほどの乗合タクシーの件につ

いてもいろいろ小国郷ライナーとかいうことも議員提案でできたということで。今の農業の厳し

さそして現在全国の農家の推移を見ますと大体農家戸数が今２０２３年度は９０万９千戸、平均

年齢が６８.４歳、８６％が６５歳以上ということで２０５０年には今から２５年後農家戸数が

１７万７千戸に減少する。８０％以上の人がもうやめるということで。これについて私は国の政

策が間違っていたというふうに思っております。価格安定しないから農家をやらない。給料取り

の初任給２０万円も農家の後継ぎしたらもらえない。だからさっき言った小国町でどうにかして

農業後継者を増やすために出そうではないかと言ったのが月１０万円の提案でございます。今渡

邉町長の話を聞くと財政をためてある程度余裕ができて次のステップというようなことを考えて
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いるようですけれども、私は今やらなければいけないと。米が高騰したから国も今そういう農家

の大切さを今言っていますけど。少子化対策でもそうですけど今子どもが生まれても仕事を始め

るのはあと２０年後です。２０歳でいよいよそこであらわれてくるということですからその次に

回すことではなく財源はなくてもある財源を有効に利用していくということは私は大事ではない

かなというふうに思っております。ですからもうこれは待ったなしでやらないといけない。先ほ

ど町長は学校給食も言いましたけど「これは国がやるべき」と。国が全部やってしまえばこれは

今地方議会というのは私はなくてもいいというふうに思っております。地方議会がある以上はよ

その町村がしないことをやっていくのが地方議会。お金のないところを出して頭を使って知恵を

出していくのが地方議会だというふうに思っております。ですから全国的にもいろいろ地方議会

で知恵を絞ってクラウドファンディング型ふるさと納税ということでやっている町村もございま

す。愛知県愛南町はドローン購入などで６千５７９万円柑橘農家にクラウドファンディングをや

ってそのお金でドローンを買ったと。私もドローンを買うのに提案をしました。森林組合が伐採

したところの中切りの人手がいないということでドローンを買ったらどうですかという提案をし

ましたけれども森林組合に聞いたら駄目でしたということで。本年度予算にも役場職員がドロー

ンの免許を取りに行くということで予算に上がっておりましたけれども取ったか取らないかは分

かりませんけれどもそういうところもございます。宮崎県の都城市では牛、鶏、豚、馬は全生産

農家、法人の全戸に対して飼料価格高騰対策の助成金７億円全額やったそうです。ふるさと納税

による寄附金を積立てた基金で補いましたけれどもこれまでは国のコロナ対策地方創生臨時交付

金を頼りにやっていたけれどもそれも限界ではないかということでこういうクラウドファンディ

ング型ふるさと納税でやる自治体も出ております。滋賀県東近江市では飼料高騰に苦しむ畜産農

家を支援するために２千９９１万円をクラウドファンディングで集めたということで知恵を絞っ

て困っている人を助けるということでそれぞれの町村はやっております。そこ辺りで議員が言っ

たのを一方的に議論もしないで検討もしない何も話もしないで次の議会に持っていって次の一般

質問は誰がどういうことを言うだろうかということを繰り返しても町は全く発展しないと思いま

す。その議員を選ぶのも町民ですから町民もしっかりこういう一般質問を聞いてどういう人がど

んなことを言っているのかということも町民もわきまえてですね。町民の方からは「南小国町は、

畜産農家にもいろいろ燃料対策とか６項目に分けて何百万円か出たというような話を聞きますけ

れども、小国町はどうですか」と。畜産農家の数名の方が陳情に来たという話も聞いております

けれども今の町長の姿勢・考えでは私は町は発展しないというふうに思っております。ですから

そういう町長の考えと担当課長が課長なりにしっかりした町の在り方、姿を描いていくなら２０

年先とかいうことではなく今年、来年、新年をどうして乗り越えていくのかを考えねばならない。

近年米が安い話が飛び回っておりましたけれども米が今年になって値上がりし米不足になってき

た。国のほうではもう新米が出回ったから価格が下がりますと言いますけれども以前の議会でも
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言いましたけれども私は絶対下がらないと思う。生産者農家はもう高齢者ですけれどもその高齢

者が作らなくなったらどんどん先ほど言ったように農家戸数が減ってきます。耕作放棄地の問題

もありましたけれども耕作放棄地をどうするかと言ってもまず作る人がいないということですの

で、これは町独自でどうやってということを考えていかなければ小国町は絶対滅びるということ

ですけれども絶対そうならないためには今のうちからどうやっていくかという考えが必要ではな

いかと思っております。そこで担当課長にお尋ねしますけれども今まで私が再三いろんなことを

言ってまいりましたけど、それについて結果報告をしてもらいたいと思います。 

産業課長（穴井 徹君） まず以前に言われました林業のほうになりますが今ちょっと直接お話は

ありませんでしたが、林業のほうは間伐材補助事業について今まで森林組合と林業事業体が受託

していたものを自伐林家が申請できるようにということでお話ありましたが、こちらのほうは自

伐林家の方がチェーンソーの講習会を受講後、自伐林家の方も補助金の申請ができるように森林

組合を経由して行うようにしております。 

それから獣害対策ですが、防除、駆除の両面でずっと行ってまいりました。その方向性は変わ

りませんが議員が言われましたように国の交付金事業を使ったワイヤーメッシュ事業ということ

で今年農業委員等々で県と相談しながらモデル地区を選定させていただきました。令和７年度に

１地区モデル地区としてワイヤーメッシュ事業に取組たいと思っております。 

それから先ほどの新規就農者のお話になりますが、現在先ほど言われましたとおり国の事業を

活用しました新規就農者への就農準備中とそれから就農後の経営安定までの期間の交付金があり

ます。そして町単独事業として親元就農補助金。言われましたとおり現在該当者はおりません。

あと熊本県と各市町村とＪＡ阿蘇等が中心となって農業師匠制度ということで研修制度へも参加

していただくようになっております。この研修制度へ参加していただいた方は離農者が少ないと

いうことで実績等も上がっております。 

あとドローンの関係ですが、令和６年度予算としまして小国町の職員が３名来月１月ドローン

の講習会のほうを受けるようにしております。講習会で免許取得ができましたら翌年度は免許の

種別がありますのでいきなり大きいものはできませんけど一旦カメラとかそういったかたちがと

れるドローンを購入して後後は１級資材等も運べるようなかたちのドローン購入の検討もしてい

きたいと思っております。森林組合のドローンの免許については森林組合等とお話ししましたが

森林組合もいきなり１級の資材を運べるドローンはなかなか難しいということで順番を経て検討

したいということでまた継続でお話をさせていただいております。 

あと物価高騰に対する補助ですが、令和４年、令和５年とコロナ対策給付金と物価高騰対策給

付金を国の交付金、給付金を活用させて交付を行ってまいりました。現在のところはまだ今国会

で多分審議中であると思いますがそういった財源がどのような方向になるかを検討させていただ

いて、また目の前の課題、中期的な課題、長期的な課題があるかと思いますがそういった点は整
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理させていただきながら検討を続けさせていただきたいと思います。 

以上です。 

３番（髙村祝次君） いろいろ提案しまして実現したところもありますけれども、間伐材について

は人手不足というようなことで山林地主が自分でやって補助金で切れるようにということを提案

したところ、県のほうも認めていただいて町のほうも認められたというようなことで皆んな自分

でやっていた人たちが今まで補助金ももらわないでやっていてどうにかならないかというような

提案でございましたので私も森林組合あるいは産業課長にも話してできるようになって非常に山

林地主の方は喜んでおられます。そういう取れるお金が取れないでまた未納額になって返済する

というようなことでは意味がないと思います。しっかり町民の方の意見を真摯に受け止めて議員

だけが言ったことを取り上げるのではなくて、町民の方々の意見を各課長ともそうですけれども

しっかり受け止めて今後の小国町をつくってもらいたいと思います。 

それから建設課については再三私は２１２号線の道路改良について経緯をお尋ねしております

ので、その後の経過報告をお願いしたいと思います。 

建設課長（小野昌伸君） おはようございます。よろしくお願いします。 

今おっしゃられた２１２号というかたちで従来の２１２号線に関しましては一応日田市が期成

会の会長というかたちで特に脆弱な場所として杖立から日田までの間に関して大分の国土交通省

のほうもしっかりと計画を立ててくれているということで、ひびきトンネルを始めしっかり今か

らの改良計画は立ててくれています。熊本県内に入って杖立から大観峰下りまして阿蘇市まで、

熊本県の土木部の見解といたしましては改良済みということで一応２車線の道路があって交通に

負荷は無いということです。大観峰等々で防災関係ですねロックシェッドと言って上から落石が

落ちてきたときのとめとかそういう防災工事には今からも強化していきますが、もう県としては

２１２号線の熊本県内は改良済みというかたちになっています。何度も私も言ったように何年か

前から町長とも国会議員等々に要望もしまして今国土交通省のほうが新しい広域ネットワークと

いう計画を立てています。その中で小国が絡んでいる部分が日田阿蘇道路というところでもう何

度も議員さん等々の質問があってスクリーンでも説明したとおり、簡単に言えば日田市から阿蘇

の中九州高規格のほうにつなぐということで縦のラインです。もうこれは高速道路です。高規格

道路というかたちで時速６０キロ以上の道路を造ろうではないかというところで。それに関して

大観峰が雪道、カーブを下っていかないといけないというところもありまして今は滝室坂を掘っ

ていますし地震後には大津から阿蘇の区間もできましたし、皆さんの念願どおり一応トンネルと

いう壮大な計画です。まだどうなるか分かりませんが日田から阿蘇まで本当に短時間で安心安全

につながるようにというかたちで計画を立ててもらっています。これは例を出すと滝室坂が掘れ

たのも滝室坂の阿蘇豪雨によりまして何日間も通行規制があったということで非常に物流関係が

滞ったということで、今本当に一番力を入れているのはこれだけ頻繁に災害が発生すれば孤立し
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てしまう。小国町が孤立する。南小国町が孤立する。そういう地区をなくそうではないかという

ことで何が起きてもしっかりと一つの道路は生かそうではないかということで国交省もその脆弱

な地域に対してしっかりと支援をしていただいております。それに関しては他町村にまたいで阿

蘇市、南小国町、小国町、もううちだけでは判断できないのでしっかりとそこは首長さんのほう

も動いてくれていますのでその辺からまずは期成会の立ち上げ、国への要望、熊本県挙げての要

望等々を行ってもう二、三十年は当たり前にかかります。それを何とか１日でも早く私も前から

言っているとおり道なくして町の発展はないと私は思っていますので、しっかりとその辺は時間

がある限り頑張っていきたいと思っています。 

以上でございます。 

３番（髙村祝次君） 建設課長はいつも自信たっぷりで話されますので必ずそういう働きかけを自

信を持って町長と一緒ではなくて課長自身が県国に行くくらい自信を持ってやってもらいたいと

いうふうに思っております。それから、まだ今年災害復旧工事も治山事業がまだ続いているとこ

ろもあると思います。まだまだ災害の後片づけが終わっていない農道、町道もございますのでし

っかりそこ辺りもやってもらいたいと思います。 

最後になりましたけれどもついででちょっと報告しますけれども、今全国の酪農家が１万戸を

割れて９千９６０戸。そして１５年前に比べて半数になり５年間で２４％、３千戸減った。これ

は輸入飼料に依存していますので北海道は別にしましてこの本州から九州にかけては大型畜産農

家はほとんどが外国の粗飼料に頼っているということで飼料が高くなったということで減ってお

ります。現在６割の方が赤字で経営を存続しようかどうしようかというようなことで５割近くの

人が離農を検討しているというようなことです。農業新聞を見ますと畜産の子牛暴落もあります

ので国も畜産対策ということでいろいろ練っておりますけれども、しっかりそこ辺りも状況把握

に課長は努めていただきたい。今臨時国会が行われておりますけれども民主党がかなり票を取っ

たというようなことで玉木代表が１０３万円の問題でいろいろ提案をしております。この玉木代

表のおじいさんは香川県の大川町と寒川町の二つの町が合併して大川農協ができておりまが、こ

の組合長をされました。以前小国のジャージー導入をアメリカからするとき、玉木代表のおじい

さんが組合長をしている頃であそこもジャージーを導入しました。そして導入先がアメリカでご

ざいましたので乳量も多くて牛もよいということで小国も当時アメリカから何十頭か導入してい

ただいた経緯がございます。ですから土を知っている政治家はちゃんと国民のことを考えている

というのが政治家ではないかな。都会で育ったアメリカの大学などに行った人たちは非常に土の

匂いを知らない。やはり政治家というのは土の匂いを知った人が大事であるということは私の考

えでございます。３０分を過ぎましたのでこれで一般質問を終わります。どうもお疲れさまです。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩をいたします。次の会議は午後１時から行います。 

（午前１１時３９分） 
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議長（熊谷博行君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（熊谷博行君） ４番、児玉智博議員、御登壇願います。 

４番（児玉智博君） まず第１問目。先月発売の雑誌に掲載された渡邉町長のインタビュー記事に

関して質問します。事実と異なることが書かれているのではないかということであります。熊本

市の出版社株式会社地域経済センターが発行する月刊誌くまもと経済の１１月号に自然資源を守

り再エネ活用のまちづくり開発と抑制のバランスが重要と題する渡邉町長のインタビュー記事が

掲載されました。３ページにわたり町内の地熱開発に関する取組や北里柴三郎記念館、鍋ヶ滝公

園、西里サテライトオフィスのことなどを話された内容が掲載をされておりました。配付資料１

枚目御覧ください。インタビュー記事の２ページ目なんですが赤い線を引いた部分、渡邉町長の

話を読み上げます。「再生可能エネルギーによる町の電力自給率は３８４％となっています。地

熱やバイオマス、松原ダムと下筌ダムを活用した水力発電など、自然を生かした取り組みが行わ

れています。」ということです。まず事実関係を各担当課にお伺いします。まず町内に本当にバ

イオマス発電所があるのかを情報政策課長。それから松原ダムと下筌ダムのダム本体及び発電所

の所在地を建設課長。それぞれお答えください。 

情報政策課長（田邉国昭君） 町内にはバイオマス発電所というものはございません。 

以上です。 

建設課長（小野昌伸君） お答えします。よろしくお願いします。 

九州地方整備局筑後川ダム統合管理事務所によりますと庁舎の位置が住所ということで、まず

松原ダムは日田市大山町、下筌ダムは小国町黒渕でございます。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 下筌ダムは右岸側が小国町黒渕で左岸側が大分県日田市ということになりま

すのでダムの位置としてはそうなのかもしれませんが、九州電力のホームページを見てみますと

九電の管内の水力発電所が県ごとに並べられているところでは大分県のところに松原ダムも下筌

ダムも並んで出ておりますので発電した電力の場所というと大分県になるのかなというふうに思

います。バイオマス利用という点では公立病院などでバイオマスボイラーとしての熱利用はされ

ております。ところがこの文章の流れとして見てみますと「電力自給率が３８４％ということを

紹介した上で地熱やバイオマス、松原ダムと下筌ダムを活用した水力発電など、自然を生かした

取り組みが行われています」というふうに続けばこれはもうバイオマス発電のことを言っている

ように聞こえます。また小国町下城には九州電力の水力発電所で筑後川本流や北里川の堰堤から

取水して山の上に迂回させた水を谷底にある川に戻すときの落差を利用した下城の簗瀬の小国発

電所と杖立発電所があります。しかしこれらが稼働したのは１９２７年とダム竣工の１９７２年

よりも４５年も前で全く関係はありません。私はこの記事を読んだとき渡邉町長が小国町にバイ
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オマス発電所がないことを知らないはずはないし、杖立にお住まいの方ですからひぜんやの途中

からは大分県でずっと先にある松原ダムが小国町だなんて思っているはずはないからどういう経

緯でこのような記事が出てしまったのか不思議に思いました。そこで出版社に問合せて取材を行

い記事を書いた方に直接確認をしました。「本当に渡邉町長がこういうことを言ったのですか」

とお聞きしますと「御本人がおっしゃったことを書いています」というわけなのです。ちなみに

この記者が言うには町長は資料を用意していてそれに目を通しながら話していたからまさか事実

にないことは言っていないだろうと思って裏取りも特にしていないということなのです。裏取り

をしていてくれたらと思わないでもないですが、そもそも渡邉町長が取材で誤った発言さえしな

ければよかった話です。そこで渡邉町長はもともとこうした事実について誤認をされていたので

しょうか。 

町長（渡邉誠次君） 誤認をしていたわけではございません。 

４番（児玉智博君） では事実と違うこと分かった上でそういうお話をされたということですか。 

町長（渡邉誠次君） 私としては前後の文章がありませんけれども自然と開発のバランスだったり

地域のポテンシャルについてお話をした部分であって、実はバイオマスというのは木魂館でやら

れている木の駅プロジェクトのことを途中でお話をしたというところでございます。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 話したことと相手に伝わっていたことが違ったということで、問題は伝える

側の能力の問題なのか、受け取る側の能力の問題なのか、それとも両方の問題なのかというのは

分からないんですけれども、しかしいわゆるそういったコミュニケーション能力の問題だけでは

これはないと思うのです。担当の記者さんは１０月３日に取材をされたわけですが数日で原稿を

書き上げられてそれを「この文章でいいですか」ということで渡邉町長側に町側にチェックをし

てもらっているということなのです。それはメールで送信したそうです。取材の依頼からメール

のやりとりでしていたのでそのアドレスに「確認してください」ということで送ったそうなので

すが、その上で「これでいいですよ」という返事を受けた上で雑誌に記事が掲載されたというこ

となんです。なぜチェックした段階で訂正を求めなかったのですか。 

町長（渡邉誠次君） ひとえに言えば私の校正力も足りなかったかもしれないんですけど。実は今

児玉議員が見せた文章がこれです。私が校正のとき見た文章はこれなんです。これ横書きにして

いて中見出しも付いていないこの文章を見ると地域のポテンシャルを言ったみたいな感じになっ

ておりますので、私としては特段うそをついたとか間違ったような発言をした覚えはございませ

んしこの部分からいくと地域のポテンシャルもそうですけれども水源涵養能力。この部分とかも

しきりにＴＳＭＣの話とかも後のほうで出てくるのですけれどもこの地域が持つ水を保水する能

力これを伝えたかったという部分で松原ダム下筌ダムの部分だったり、もちろんそれだけではな

いんですけど太陽光を含めて様々な話をしたのですけれどもこの記者さんからするとこの部分を
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書いているというような表現になったというふうに思います。 

以上です。 

４番（児玉智博君） いやいや横書きが縦書きになったからと言ってから書いてある内容が変わる

ことなんていうのはないわけです。「これでいいですよ」と言ったにもかかわらず先ほど読み上

げました「再生可能エネルギーによる町の電力自給率は３８４％」という部分から先が違うこと

が掲載されたと。「これでいいですよ」といった記事ではないものが掲載されたということです

か。 

町長（渡邉誠次君） 今もニュアンスの取り違え方でそういった発言があったかもしれませんけれ

ども「自給率３８４％」の前に「小国町では約５万２千キロワットの発電がなされているのです

よ。それが３８４％ですよ。」というお話はしました確かに。その後で下筌ダムとか松原ダムの

お話をしているのですけれどもそれ自体で多分６万５千キロの発電があるのでその３８４％には

含まれてないんです。ですのでいろんなお話をする中でこういった記事になっておりますので私

としては３８４％までが電力の話。「様々な小国町にはポテンシャルがあってバイオマスのボイ

ラーもあるし木の駅プロジェクトというプロジェクトもあるし地域の持つポテンシャルとしてだ

けではなくて松原ダムと下筌ダムの部分もあります。総合的にいくと１２万キロワットぐらいの

発電能力がこの地域にはあるのですよ。」というお話はしたというふうに思っております。 

以上です。 

４番（児玉智博君） そうではなくて質問に答えていただきたいんです。だから今町長が見せた横

書きの原稿とここに書かれている私が示した配付してあります資料では記事の内容、書かれてい

る文章が変わっているのですかということを聞いています。 

町長（渡邉誠次君） 変わったところと言えば再エネ電力自給率３８４％と書いてある中見出しは

こちらには書いてないのです。ただお伝えしたいところはこの文章を直接読むと「再生可能エネ

ルギーによる町の電力自給率は３８４％となっています。地熱やバイオマス、松原ダムと下筌ダ

ムを活用した水力発電など」これ水力発電とバイオマスは違うと思うのです。ですので私として

は全然違う意味合いの中でバイオマスが発電されていると言ったことはないですし、ただ熱源と

しては使っています。「松原、下筌ダムはこの地域のポテンシャルとして持っているのですよ」

というのが後の文章につながってくるというふうに私は思っています。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 町長はそう思って読むからそう思うのかもしれないけど、何も分からなく読

めばこれどう見たってバイオマスは発電だし松原ダムと下筌ダムを活用した水力発電って。これ

要は小国にはカウントされていないものを言われているので事実と違うことを言っているという

ふうにしかとれないわけです。言葉というのは政治家の命だと思います。そもそもの問題として

ふだんからどの程度責任を持って発言発信を町長自身がされているか。渡邉町長の姿勢の問題で
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はないかと思います。渡邉町長が信用に足る町長かどうかに係る重大な問題だと思うのです。先

月１５日の子ども議会。６人の中学生がそれぞれ質問して最後に渡邉町長が締めくくり的に答弁

をされました。その中で校舎へのエレベーター設置を求める質問に対して設置しない理由として

「中学校も小学校も間もなく築４０年になる。今１億円掛けてエレベーターをつけても１０年後

に建てかえることになれば１億円が無駄になる」旨答弁をされました。今定例会に提出された補

正予算に学校教育施設基金への積立金３千万円がありましたので４日の全員協議会で私は渡邉町

長に「１０年後の建て替えも見据えた積立てか」とただしました。渡邉町長はそうですとは言わ

なかったわけです。「老朽化している小学校体育館への対応やそのほか学校施設の修繕などに充

てるためだ」ということを答弁されたと思います。つまりは庁舎建て替えというのは検討すら始

まっていないわけです。子ども議会とはいえたくさんの授業時間をかけて準備して行われる質問

に対して建て替えの可能性を持ち出すのであれば教育委員会事務局内でそれなりにきちんとした

シミュレーションや検討を行って答えるべきです。その場の思いつきで答えるなど余りに不誠実

だし無責任ではありませんか。もう一つ昨年の６月議会で私は鍋ヶ滝バイパスについて質問しま

した。質問の趣旨は県が代行工事をすることになって費用負担が少なくなったとはいえ工事費１

０億円の１５％およそ１億５千万円と測量設計や用地補償費の２億円の半分１億円の合計２億５

千万円は町が借金して負担するわけだから全ての町民に説明するべきだと求めたわけです。それ

に対する渡邉町長の答弁議事録にはこうあります。「先月の県議会のほうで多分想定では１１億

円ほど県議会で上程されて町の分ですみません今資料がないのであれですが町の負担は１億円以

下に減っていると思います。」ということでした。しかし県議会の議案を見てみますと令和５年

５月の臨時議会では一般会計の第１号補正の専決処分が出ているわけですけど、補正額は２億６

千４２２万３千円で歳出で補正されているのは民生費だけなんです。調べてみますと小国町道鍋

ヶ滝線の市町村代行工事の工事費が県の一般会計に計上されたのは令和５年２月定例県議会に上

程された当初予算で金額は１億５００万円にすぎません。その後９月定例県議会に令和５年度市

町村道過疎代行事業の経費に対する町負担金についてという議案が上程され小国町の負担する金

額が工事費の１０分の１.５に相当する金額すなわち１５％と正式に決まったということです。

これを受けて去年の小国町の９月議会に１千５００万円の町負担金が上程されたというのが事実

です。大体当初予算成立からわずか２か月後に１０倍以上の補正をするなんてこれあり得ない話

です。これはデマと言っていいレベルだと思います。このように渡邉町長が意図してなのかどう

かなのは私はよく分かりませんが平気で事実をねじ曲げたことをその場の思いつきで発言してし

まってそのままにしてしまう。自分の発言に余りに無責任だと思うのです。これを改めていただ

かなければならないと思います。今回の雑誌の件に戻りますと熊本県中に向けて事実と異なる情

報が発信されてしまったわけですが、事後的な対応は何か考えておいででしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 今様々におっしゃいましたけれども子どもたちの議会の中で私が１０年後に
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エレベーターを付けたそのものが１０年と言わずに１１年、１２年でも多少は前後あるかもしれ

ませんけれども、そういった中で考えられないこともないなというところもあって答弁をさせて

いただきました。それからこの地域のエネルギーのことに関しましてはこれに書いてあるとおり

で確かに表現能力が足りないかもしれませんけれども、バイオマスについても熱源はエネルギー

ですし松原ダムと下筌ダムに関しても地域のポテンシャルのつもりでお答えをしているので訂正

するつもりもありません。それから鍋ヶ滝のことに関しましてもいつも言うんですけど財源の部

分で最終的に実質的な持ち出しは全体の費用の大体９％ぐらいになるのではないんでしょうか。

違いますかね。 

４番（児玉智博君） わかりません。 

町長（渡邉誠次君） 児玉議員がおっしゃるのは一般財源の持ち出しだったり過疎債を使う前の話

だったりそういったところのお話をされているかもしれませんけれども、私がお話をする上で実

質的な持ち出しという話をいつもしていると思いますがその部分でいくと国の資金、県の資金そ

れから町の資金合わせて過疎債まで入れると実質的に９％ぐらいになるのではないでしょうかと

いう話はいつも建設課長とさせてもらっています。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 何か開き直った態度というのはどうなのですかね。私は議事録を読み上げた

のですよ。６月の先月でいくと言えば５月でしょう。５月に１１億円の県議会で上程をされたと。

１１億円なんて上程されてないではないですか。この点についてはどう説明するのですか。１１

億円ほど上程されたと言うけれども５月の県議会に提出されたのはさっきも言いましたけど２億

６千４２２万３千円の専決処分。しかもそれは補正の内容は民生費ですよ。事実と違うことを言

ってそのままにしているではないですか。それで「私の意図は違います」と言って逃げ切ろうと

しているわけですけれども、それ誰がどう見たっておかしいですよ。 

町長（渡邉誠次君） すいません。１１億円に関しては誤りです。ただ総額で鍋ヶ滝バイパスは１

１億円ぐらい掛かるでしょうという当初の話の部分で上程されるというふうに思っておりました

のでその部分で勘違いをしておりました。しかしながら先ほどの町の一般的な持ち出し。この部

分では私は間違ってないというふうに思っております。 

以上です。 

４番（児玉智博君） これはもうこの質問と答弁を見た人がそれぞれ判断していただければいいと

思いますが、到底私は納得できないし訂正をしないその姿勢というのは私はなかなかこれは信用

できないなと。ですからこうやって質問でやりとりをするのだけれども町長の答弁自体が信用で

きないというふうになってしまいます。やはり改めるべきところはしっかりと改めるというのが

望ましい発展性のある方向ではないかということを述べまして次の質問に移りたいと思います。 

自然エネルギーの話の続きですので次は、地熱の恵み基金条例について聞いていきたいと思い
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ます。この条例は第１条で「地域振興と地域の資源や環境を保全するために要する経費の財源に

充てるため、小国町地熱の恵み基金を設置する」となっております。この条例が成立したのは２

０２０年の３月議会でしたがそれまでのいきさつを振り返ってみますと地熱発電特に大規模な井

戸の掘削を伴うフラッシュ式発電の開発計画が相次ぎ事業が着手される中で、開発地周辺では温

泉が濁ったり湧き水が途絶えるなどの現象が発生し住民からは開発の影響を疑う声が相次ぎまし

た。またヒ素などの重金属による大気や土壌汚染を心配する声も上がり２０１９年１１月に小国

郷の自然を守る会から約４００数十筆の署名とともに地熱発電開発に関する請願が提出されまし

た。この請願で求められていた事柄の一つは開発による損害が生じた住民の保護でした。そのた

めに町内の地熱事業者が資金を拠出して基金を設立することも求められておりました。２０２２

年の３月議会で渡邉町長は「もし事故等々が起きた場合、一時的に資金が必要な場合はこちらか

らお出しするということができるような形を取らせていただきたいというふうに思っています。」

と明言されていますので地熱の恵み基金条例は守る会の請願とも一定かみ合うものだと思います。

まず現在の状況を確認しておきたいのですが、稼働中の発電所が二つあります。２千キロワット

と５千キロワットです。それから２千キロから５千キロワットの発電所が五つ計画中であると思

います。これを踏まえた上でこれまでに町内で掘削された井戸、生産井と還元井合わせて何本に

なりますか。またそのうち稼働した井戸の本数をお示しください。 

情報政策課長（田邉国昭君） 現在までに掘削を行った井戸の本数を申し上げます。生産井が１５

本、還元井が９本となっています。各事業者ごとに数本の井戸を掘削していますが稼働している

発電所は２か所ですので実際に利用されている稼働している井戸の本数としましては生産井が３

本、還元井６本です。 

以上です。 

４番（児玉智博君） なかなかこの生産井のほうが掘っても稼働する率としては低いのかなと思い

ました。ですから生産井のほうが掘られる本数というのは絶対的に多くなるということだと思う

のです。地熱の恵み基金条例が２０２０年３月１８日公布で施行日も一緒です。それから４年９

か月になりますがこれまでに幾ら積立てられまた取崩しはありますか。基金額の推移をお示しい

ただきたいと思います。 

情報政策課長（田邉国昭君） 地熱の恵み基金についてです。令和２年の３月に地熱の恵み基金条

例を施行してから現在までに基金への積立てを行っておりますので令和５年度末で基金の積立額

は１千５００万円。現在までに取崩しを行ったことはありません。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 推移ですので年度末ごとの金額を２年３月だから２、３、４、５ということ

でお示しください。 

総務課長（佐藤則和君） 地熱の恵み基金の年度末残高について御報告申し上げます。令和２年度
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末で３００万円、令和３年度末で７００万円、令和４年度末で１千１００万円、令和５年度末で

１千５００万円で今年度末の予想としまして１千９００万円ということになっております。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 地熱の恵み基金条例施行後の２０２０年すなわち令和２年５月稼働中の発電

所近くの温泉が途絶する事象が発生しました。それを伝える西日本新聞の記事にはこう書かれて

います。「熊本県小国町のわいた温泉郷にある旅館で５月中旬、温泉の湧出が突然途絶えた。原

因は不明だが、付近では昨春から湧水源の水量が激減する異変も。」この温泉が途絶する「異変

が起きたのは５月１４日。午前１１時ごろから噴出圧力が低下、正午前に温泉も噴気も止まった。

それまでは毎時約６トンの熱水と蒸気を噴出していたという。」となっています。記事にもある

のですがこの旅館はその２年前の２０１８年にも噴出が止まったということで、先ほど述べまし

た自然を守る会の取組にもつながったものだと思います。２０２０年に途絶した際は渡邉町長や

当時の政策課長も現場に足を運んでいると思いますが、地熱の恵み基金の対象にはならなかった

のでしょうか。私もその当時の政策課長と「地熱の恵み基金ができたではないですか」という話

をしたのですが「それはまだ基金が積立てられておりませんので」という話だったのですけれど

も今の総務課長の答弁聞きましたら令和２年度末だから令和３年３月３１日だと思いますけど３

００万円積立てがあるわけです。ですから基金にお金がないから救済できないという話にはなら

ないと思うのですけれども、これ対象にならなかったのでしょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 令和２年度のことであったかと思いますが温泉旅館の泉源の影響に

ついては聞いておりますが、地熱の恵み基金への活用の申出というのが行われたようにはその当

時の担当からは聞いておりません。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 分かりました。過ぎたことのもしの話をしても仕方ないのですけれども、そ

の当時申出があればこの３００万円の中から何か活用された可能性はあったということですね。 

情報政策課長（田邉国昭君） その当時といいますか地熱の恵み基金が設置されたときからであり

ますが、この活用については活用方法の検討が今までも続いております。基本的にはその調査を

行うために充てられるということになっております。影響が出たことで温泉旅館、各事業者への

補償などについては原因となった事業者が行うべきものと考えておりますので、その原因が特定

できないときにこの基金を一時的に活用して一時金というかたちで調査を行い原因が特定された

場合原因となった事業者が一時金として使った分のお金を基金のほうに戻すというふうな活用の

仕方ということで考えております。 

４番（児玉智博君） それでは先ほど私が紹介しました２０２０年３月議会での渡邉町長の答弁と

ちょっと齟齬があるのではないかと思うのです。「もし事故等々が起きた場合、一時的に資金が

必要な場合はこちらからお出しするということができるような形を取らせていただきたいという
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ふうに思っています。」一時的に資金が必要。要するに温泉旅館とかでお湯が出なくなったら営

業できないではないですか。そしたら一時的な運転資金なんかも必要となると思うのですけれど

も、そういうものにはもう活用させない。申出があっても出さないということになるのですか。 

町長（渡邉誠次君） 私のほうが覚えておりますので。地熱の恵み基金を上程をされたときに改正

案といいますかそれが出てきたときにさんざんあのときに地熱の恵み基金は、地熱発電業務に対

する賠償責任というところの部分を町は資格というか免許というか賠償責任を持ちませんのでそ

ういった部分には取扱いができませんと。一時的に調査をして原因が特定したときには返してい

ただく。その部分にしかお使いすることはできませんというお話をその段階ではなくその以前の

段階で地熱の恵み基金を町のほうが提案した段階、その時点でかなりの議論があっていたという

ふうに思っております。 

以上です。 

４番（児玉智博君） では先に進めていきます。今年２月北里の山川温泉の六つの温泉施設経営者

から成る山川温泉組合から町と地熱審議会そして地熱事業者２社に「わいた地熱発電所６号還元

井掘削計画に対する意見書」という文書が提出されました。意見書の趣旨を申し上げますと還元

井の掘削計画地は山川温泉の各旅館に分湯計画がある温泉元から６５０メートルしか離れておら

ず泉源への影響が懸念される掘削計画に反対を表明するものであります。特に地熱審議会に対し

ては十分な調査が求められているのですが、この意見書は承知されていますね。どのような対応

を町それから地熱審議会ではされているでしょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 山川温泉組合からの意見書についてですが、今年の２月１日に提出

されています。内容はわいた地熱発電所６号還元井掘削計画に対する意見書として提出されてい

ます。その内容と対応についてなのですが、意見書の内容としましては先ほど議員おっしゃられ

たとおり山川温泉は還元井掘削に対し小国町地熱資源活用審議会において慎重な審議そしてわい

た会においても計画の見直しを求める。そして小国町から許可、本来同意というかたちになりま

すがそういうのを出してそれ以降に異常が起きた場合はわいた会や町に対しても責任があるとい

うことを意見書というかたちでいただいておりました。その後に開かれた審議会これ２月９日に

行われた令和５年度第２回地熱活用資源審議会ですがそちらのほうでこの意見書に対する取扱い

を行っております。この意見書を地域住民からの一意見として取り扱うこととしております。内

容について意見書の精査ができておらず審議会としても当意見書の審議対象とすることは難しい

のではないかということで事務局のほうから発言しまして当該意見書に当たり山川温泉組合にお

いては当該事業者の当事業の実施に伴い不安を感じていると受け止められており、仮に事業に対

して同意を出す場合においても山川温泉との意思疎通、協議を続けるようにというふうに審議会

で答申書の中に申し添えております。審議会からの答申を受けまして同意に値するということに

はなりましたが、町が同意を出したときに同意書の中に引き続き山川温泉との協議を続けるよう
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という条件を付けております。そしてこの事業を推進しておりましたわいた会に対しても町と同

時に山川温泉組合から意見書が出されており、これに対してわいた会に２月６日付けで文書にて

回答を出しております。回答の中には「是非、対話の場を設けさせていただきたく存じます」と

いうふうにわいた会から山川温泉組合に文書で回答が行われております。 

４番（児玉智博君） 同意の条件として対話を続けてくれということで入れているとはいえ、要す

るにこれはお互いで話してくださいというふうにしたにすぎない。もう結果としてですね。いろ

いろ審議会の中では事務局から審議の内容としてふさわしくないとか言ったりはしたけれども、

町に出す答申書の中にはそういうのも出ていますという指摘をしたけれども、結果としては同意

がなされて同意の条件で対話を続けろと言ったとはいえ結局のところ事実上お互いで話し合って

解決してくださいということで、見方によっては町も審議会もこれを投げたというふうに見える

わけです。山川温泉組合に対する事業者２社今言われたわいた会とその受託業者の回答書も入手

をしましていろいろ言われましたけど要旨はこういうことだと思うのです。「現在有している調

査結果などの」有しているというのはわいた会さんとかです。「科学的資料からは山川温泉に影

響を与えることはないしケーシング」と言って井戸にセメンチングをするものですけど「それは

３００メートルセメンチングしますよ」と事業者は言っているわけですけど地元の人たちは標高

の高低差があるから「それは３００メートルでは不十分ではないんですか」というようなのも意

見書の中には書かれているわけです。でも「いや、でも３００メートルで大丈夫ですよ」と事業

者はおっしゃるわけです。「山川温泉組合の御指摘の御懸念点を払拭するために、科学的な手法

により解明して御心配をなくしていくのが最善の手法だと考えております。そのためには山川温

泉組合様が御指摘している懸念のもととなる考え方及び資料根拠となる井戸のデータや位置図等

の情報を開示いただければ、内容を吟味し真摯に回答させていただきたい。」とこういうふうに

書かれてるわけです。なかなかこういうデータなんて普通の温泉旅館経営者の人たちとか言わば

一般の住民ですよ。これをそろえることが果たして簡単なことなのだろうかというふうに思うわ

けです。しかし一方で私は事業者の思いというか考え方というのも分かるわけです。地熱事業者

に限らず会社というのはきちんとした売上げと利益を出していくというのが第一義的目的ですか

ら、事業計画書どおりにスムーズに進めていきたいというのは当然だし尊重されなければならな

いと思います。ですから事業者にしてみれば人様に迷惑をかけることはないだろうと調査なんか

もしているわけだからある程度の自信を持っている事業計画書ならば「ただただ心配だと言われ

ても困りますよ」というのはそうなのかもしれないなと一定理解できます。しかし同時にこれで

は事業者と住民間の溝が埋まらないなと思うわけです。付け加えて言えば自然科学のことなんて

人間が完璧に知り尽くしているわけではありません。だから学者さんたちが一生懸命今もいろん

な分野で研究を続けているわけですから。地下のことなんて誰も潜って見たわけではないし地表

の地形が変わるのと同じで地下もキャップロックがあってとかここに水がたまって地熱で温めら
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れてお湯になってというようなことが言われているわけですけど永久に同じ状態が続くものでも

ないというふうに思うわけです。だからこそ地熱審議会が町民が安心できるように懸念を払拭し

ていく。そのために自ら調査もしていく。説明もする。これをしなければいずれ地熱審議会の存

在意義そのものが問われると思います。温泉組合の意見書を今の扱いにしたまま文章を確かに預

かりましたというだけでは私はこれ不十分なのではないかなと思うわけですけれども、いかがで

しょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 議員が心配されるとおりの部分確かにあるかと思いまして、地元の

方々温泉事業者の方が心配になる点をどのように証明するかというところちょっと難しい点かな

と思います。先ほどわいた会から出された文書の内容を説明していただきましたが、そのときに

出てきた自分の経営する旅館などの泉源への影響を心配する場合、今の状況というのがどれぐら

い把握できているか。温泉井戸の位置なんですがそれと温度や量などの把握というのがなかなか

十分なデータとしてとれてないときにこれが地熱事業による影響がどれだけ出たというのを出す

のが難しいかと思います。そういったときのためにモニタリングが重要になってくるかと思いま

す。地熱事業者はそれぞれ自分の計画地の周りで井戸水のモニタリングを行っております。さら

に地熱事業者５社ありますのでそれと町が一緒になって地熱協議会がありますがそちらのほうで

も共同のモニタリングを行っております。こちらは付近の温泉事業者の方などに協力していただ

いております温泉のデータであったり井戸水の状況であったりとかをモニタリングさせていただ

いております。なんらか影響が出たときにそういったふうなデータを活用できるようにというこ

とでこのモニタリングを徹底していただけるようにということがまず町そして協力していただい

ている事業者の方々とともに行っていくことかと思っております。 

４番（児玉智博君） 調査をしているというふうにおっしゃるけれども、町と事業者５社の人たち

と協力してというふうにおっしゃいますけれども地熱審議会はそこにどのように関わっているの

ですか。学者の先生方もいらっしゃいますけれども例えば心配している温泉旅館の方の泉源を見

に行ったりしてみてとかそういう活動もきちんと行われているのですか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 審議会のメンバーの方々に対してですが開発地の状況を事細かく詳

しく調べに行くというところまでは行っておりません。計画の場所を現地の確認に行くまでは行

っておりますが審議会のメンバー特に中心となりますのは有識者の方々ですがそういった方々に

１件１件の計画地の詳細までを見ていただくというのはあくまで書類上になります。 

４番（児玉智博君） それではいけない。もうちょっとこの審議会が主体的にしっかりと動いて町

民の人たちに「あの審議会の人たちがお墨つきを与えたのであれば大丈夫だ」とそう思っていた

だけるように信頼していただくような審議会にならなければ小国町の地熱開発というのはうまく

いかないのではないかというふうに思うわけです。実際、山川温泉組合の皆さんの不安は置き去

りにされて開発が進んでいくというのが現状ではないかと思うのです。そこで確認いたします。
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万が一山川温泉地域に異変が発生した場合、地熱の恵み基金の救済というのは先ほどの答弁であ

れば何らかの調査をするために使うということになるわけです。その調査をするのは主体的には

誰がやらなければならないのですか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 調査事業を実施することになった場合は、町が専門業者に委託して

行うことになるかと思います。 

４番（児玉智博君） 次にもう進みます。先ほどのは２月の審議会ですけれども、その後年度がま

たいで６月に開かれた地熱審議会では審議対象になった開発事業者に対して、審議会の委員の１

人の方から地熱事業をめぐる訴訟が提起されていることが指摘されたということであります。そ

ういう問題を解決してから次の開発に取りかかるべきではないかという質疑が行われたというこ

となのです。事業者からはその問題は解決済みだとの答えがあったということですが、このよう

なケースについて地熱の恵み基金の対象とはなるのでしょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） 審議会を行っております。今年度に入ってからも行われております。

この審議会の内容については非公開とされておりまして、お答えすることは難しいかと思います。 

４番（児玉智博君） 私も質問する前に事前に担当係長に確認しました。委員さんというのは秘密

保持契約です。「秘密保持契約にサインなんかしているのですか」と聞いたら「そういうことは

してない」ということだったので秘密保持の義務がないから私に情報が入ってきたわけです。そ

の上でこの地熱開発に関する情報公開について指摘をしておきたいと思います。先ほど私が言い

ました６月の地熱審議会の会議録というのを情報公開請求しました。全部で１０ページあるので

すけれども黒塗りされてないページはないわけです。こうして全面黒塗りというところもありま

す。これ全体の４分の３が黒塗りされて非公開なのです。これ見てみるけれどもどの事業者の案

件が審議されているかも判然としないし、先ほどの訴訟に関するやりとりも一切黒塗りにされて

いるので詳しい中身がどういうやりとりがあったのかも分かりません。審議会が非公開で議事録

の部分公開の理由を町は「開発業者がお金をかけて調査した情報を保護するためだ」と。要は知

的財産の保護といいます。しかし訴訟が起きていることなんて知的財産の保護とは無関係です。

大体民事裁判は公開で行われるものです。裁判公開の原則といいますが裁判が公正に行われてい

ることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするものでありま

す。きわめつけは会議録と一緒に出てきたものなのですが審議会の委員名簿です。参加者の氏名

は全員黒塗りです。町議会議員のお二人もいます。総務常任委員長だからこれ松﨑俊一さん、産

業常任委員長の髙村祝次さん、これ分かりますよ。しかもこれ情報政策課長田邉課長あなたです

ね。これも黒塗りにされているわけです。これは何でこういうふうに黒塗りに名前をするのだと

いうと担当の係長は「氏名は個人情報だから」というふうにおっしゃるわけです。情報公開窓口、

総務係です。総務係に「ならその行政委員の名簿は全部黒塗りになって出てくるのですか」と聞

きましたら「いえ、そういうわけではありません。今回はあくまで情報政策課の判断で総合的に
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考えて黒塗りになりました。」というわけです。これは伏魔殿としか言いようがないと思います。

悪いことを集まって話し合っているわけではないでしょう。町のために集まって話をしているわ

けではないですか。この学識経験者で大学教授なんかも入っていますけど本来であれば名前もち

ゃんと出してこれを見た人が「この方はどういう論文を書いているのだ」と。「研究成果もある

のだ」ということを調べることができて、「こういう研究をされている人なら信用できるな」と

「大丈夫だな」と。町民が安心するためにも名前を出すべきではないですか。大体皆さんこれボ

ランティアでやっているわけではなくて町の税金から報酬も出ているはずです。そうであればこ

れを隠すことはあり得ないというふうに思うのです。こういうことをやっていても地熱審議会が

町民の信頼を確保することはできないと思います。この情報公開きちんと出せないものは出せな

いけれども出せるものであれば最大限公開をしていく。審議会を透明化していくことが大事だと

思いますがいかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどからお答えしているとおり審議会は非公開でございますので非公開の

内容についてはお答えはしないほうがいいと思います。現状の部分では弁護士さんに相談をさせ

ていただいてしっかりと答弁がまとまってからお答えをさせていただきたいなという気持ちでい

っぱいです。非公開の情報が表に出るというのはどのぐらい話されたのか分かりませんけれども

内容がどんどん漏れる状況であればそのほうが本当に大変な状況かもしれませんので、しっかり

町のほうでは管理を含めて担当課は考えないといけないかなというふうに今思っている状況です。 

以上です。 

４番（児玉智博君） 隠さなくていいことまで隠すから、だから町民も不安になるし。この情報が

全面公開というふうにするからいけないと思うのです。だからここから先は傍聴も入れるけどこ

こから先は退出していただくとか。議事録に関しても本当に出せない部分はそれは出してはいけ

ないと思います。だけど出せるものであれば隠さない。出していく。変に隠すからやっぱり疑心

暗鬼になるのではないですか。不安になるのではないですか。違いますか。 

町長（渡邉誠次君） 何回も言いますけど今の状況を児玉議員から質疑を受けていますけれども、

私としてはその状況よりも審議会が秘密というかそれに守られた状況の中で、確かにこの会議の

中であったことはしゃべらないですよという署名はやらないかもしれませんけれども守秘義務と

いうのはあると思います。その守秘義務の中で守られてきた情報が今児玉議員の質疑の題材にさ

れているわけですから、そこはしっかり考えないといけないなというふうに思います。信用があ

るとかないとか先ほど私のことをおっしゃいましたけれども、その部分に関しましては私はもう

はっきりお答えすることはできませんけれども児玉議員も考えていただければなというふうにも

思っております。また先ほど言った情報の公開の部分確かにおっしゃるとおりそうかもしれませ

ん。ただ審議会は非公開でございますので非公開の情報の部分ではできるだけその情報が表に出

ることがないように努めたいと思います。 
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以上です。 

４番（児玉智博君） 情報公開の部分については今すぐここで非公開を取りやめるということはで

きないかもしれないけれども、公開すべき部分の在り方それは審議会の委員さんたちと話し合っ

ていただいてもいいと思いますし役場事務局内で検討いただくこともいいかと思いますが、でき

る限り情報は公開していく方向にできないかの検討をしていただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

町長（渡邉誠次君） これまで審議会を開く前にどのぐらいまで公開するか公開しないかというの

判断させていただいて非公開というふうに決定しているのです。ですのでその部分では公開する

予定はありません。ただ今の現状の中でこの議会の中でその非公開の情報が児玉議員の中から公

開されて表に出てきているというこの状況をしっかり町としても捉えさせていただいて考えさせ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

４番（児玉智博君） ですから議論を混ぜこぜにしてもらっても困るわけです。それは非公開の情

報を私が得てこれ質問しましたよ。質問しました。でもそれはそれとして本来私はこれは隠すよ

うな情報ではないと思うから取上げたわけです。だから私は非公開の部分と公開の部分が余りに

判断がされていないと思うわけです。全面非公開とすれば全面非公開にしたほうが楽だし。この

情報は非公開、これも非公開。そういうふうに判断したほうが頭を働かせなくていいから楽かも

しれません。だけどそれでは町民がどうしても「何で隠すんだろう」と不安になる部分もあると

思うし審議会そのものに対する信頼というのも得られないのではないかという問題提起をしてい

るわけです。この部分についてはなかなかこの質問の時間で折り合うことはできないと思います

ので、引き続き議論をさせていただければということを申し上げましてもう時間があと二、三分

ですので終わりたいと思います。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩をいたします。次の会議は１４時１０分から行います。 

（午後１時５７分） 

議長（熊谷博行君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１０分） 

議長（熊谷博行君） ５番、穴見まち子議員、御登壇願います。 

５番（穴見まち子君） ５番、穴見です。よろしくお願いいたします。 

まずは先日、二、三日前の人権啓発フェスティバルのときに最初にキャラクターのコッコロさ

んですかね、私は初めてだったのですけどその癒し効果が結構あって保育園と幼稚園の子どもた

ちの発表を見るときに笑顔が出ている子が結構多かったのがとても印象的だったと思っておりま

す。それから小国支援学校の発表会が１１月の１８日にあったのですけど私も議長の代わりに行

ってきました。そのときにも支援学校の職員の人の間で発表があったのですけど二、三日前の発
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表を受けてしっかりと皆さんに支えられて少しずつですが成長しているというふうに思っていま

す。「職員の力ってすごいな」と思いながら。周りのサポートの方の力があって今度も安心しな

がら見ていたし、この前も発表会のときは自分たちで司会をしていたので「すごいな」と思って

いました。それから高校生の発表だったりですけど自分の思い出がしっかりと心に残っているこ

と。それが発表された。最後に６年生の「かたりつぐ」の中で戦後の子どもたちにかたりつぐ。

今日ですか被団協の方が平和賞をもらいに行っておられますけど昨日たまたま夜私は１２時ぐら

いまで起きていたのですけど、その時にテレビで真珠湾攻撃の話でそれがどこから発射されたか

という話があったのですけど場所は言わないけど今まで知らなかったけど昨日のテレビで見てい

てあれがあってそれからもう戦後今度で８０年ですか。それを次の世代に伝えていくとかは重要

なことだなあとしっかり思いながら被爆国日本の思いというのが世界につながっていくといいか

なあと思っているところです。 

この題に上げております今年の稲作や野菜の出荷状況についてというところですけれども、今

年の稲作特に稲は春の好天気から秋まで１０月の初めですか天気によって普通的には稲もできて

いるしいいかなというところだったのですけど、中間的には雨が少なくて最初に引いたヒエ対策

をしますけど水がよく二、三日ぐらい置いてないとヒエができる。それを何回も繰り返して水が

ないところは大変だったし毎日自分の田んぼを見守っていく。そこで最後に結果が出るというの

が普通なのです。今年は温暖化の影響で稲だけではなく野菜にも大変な被害があったし農家の方

も大変だったし種を植えてもできないというのが実情だったと思っております。それから私も苗

の準備したところにハウスの中に野菜を植えてみました。勉強しながら。そういうところで夏の

ときにはコナガですかね。全体的にどこの地域もテレビでの報道があっていましたけれど虫の被

害というのが大きかったり温暖化で種を高い値段で買って投資するけどできないというのが現状。

その中でも土づくりと水管理。最初の土づくりでしっかりできているところがあったところです

ごいなと思うのが感じているところです。それでは、今年の稲作や野菜の出荷状況を産業課長ど

のようなところをお伝えしてもらえますでしょうか。 

産業課長（穴井 徹君） 最初に今年の天気についてちょっとお伝えしたいと思います。気象庁の

観測データによりますと南小国町の観測地点で今年７月から９月の最高気温は３５度を超えるな

ど比較しやすいように５年前になりますが５年前に比べ一、二度高くなっております。特に今年

は日照時間が５年前の７月から９月の３か月間に比べその３か月間は３９０時間だったのに対し

今年は６７０時間となっております。 

稲作の状況ですが、今年の作況指数は熊本県で１０２のやや良ということでした。昨年が１０

４ということで２ポイント下がりましたがほぼ前年並みということで聞いております。あとＪＡ

阿蘇小国郷によります今年の水稲の出荷実績はまだ見込みですが１万３千５００俵を見込んでお

ります。昨年の約８割となりますが昨年はちょっと特に多かったということがありますので集荷
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量としては例年並みということで聞いております。 

あと野菜については、高温の影響がありましてキュウリの生産量は対前年比１００％。販売高

も１２５％とキュウリについては好調でしたがあとダイコン、ホウレンソウは夏場の高温の影響

によって生産量も落ち特にホウレンソウについては販売高も前年比８６％となっておりかなり影

響があったものと思われます。 

以上です。 

５番（穴見まち子君） 天気がいいから管理とかでできるのではなく日頃私たちは野菜を作ったり

米を作ったり周りのところにも気を使わなくてはいけない。同僚議員もずっと言われていました

イノシシ、シカの対策なんですけれど私のうちもしっかりガードとしては金網も全部してありま

す。しかしながら河川がそばにあるため河川のところから上がって来たりちょっと勾配があって

高いところから入られたりというところで、見た目はできているけど最終的にシカが田んぼの中

の上のほうをしっかり食べているというところがあったりと大変なところがありました。そうい

うところで今は金網とネットが町に申請すれば補助がもらえるというところなんですけど、今年

の金網とネットもいいけどその前の電気がメインだったらその電気の向こうにトタンをしてしっ

かりとガードをすると大きいイノシシは別として小さいイノシシもいるわけです。そんなときに

ネットの中を通って行ったりするわけです。トタンだったら電気があって向こうに行けないとい

うところがあってそこら辺の管理もかなり私たち農家にしてみれば大変です。それで今年も刈取

りができなかったという人もいました。全然できなくて大変だったというのでそのトタンも言っ

てくれないかというところでここで言っているわけですけど、補助対象の商品として認めてもら

うことはできないかなというところですがどうでしょうか。 

産業課長（穴井 徹君） トタンについてですが基本補助事業を行う場合は汎用性のある資材とい

うものは補助事業の対象にならないというのが原則で。汎用性とは、ほかに持ち回って別の利用

ができるものというのはなかなか難しい状況にあります。ワイヤーメッシュ等に比べて金額等も

安価で設置、利用しやすいという点は分かっておりますので、効果をもうちょっと検証させてい

ただいて検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

５番（穴見まち子君） 今効果と言われましたけど絶大な効果があると思っています。私が刈って

いるところで１町以上あるところの方は必ず周りに電気と一緒にそのトタンがして上に上がらな

いようにちゃんとしてあるわけです。そしたら全然入っていない。そういうところを刈り取る時

期とかに産業課の職員の人たちも見回ってもらうといいかなと思っているところですのでよろし

くお願いしたいと思います。どうでしょうか。 

産業課長（穴井 徹君） 皆さん全部のところにというのはなかなか難しいので、議員のところを

声かけていただいたら日程等が合うようであれば伺ってみたいと思います。 
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以上です。 

５番（穴見まち子君） それと一緒に今年の秋の刈取りで課題があるのが私たちは刈る業者なんで

すけれども刈る業者の方も今年は南小国町の方が「自分たちは高齢なので台車に乗って持って行

って刈ることはできない」というところで断られて早くに申し込んでいる人はできて南小国町の

方のところも多いところでは１００軒以上増えたところがあるそうです。それで最終的にいろん

なところを探して小国町の方も言われたけれど南小国町の方が来て刈られた。刈るのは私たちが

刈ってあげたりしたのですけど自分で持って行ってするというような感じで刈り取る業者と精米

業者の方も減っているわけです。皆さん高齢化と機械を長年使っていると故障が多くなったりす

るのと一緒です。それと同じように私たちが使っているトラクターなり田植機、コンバインと最

低でも５年で買い替えをするときに資金が要ります。簡単にはいかないというところで私たちも

それに乗って常備コンバイン、トラクターと田植え機とかを持っていると１千万円近くのお金の

中で回転をしているわけです。農家の方の野菜とかの収穫でそれでやっていけるところはいいけ

れど人材不足だったり刈るのは刈るけれど集荷に行くときの人間がいない。１人ではなかなかで

きないわけです。そんなときに私のところもお手伝いをいただいてしていますけどそのときにも

お金がいる。そう思ったときに今年の米は１万９千９００円だったです。アキゲシキとヒノヒカ

リ。そういうところでお米の値段は上がったけれど経費、人材、機械代なんか燃料も上がりまし

た。といって刈り取る金額というのは今まで大体が１万６千円代だったのですけど「もう上げて

もいいのではないかな」と周りから言われて消費税は別として少しだけ上げました。かといって

最終的に計算したら自分の作っているところもあって残るものというのはないです。それ以上に

別なものを作らなくてはいけないというときに今年は特にシイタケが夏から秋にお店に出ている

ものがほとんどなくて、９月１０月１１月その時期に応じて作っているものが少しずつ出てきて

店の販売というのはほとんどなかったのです。シイタケ生産者を守るためにもコマ代とか何かお

手伝いできるものがあったら町としても農家の肥料とか餌とかも応援していただきいただきまし

たけれど、今は原木生産者の方も高齢になっている。生シイタケと乾燥とあります。その中で今

とても生シイタケも高いしシイタケの乾燥もキロ高い値段がしていますので、それを支援してい

ただける町の施策は一応どのようにしていただけるのでしょうか。 

産業課長（穴井 徹君） シイタケのコマ代に対する補助ですが具体的にまだこれからの話ですが、

令和４年、５年はコロナと物価高騰対策で助成させていただきました。令和６年度は財源を森林

環境譲与税に移しまして同程度の単価になると思いますが、特用林産振興事業補助金として当初

予算で予算組みさせていただいております。シイタケ栽培農家の方にはこれからがコマの購入時

期になりますのでこれから御案内させていただいて、年明けに申請を受け付けを行いたいと思い

ます。 

以上です。 
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５番（穴見まち子君） そうしていただけると助かると思いますけれども、シイタケ農家も田んぼ

と一緒で高齢化になっている。木は重いから簡単にはいかない。原木を倒すことから集めて駒を

打つというのが大変な作業だし、今やっている方はとても気持ち的に若いとまでは言わないけど

年を取られている方も多い。そのシイタケというのは昔から伝統ある野菜でそれでお出汁を取っ

ておいしいお出汁ができるというのが基本です。今課長がちょっと言われましたけど絶対必要な

のです。そういうところで補助というのは本当にしていただけると助かると思っています。 

それから小国町も今年も好天に恵まれてＷＣＳですかね。それの出来高は分かりますでしょう

か。 

産業課長（穴井 徹君） すいません。ＷＣＳについては手持ち資料はありませんが、米のほうが

作況指数１０２ということでほぼ例年並みで育っておりますので、ＷＣＳについても例年並みの

収量を確保できたと思っています。 

以上です。 

５番（穴見まち子君） 何でもそうですけど物価高騰で野菜も値段が上がって私たち主婦としては

少しでも高くないように自分で使う分は今作っているのです。こんなに作ったのは初めてですけ

れど少しずつですけど作っています。だけど高いから買わないのではなくてどうしたらできるか

と作る側も一生懸命されています。田原地区は上のほうで高原野菜を作っておられる方もいます

けど、今年のような温暖化のときに野菜を作ったときに虫だったり天気とか同じようにシカ対策

とかも自分たちでそれなりに一生懸命しているし、その店に行くといつも出していただいている。

今年は特に野菜類は温暖化の影響で被害を受けている方もかなりいます。それで生活している人

は何でも困っているわけです。何でも困っているときにいろんな野菜もですけど普通の生活とは

違って農家の方の相談窓口というのを町も少しは作っていただくといいと思っておりますが、町

長いかがでしょうか。窓口とかいろんなところで相談的なもの。 

町長（渡邉誠次君） 相談窓口いろいろあられると思いますけれども根本的なところのお話をする

と職業選択の自由といったところがあります。その中で需要と供給のバランスがあるからこそ農

家の方もいらっしゃるし商工業の方もいらっしゃるしだからこそサラリーマンの方もいらっしゃ

ると実は思っております。その中で先ほどシイタケの値段が現状高い。農家の野菜を作った方た

ちは農家の野菜の値段が上がったほうが私は正直いいのではないかなと思っています。ただ買わ

れる方たちは「安いほうがいいよね」と思うのが人情というか摂理といいますかそういったとこ

ろでございますので、町が補助金を出すときには基本的には給付事業に近いところからいくとゼ

ロからマイナスに向かっている部分に給付をする補助をするといった考え方はコロナのときから

私も丁寧に御説明をさせていただきましたのでその部分ではやっていければなあというふうに思

っておりますし、どちらにせよ今年はこうあったけれども来年はどうあるか分からない。しかし

ながら農家の方たちは来年も作り続けなければならないというのもあるかもしれないんですけど
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もやっぱり基本作ることによって生業になられているわけでございますので、その部分で一緒に

町も協議をする中でどういった方法がいいのかというのはまた別で、補助金の要る要らないとは

別にそういったところの御相談だったりＪＡさんもありますので専門的な方たちもいらっしゃい

ます。そのような中で町のほうはどちらかというと行政の部分でもございますので、どの考え方

がいいかというのははっきり現場に近いところから少しずつ話をしていってもやい合わせていく

というのが非常に大事な考え方なのではなかろうかなというふうに思っております。町は単体に

向けてするのではなくて少し間口を広げたようなかたちで、この団体にとかこのグループはどう

であるとか今年はどうであるとかいうような考え方も多少大事というふうに思いますのでいろい

ろ考え方は議員も持たれていると思いますけれども、町の方針といった部分も是非御理解いただ

いて窓口で相談だったりそこの現場の部分は産業課の中でまた検討させていただいて作る作らな

いの判断をさせていただければなというふうに思います。 

以上です。 

５番（穴見まち子君） わかりました。今一番課題と思っているのはライスセンターです。今普通

の農家の方も我が家で作った米が食べたいところで個人の精米所に委託します。そして出荷され

る分は農協のほうに出しますけどその精米所の方も高齢だったり機械が古くなって「これがもう

使えなくなったらどうしますか」というのを聞いたりもしてみました。そういうときには「もう

やめたい」というところでですね。ライスセンターの機械もこれで大丈夫かなという話もちょっ

と聞いたのでこれから先のことも考えていただきたいなというところが一番ある。精米所の方も

皆さん若くないです。そういうところで大きい機械を持っているところと小さいところで。それ

で今までちゃんとしていただいたけどこれから先は早めに手を打たないとしてくれる業者もいな

くなるのではないかと。今相談窓口というのはそういうところもしたところだったです。 

それでは次にいきたいと思います。小学校、中学校で小国町のどのような学びができているか

ですけれども、ずっと前から小国学の学びというのは小学校１年生頃から中学生であっていると

思います。近年はおぐチャンができたおかげでいろんな学びをテレビの中でしていました。先ほ

ど言ったシイタケも３年生のときに駒打ち体験をして１年置いて今年の９月。それでも今年は異

常気象であんまりできてなかったというところがあったし、私たちのところももうすぐするので

すけど３年生のときに味噌つき体験を１２月、来年の８月頃今度はできた味噌を使っての味噌玉

作りで味噌汁を味わう。そういうところもあります。と同じように子どもたちはこの前小学校２

年ですか森林組合の銘木市ですかね。ちょうどそのときに町長とちょっとお会いしたのですけど

私も何十年ぶりかでちょっと用があってそこに行きました。そういったところに孫たちがいて職

員の方の説明を受けていました。２５０年と木の大きさ。三代ぐらいに渡ってした方の木だった

のですけど知っている方の名前もたくさんありました。後に森林組合長の方にも聞いた「あの銘

木に出した大きなあの木は一本でどのくらいしますか」と聞いたら金額は言わなくても「かなり
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の値段はする」と。それを守ってきたのが昔の人ですよね。それを売るときになって切る人、出

す人、いろんな手が要るからなかなかこういけるのですけど、おぐチャンにも出ていると先ほど

も言いましたけれども子どもたちは中学校１年生では伐採現場を広域農道の近くで森林組合の職

員の方の説明とともに。多分木の伐採現場は皆さん初めてだったと思うのです。そんなときのす

ごい感動したこともあるだろうし子どもたちの反応というのは小国小学校、中学校とどのような

感じになっているかなあと思いながらちょっと聞いてみたいと思って質問したところですがいか

がでしょうか。 

教育長（村上悦郎君） 御質問ありがとうございます。いつも穴見議員今日も人権啓発フェスティ

バルの様子でありますとかいろいろ学校等参観されたときの感想等も公の場で述べていただいて

ありがたいなと思っております。 

今、小国学のことありました共同学習ということで。統合したときのメインで英会話科、小国

学、小中一貫というところの一つで共同学習だと思います。今日ｉＰａｄで小学校の学習一覧ま

た中学校の交流の一覧というのを上げていますのでちょっと見ていただけると。どうすれば見え

ますか。はい。探している間に説明をしますが、この郷土学習は小学校１年生２年生は「生活

科」、三、四年生から総合的な学習「小国を学ぶ」、五、六、七年生は「小国に学ぶ」、八、九

年生は「小国とともに学ぶ」と題して総合的な学習の時間を中心に計画的に学んでいます。その

狙いは小国の自然や文化、歴史や人物など探求的に学ぶことにより小国を愛する心を育み、次世

代へつなげる子どもを育てる。またキャリア教育の視点から人間関係形成能力、課題解決能力を

育成するとなっています。資料を御覧になられているでしょうか。Ａ４の横の黄色いところが色

付けしてあるものですが今ありました２年生は上から２番目です。黄色と白のところ。生活科で

しますパラソルセンター、給食センター、かりんとう工房、先ほどありました森林組合というの

があります。それとその下３年生です。ここも小国学。小国の名物・名所・名人を知る。ありま

した。椎茸のコマ打ち（ＪＡの椎茸部会の協力）、みそ造り（手づくりの館の協力）、牧場（牛

の飼育）、小国杉の名人も知る。５年生辺りになりますと小国町のＳＤＧｓの取組ということで

役場の方、太陽光発電の方、木魂館の方、森林組合、地熱。先ほどありましたように３年生のと

きにコマ打ちした椎茸の収穫を５年生で行うというのが計画的にやられています。６年生のとこ

ろは赤で入れておりますが台湾との交流。今まで英会話科として１１時間取っていた部分を総合

的な学習の中で来年から実際に交流の時間そして生きた英語を学ぼうというところで台湾との交

流というのも入れております。中学校のがありますでしょうか。次のページにあります。黄色が

全学年でやること。青が７年生、グレーが８年生、緑が９年生。今森林伐採といいますかありま

した上から四つ目のところ。青色ですので７年生でしょうか。森林伐採見学、共販所見学、森林

学習。ここも計画的に入れられてこの前の子ども議会のところも緑ですが小国町財政に係る講話。

その前に渡邉町長講話というのもございます。子ども議会というのも幾つか。こういうふうに計
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画的に時数を決められて行います。でないと前ありましたが例えば台湾の交流。「交流ばっかり

やっていてほかの勉強はやっているのか」というところになりますのできちんとした裏づけを取

るというところで。学校のコーディネート地域学校活動推進員というのがいらっしゃいます。そ

の方と地域の方々に協力をいただいて地域とともにある学校づくりが推進されているということ

で、子どもたちが中身の濃い体験活動ができているということです。小国学について説明の機会

をいただきました。ありがとうございました。 

以上です。 

５番（穴見まち子君） せっかくｉＰａｄができているししっかり書いてあるのでこれを見れば分

かるということで。このｉＰａｄが生かされてよかったと思っております。いい質問をしたかな

と思いながら、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩をいたします。次の会議は１４時５０分から行います。 

（午後２時４１分） 

議長（熊谷博行君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５０分） 

議長（熊谷博行君） ８番、熊谷和昭議員、御登壇願います。 

８番（熊谷和昭君） はい。８番、熊谷です。本日最後となりますけれどもお疲れのところお付き

合いお願いします。 

先日９月議会の決算で監査のほうから会計監査の意見書というかたちで毎年出ておりますけれ

どもその中でちょっとびっくりしたというかちょっとこれはという金額。収入の未済額になりま

す。前年度から約４９１万４千円増加ということで一般会計だけで４千６８４万８６３円になっ

ていますけれども特別会計と合わせると年間６千６００万円ぐらいの未済額になっております。

余りにも多過ぎるのではないかと思うのですけれども。各課でそれぞれが苦労して徴収はしてい

るものだとは思っておりますけれどもこの辺どういうふうになっているのか。各課ごと聞くよう

に打合せをしておりますけれども、まず税務住民課から町民税、固定資産税、軽自動車税、国民

健康保険税を所管されていると思いますけれども、それぞれどのくらいの金額が残っているかよ

ろしくお願いいたします。 

税務住民課長（中島高宏君） お答えします。 

税務住民課におきまして町税を管理しております。まず一般会計につきまして町民税それから

固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税の５税目がありまして、国保特別会計のほうで国保

税を徴収させていただいております。そのうち滞納のある税目については町民税、固定資産税、

軽自動車税と国保税ということになっております。令和５年度末の滞納額につきましては、町民

税につきましてこれは現年分と過年度分合計で６３０万円です。固定資産税につきましても同じ

く現年、過年分を含めて１千１１０万円。それから軽自動車税につきましても現年、過年分合わ
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せて４０万円。最後に国保税につきましては現年、過年分合わせて２千１８０万円という５年度

の実績になっております。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） 滞納金額、国保税２千１００万円と大変大きな金額になっておりますけれど

も滞納される方にはされる方なりの事情があるのだとは思うんですけれども、トータルして見て

みまして年寄りの方の世帯とか家族が多い世帯とかいろいろあると思います。その辺の傾向って

何か突出したものとかあるのでしょうか。 

税務住民課長（中島高宏君） 未納者、滞納者のことで年齢とか家族構成、収入の状況なのですが

滞納者が滞納に至るまでにはいろいろな経緯がそれぞれございまして、例えば単純に納税を忘れ

ていたとか病気や離職それから休業や廃業など極端に前年に比べて収入が減ったとか。また病気

やけがをされたとか生活環境の変化を理由に複合的に滞納に至る場合がございますけれども、こ

のような出来事は誰にでも起こりうることだというふうに思っております。誰もが滞納に陥る恐

れがあるというふうに感じているところです。このため税務住民課税務所管におきましては御質

問のような年齢とか家族構成とか収入等で一概に集計を行っていないのが現状でありまして、議

員がおっしゃる数値的なものはございませんがもちろん滞納者個別にどんな状況であるかとかそ

の世帯の年齢、家族構成それから収入がどの程度あるかというのは個別的に管理させていただい

ているところです。年齢等で管理はしてないというのが事実でございます。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） それではいろいろな事情があって滞納が発生するということですけれども、

徴収方法です。それぞれ皆さん理由はあると思います。かといってこれをこのままなきものにす

るわけにはいきませんので徴収は何らかのかたちでしているとは思うのですけれども、どういう

かたちで徴収をしておられますか。 

税務住民課長（中島高宏君） 徴収業務につきましてうちが税金を取り扱っていますので税金につ

いて御説明いたします。税金につきましてはほかの料も同じですけど多くの方が納期限までにお

支払いをいただいております。納期限を過ぎてもお支払いいただけない方も中にはいらっしゃい

ます。放置しておくと納付意識の更なる希薄化も招きますしきちんと納めている方との公平も保

たれませんので、最終的には滞納処分というかたちをとっていくかたちになります。まず滞納者

につきましては払えるけど払いたくない方。また払いたいけど払えない方ということで大きく二

つに分かれると言われております。払えるけど払いたくない方に対しては差押えそれから滞納処

分を行っていきます。払いたいけど払えない方については分納のお約束や執行停止などの処分を

していくことになります。 

まず納付書につきまして。普通徴収分、納付書で送る分につきましては毎月１０日に納付書を

発行しております。その後納期限が月末になっておりますので月末までに納付されない方につい
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ては督促状を発送します。督促というのが２０日以内に発送するように法的に決まっていますの

で２０日以内に発送しております。小国町ではほかの税、料も含めておおよそ１６日頃に発送し

ております。それでも納付に及ばない場合は催告をします。督促状を送付されても納付しないと

きは電話それから文書催告又は臨戸訪問ということで自主納付をしていただくように催告を行っ

ております。また催告状ということで一斉に税金の滞納者に対しまして年に２回ほど催告状とい

うのを発送させていただいております。又それでも応じないという場合は財産調査それから捜索

ということになりまして最終的には財産の差押え。そして滞納税に充当するかたちになります。 

それから納付交渉についてなのですが納付交渉では滞納に至った原因究明とそれから現在の資

力を確認しまして今後の納税計画を交渉します。それから家族や親族からの金銭的支援をできな

いか促しも多くの場合しております。一括納付が困難な場合は分割納付の誓約を出してもらって

履行していただくかたちになります。再三催告を繰り返してそれでも納税がない場合、納税交渉

に応じない場合、納税の意思が見られない方については財産調査、預金調査を行った後に差押え

を行うという進め方になります。諸事情によって納税が難しくなった方については納税交渉や財

産調査、預金調査を行いまして滞納処分をすることができる財産がないということを確認すれば

執行停止という処分をする場合もございます。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） はい、熊谷です。 

一番滞納が多かったのが税務住民課になります。 

次、建設課になります。使用料及び手数料、特別会計の二つです。公営住宅の使用料、水道料

等、農業集落排水の分になります。それぞれ金額等をよろしくお願いいたします。 

建設課長（小野昌伸君） はい、お世話になります。 

うちのほうは今議員さんおっしゃられたとおり料のほうです。まず住宅の使用料滞納が２千２

７０万円程度。続きまして、水道使用料これは簡水の分です。議員さんちょっとお調べになられ

たのは８千円程度、農業集落が５７万７千円程度、上水が２５７万１千円程度になっております。

先ほど税務住民課長もおっしゃられたとおりいろいろ案件、事情そういうのはもうほとんど一緒

でございます。税金の滞納がある方が同時に住宅に入居していたりとかそういうところがありま

して、まずは順序からいきますと税のほうから国民の義務なのでそちらのほうから差押え等々を

しながらやっていく。うちのほうは差押え等々はちょっとできませんものですから、しっかりと

一緒になって捜索そういうところで一緒に頑張っていこうというかたちでやっております。単体

で今のところ数から言えば関田、倉原、柏田、代表的な住宅その他桜ヶ丘等々ありまして大体入

居者が２６５世帯です。この中で５５世帯、約２０％の方たちが滞納をされております。年齢別

に行くとこの前も住宅の高齢化が上がっているということで高齢者が多いです。あと１人住居の

方ということで非常にそういう方が多いです。金額にしてみては多い方で１００万円前後。少な
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い方で１０何万円ということで。うちのほうも徴収のほうをしっかり職員が頑張って行っていま

すが、まずはもちろん一括で入れていただければありがたいのですが、なかなか昨今の事情等々

で離職された方いろんな条件、お年を召された方、けがをされた方で職を失った方もいます。基

本的には町営住宅というのは低所得者向けで福祉関係です。無理やりいろんなパターンはできま

す。水道を止めたりとか鍵を変えたりとかいろんな強制的なこともできますけど、弁護士ともこ

の前ある案件について相談しましたがもう今の時代しっかりと取っていくべきかなと。民間的な

作業も必要かなというところで。そこには行政ですからしっかりとした段階を踏んでいかないと

いけないのは分かっていますけれども、まずは何とか話合いの中でやっていけたらと思ってうち

はしっかりと分納をどうですかというかたちで進めております。この５５世帯のうちの分納が約

２７％その中でも３割近く分納なら応えてくれているところもありますので、相手を見ながらし

っかり膝と膝を突き合わせながら。もうあまり高齢の独り身の方に対して鍵を変えたりとか水道

を止めたりとか、良心的に私だけの気持ちではいけないのですけれどもなかなかそういう厳しい

こともできませんものですから。どういったかたちなら家賃の支払いができるかというのをしっ

かりまずは話合いながら職員とともに協議をしているところでございます。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） このぐらい高齢化が進めば単独で高齢で住んでいる方も増えるしこれは当た

り前のことなんでしょうけれども、ただ町に対して建設課だけで２千３００万円ぐらいの残りの

未収額がありますけれどもこれ町に直接その損害を与えることになりますので、その辺は町長以

下皆さんで話し合われてどうするのか。今からどんどん増えてくると思うのです。こういうかた

ちで数字で残すのもいいんでしょうけれども。ただこれは貴重な町民の財産を使うことにもなっ

ておりますのでその辺は。温情でいけば年寄りだからかわいそうだとかいう話になることだとは

思うのですけど、その方にも子供さんとかいろいろおられると思うのです。支払い能力がある方

がもしかしたら子どもさんにもいて。そもそも昔は親の面倒は子どもが見るというのが当たり前

の時期がありましたので、町の苦しい財政状況もございますのでその辺は分かっていただいて御

協力いただいて少しでも徴収していただきたいと思います。 

次が、福祉課になります。分担金と負担金と特別会計が二つです。保育料負担金と介護保険料

と後期高齢者医療のほうをよろしくお願いいたします。 

福祉課長（宮崎智幸君） それでは、福祉課所管の収入未済額の報告をさせていただきます。 

まず保育料負担金についてです。保育料負担金については１名で金額にして３７万４千３００

円が未収入というふうになっております。それから次に特別会計の介護保険料については滞納繰

越分と令和５年度分合わせまして合計５７名で２３７万６０７円となっております。それから特

別会計の後期高齢者医療保険料ですが、こちらは滞納繰越分と令和５年度分合わせまして合計１

７名の６２万３千６９０円となっております。 
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徴収方法につきましては、税務住民課長が申し上げましたとおりとなります。特にうちのほう

ではまずこの対象者というのが介護保険料でいきますと６５歳以上の方それから後期高齢者医療

の方は７５歳以上の方ということで、ほとんどの方が年金だけの生活という方が多ございます。

そういった中でこの保険料の算定につきましては、それぞれ介護保険料につきましても年金所得

のみの低所得の方々については軽減措置を行って公費で負担している部分もあります。それから

後期高齢者医療につきましても７割軽減、５割軽減、２割軽減というかたちで適用されておりま

すので、年金収入の方であってもそういった軽減の措置等も行われていますのでできる限りしっ

かり払っていただきたいなというふうには思っているところです。ちなみに後期高齢者保険料に

つきましてはこの７割、５割、２割の軽減を受けられている方が全体のうちの７０％以上の方が

この軽減を受けておられるということで、軽減後の保険料については何とか払っていただきたい

というようなふうに思っております。うちのほうでは特に督促をかけた後にそれでも払っていた

だけない方については電話での催告を必ず行うようにということで取組を行っているような状況

です。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） 特に福祉課の場合、未就学児とか高齢者を扱う事案になってきますので大変

デリケートになってくると思いますので、その辺は大変慎重な対応が課長のほうにもかかってく

ると思いますけれども。さっきから申し上げているとおりこれ町民負担になりますのでできるだ

け交渉のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。 

次に、情報政策課です。使用料及び手数料ということでよろしくお願いします。 

情報政策課長（田邉国昭君） それでは、情報政策課からは光ファイバー使用料の滞納と徴収業務

について報告します。毎月約２千３００件の方に１か月当たり１千３００円の光ファイバー使用

料金を徴収しております。最新の額としまして１１月末での滞納金額５７万３千円となっており

ます。その内訳３４人の方に３３４件の滞納があります。 

対策としましては、督促状の発送のほかに電話連絡と戸別訪問を随時行っています。そのほか

２か月に１度は利用停止予告と利用停止の執行を行います。しかし物理的に光ファイバーの遮断

という作業になりますので個人宅、大体の家の建物の屋外に設置しておりますＶ-ＯＮＵという

機械への専門の器具を設置するかパワーユニットを取り外すという作業になりますので、個人宅

の敷地に入るということになりますのでそういった作業の難しい点もありますがそういう作業を

随時行っております。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） 光ファイバーを外すことは個人の敷地内に入るから難しいということですけ

れども、これってなければなくて特別に困るわけでもないのでここはもう多分ある程度強めに交

渉してもいいのではないかと私は思います。テレビですのでおぐチャンとかが見れなくなるとか
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いういろいろ支障は出てくるかもしれませんけれども、その辺はよろしくお願いいたしたいと思

います。 

では次に、教育委員会所管になります。給食費、寄宿舎宿泊負担金ですかね。お願いします。 

教育委員会事務局長（久野由美君） 教育委員会関係の令和６年度収入未済があったものは、学校

給食費が２名、２万４千円です。納付が遅れたもので現時点で完納しています。 

滞納者につきましては、担当者が地道に電話それから訪問し納付を促しております。また給食

費につきましては事情を伺って就学援助の手続の案内をすることもあります。そのほかの寄宿舎

負担金、奨学金、教職員住宅、保健体育使用料、町民センター使用料については未納はありませ

ん。 

以上です。 

８番（熊谷和昭君） はい、熊谷です。 

今、各担当課からお話をいただきましたけれども全部で６千６００万円。決して５年間ではあ

りますけれども小さい金額ではございません。税に関しては広域連携で他町と連携しまして違う

町の方たちが徴収していると思うのですけれども、法律上問題があるということはちょっとお聞

きしたのですけれども住宅料とかいろいろある部分この辺をそういうかたちで連携はできないも

のなのでしょうか。よろしくお願いします。 

建設課長（小野昌伸君） 住宅、水道関係いろんなハード面での連携というかたちでは今特に広域

連携、いろんな会合があっています。その中でこういう案件が出たことは今のところありません

ので今度はよろしければ議題等々にも出したいのですが、多分後ほど答えてくれるでしょうけど

いろんな案件も法律的なものもあるでしょうから自前は自前でやっていくというところで今のと

ころ考えております。 

以上です。 

総務課長（佐藤則和君） 債権管理ということで総務課のほうで債権管理の条例を所管しておりま

すのでその担当の会議等をした際のことで、滞納される方にとっては例えばＡさんにとっては結

局住宅料もあれば水道料もある税金もある。そういったことで３口とか４口の交渉が交替に来る

ということでそれだけでも払うことを考えるのも嫌になるとかそういったこともあります。です

から私のほうが担当と話したときには例えば全員で何百名とおられますから全員の方々一人一人

にスポットを当てるのは難しゅうございますけれども、ある程度大口の方そういった人に各担当

が寄ってその方がどうやって払えるように導いていくのかという会議をこれからしていったらど

うかということで今話をしておりますので、そういった面でも一人一人に払える気持ちを持って

いただくようにこれから指導してそのように進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

議長（熊谷博行君） 熊谷議員、数をカウントすればものすごい質問になっていますので。 
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８番（熊谷和昭君） はい。分かりました。これはこれで最後にしたいと思います。 

議長（熊谷博行君） はい。 

８番（熊谷和昭君） はい、熊谷です。 

では悪質な滞納者以外、生活弱者という方たちには大変優しい対応をなさっていると理解いた

しました。いろいろな事情があって払えない方も結構いると思います。やっぱり自分たちもいろ

いろ会社経営していますといいときばかりではありませんのできついときは確かにございますの

で、その辺は住民に寄り添ったかたちで徴収のほうはやっていただきたいと思います。しかしな

がら税収というのは町民全部で補うことになっていますので、その辺を片隅には置いていただき

たいと思います。 

では次に、財源です。自主財源と依存財源、この割合について出ておりますけれども。政府が

出している理想の比率というのが一対一になっているそうですけれども、現状小国町を見てみる

と自主財源額というのが２７億円ぐらいです。依存財源というのが５８億円ぐらい。自主財源３

１.９％、依存財源６８.１％です。財政力指数０.２３９ということでございますけれども、こ

れをこれ以上よくするということが私いろいろ考えて多少の変動はあると思うのですけれどもこ

れを１対１に持っていくことはまず難しいと思うし、これをよくしていく努力ではあると思いま

すけれどもこのままで少子高齢化が進む中でこれを少しでも上げるというのが可能なのか。これ

は町長の政策、執行部の施策によって変わってくるとは思いますけれども、これを上げる努力と

いうか何か執行部でやっているということがございますでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほど私のほうで答弁ちょっとしたかとも思いますけれども、今年の予算編

成会議のときにでも歳入をどうやって各課増やしていくかといったところの提案はさせてもらっ

ております。確かにいろいろ皆さん方から一般質問を受ける中で町内の皆さんから小国町は給付

事業が少ないというところをお伝えいただいているのはもう重々分かっております。ただ町のほ

うではコロナ禍の中でも実は１０億円以上国のほうから数年間でございますけれども１０億円以

上ありましたけど、大体配分としては３分の１が振興事業、３分の１が給付事業、３分の１がど

ちらかというと学校関係の対策の費用に使っていったという部分は私もざっくり前の答弁でお答

えしたかというふうに思っておりますが。町の中で大切なところは依存財源をもちろんいただく

ことも大事かもしれませんけれども町の歳入を増やす。この部分はしっかりと考えていかないと

いけないというふうに思っております。ふるさと納税は着実に少しずつ伸びている状況でありま

すのでこれがまた一遍に伸びるとなると無理をするところもあるというふうに私は実は思ってお

りますので、できれば今の状況をちょっとずつでもいい方向に持っていけるように情報政策課で

はお願いをしたい。またそれぞれの指定管理の場所があると思いますけれども小国町は非常に指

定管理の方たち優秀な方たちが多くて、赤字経営のところがやっぱりものすごく少ないというふ

うに思っております。黒字経営をされている方が非常に多いところでありますのでその部分では
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指定管理者の管理の方たちに町の施設を使っていただいて、地域の振興また産業の振興を含めて

御尽力をいただいているというところであれば歳入を増やして歳出を減らす。この考え方を町の

ほうもしっかりとっていきたいなというふうに思っております。また一番考えられるところは今

県のほうにお願いしてあります鍋ヶ滝のバイパスでございますけれどもこのバイパスが開通して

大型バスが直接入ってきたときには今の数の倍以上の数は私は来ていただけるというふうに思っ

ておりますし、もちろん観光協会含めて観光関係者とお話をさせていただかないといけないと思

いますけれどもそれまでにはしっかりとライトアップを夜の時間までできるようなかたちで実現

をさせていただきたい。また駐車場の料金を取っておりません。取ってないというと非常に失礼

になりますけれども管理の部分で駐車料金をいただいておりませんのでその部分ではＤＸをしっ

かりと活用させていただいて行っていきたいなと。今の鍋ヶ滝の事業では県のバイパス工事によ

る事業と町が国にお願いしてカントリーパーク構想この二つの事業がございますのでその部分で

はしっかりその中で財源を確保できるような一つの小国町の貴重な財源というふうな考え方をし

ていきたいというふうに思っております。それからもう一つ地熱発電所が今あと予測では２基稼

働するといったところもありますし再生可能エネルギー、地理的条件からいうとこの小国町の中

では太陽光は難しいかなとは思いますけれども先ほど言いましたように科学的な技術がものすご

い今進行している中で決定ではないですよ。私の話として選択肢の中でも地熱発電所もあります

し風力もありますし太陽光も水力も。こういった話をするからごちゃまぜになるのかもしれませ

んけれども、そういった流れの中で水素をどう扱っていくのかいろいろ考え方はあると思います。

ただその選択肢の中に今小国町が選択できる状況にはないと思うのです。ですので事業所さんだ

ったりとか地域の方たちそれから町の中でいろいろと専門的な知見があられる方がいらっしゃい

ますのでその方たちに御相談をさせていただいて、またそれぞれの各担当課が入っていって小国

町の歳入をどういったかたちで伸ばしていったらいいのか。課長だけではなく少し若手のほうに

も意見をおろさせていただいてしっかりと協議の上に乗せていきたいなというふうに思っており

ます。私も残りあと２年ぐらいでございますのでその２年間の中での方針辺りはずっと課長さん

たちには伝えてあるというふうに思いますけれども、実現できないところとできるところとある

と思いますけれどもこういった方針でずっと企業さんそれから専門的な知見の方と話していって

いただきたいという思いはしっかり伝わっているというふうに思いますので、是非とも今までど

おり歳入を増やして歳出を減らす。この工面をしっかり頑張っていきたいなというふうに思って

いるところです。ほかは担当課長がお話になると思います。 

総務課長（佐藤則和君） 私が話そうかと思っていた内容の８割方、今町長が話されましたので特

段方策としては町長が説明されましたとおりまずそういった使用料とかの伸びに期待する。あと

あるいは税収が上がることしかないと思っています。自主財源を増やす方法はですね。そうしま

すと先ほど町長が申されましたとおり地熱等の発電所等のこれからの伸び。それと先ほど話題に
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なりました地熱の恵み基金も基金残高が１億円を超えますと地域振興に使えるということでなっ

ておりますので、その辺の増額の見込みもあるのではないかと考えております。自主財源比率が

議員申し上げましたとおり昨年度が３１.９％ということでこれ結構近年では高い数値となって

おりまして例年で過去５年であれば２３.９％とか２６％とかそういった数字がずっと並んでお

りました。これからもこの推移としては今がちょっと財政上で話題になりましたとおり昨年度の

繰越金が非常に増えていることがこの自主財源を伸ばしている一番の要因に今年の場合なってお

ります。この繰越金については令和２年の７月豪雨関係の補助金関係の具合がいろいろ操作して

きた関係がありまして、これからは平準化されまして徐々に減ってまいりますのでこれからも自

主財源率は２７％から３０％の間を推移していくのではないかと考えております。その中で町長

が申されましたような地域振興を図りながら税収が上がることを行政としても支援していくとい

うことが肝要ではないかと考えております。 

以上でございます。 

８番（熊谷和昭君） 今、町長と総務課長のほうから話がございましたけれども鍋ヶ滝に関しまし

ては道、カントリーパーク等でここに関して入ってくる人数は間違いなく増えてくると思います。

ここを民間にどう持っていくかということも大事なことだと思いますのでそこはもう担当課の方

真剣に考えられてですね。今観光協会とか商工会とかで話をしてみますとそこに店が入るとかい

うことはあんまり知らない方のほうが多いです。どういうふうにするのかというのはよく聞かれ

ますけれどもその辺は十分町のほうも考えていただきたいと思います。地熱発電に関しては自分

も関係の１人ではございますので余りどうこうということはないんですけれども、ただわいた会

に関しましてはできるだけ地域貢献策にお金を割こうということで今動いております。どういう

かたちで達成できるかはちょっと今担当課とか町長にも話していると思いますけれども、少しで

も１０年２０年後の小国町がいい方向に持っていけるように自分も議員なりに頑張っていきたい

と思いますのでその辺は協力してやっていきたいと思います。 

ちょっと早いですけれども、これで私の一般質問を終わりたいと思います。 

議長（熊谷博行君） 予定していた５名の一般質問は終わりました。 

これで一般質問を終わります。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

明日１１日水曜日は、２名、杉本いよ議員、江藤理一郎議員の一般質問となっております。 

本日はこれにて散会いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

（午後３時２９分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（３番） 

 

 

署名議員（７番） 
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議事の経過（r.６.12.11） 

 

議長（熊谷博行君） 皆さん、おはようございます。 

本日は１２月定例会本会議３日目でございます。 

ただいま出席議員は１０名であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（熊谷博行君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は昨日の１０日火曜日に引き続き一般質問となっていますので、直ちに質問に入ります。

なお、本日の一般質問は、登壇順に１、杉本いよ議員、２、江藤理一郎議員となっています。 

それでは、２番、杉本いよ議員、御登壇願います。 

２番（杉本いよ君） おはようございます。 

１２月も半ばを過ぎようとしております。特に私たち女性は主婦でもあり師走の年末年始とい

うことで本当に慌ただしい思いをしておりますけれども、とにかく風邪など引かぬように気を付

けようと思っております。お互いに体調管理には気を付けてほしいとは思っております。 

今日私は、二つの質問をさせていただきます。 

ところで先月に行われた子ども議会を傍聴したことでちょっと質問に入らせていただきます。

子どもたちの質問や提言の内容に非常に感銘を受けました。本当に忙しい受験勉強の合間を縫っ

て社会科の授業の一環とは言いますものの真剣に取り組んだ子どもの努力には頭が下がる思いが

しました。しかしながら過疎化が進んでいる町であるということを踏まえると執行部側の回答に

は改善の余地もあるのかなと感じました。子ども議会は子どもたちが町政に関心を持ち主体的に

参加する貴重な場であります。子どもたちが提案しやすいように導くためにはやはり具体的なテ

ーマ設定や課題、問題の解決へとつないでいくように、また子どもたちが参加しやすい環境づく

りをして活動を充実させること。町の政治、町政に反映させることが大事なことではないかと思

っております。私としては小国で過疎化が進んでいるということも考えまして働ける場所の確保

が必要ということも考えてみました。例えばですが現在福祉の事業所がたくさんありますけれど

も事業所に勤めておられる方はほとんどが高齢でございます。いつ辞めても仕方のない状態にあ

ると思っています。では後継、後に続くものはどんなかなと思っていましたらやはり子どもに頼

ること。子どもたちがもし福祉に関わる仕事がしたいという思いがあるのであれば教育課程の中

で本当に助成であったりとか奨学金の制度とかで育てあげることもいいのかなと思いました。そ

れからやはり帰ってみたら小国は住みよいところで住宅の提供もできる家賃の一部なんかも負担

ができるというようなことがあればいいかなと思います。また今いろんなところでうわさされて

いますけれども老人との同居などで安心して住めるところ。そういうところを提供することで小
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国町に就職を希望される方もいると思います。過疎化を踏まえてそういうお考えはお持ちではな

いでしょうか。お答えをお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 総括的な御質問ですので私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

すが、子ども議会につきましては私も答弁のときにお話したように非常に頼もしく感じたところ

でございます。ただ子ども議会でございますので中学生の中で授業の中で皆さんで考えられた案

をもとに子ども議会をなされた。執行部の答弁の中身については子どもたちがどう捉えたか。そ

れはまたそれぞれの考え方であるというふうに思います。また子どもたちのすばらしい考えがた

くさんありましたのでもちろん町政に反映できるところはさせていただきますけれども、今すぐ

にできること、後にできること、できないこと様々にあると思いますのでその選択は町のほうで

しっかりさせていただきたいなというふうに思います。また子どもたちも議会の場でああいうよ

うなかたちで執行部への提言という今の議員の皆様方の立場と同じようなかたちで御提案をされ

たわけでございますので、議員の皆様方にも子どもたちのお手本になられるようなそんな質問を

していただければなというふうに私も思っているようなところがあります。しっかり執行部も子

どもたちに応えられるような執行部を目指したいというふうに思っているところです。今、杉本

議員がおっしゃられた部分に関しましても町で主導しなければいけないところという御意見は分

かりますけれども、やはり家庭の中でまずはしっかりお話をしていただくことも大事なのかなと

いうふうに思います。町外にお住みになられて町外でお仕事をされている方、町内におられて町

内でお仕事をされている方、町内に住まわれている方、町外に住まわれている方、その選択は皆

さん御自由にございますのでその選択肢の中で小国町としては選択に選ばれるようなかたちをし

っかり保っていきたいなというふうに思っておりますが、御家庭の中でもしっかりと考えられて

町外に出られたほうがいいのか、町内に残られたほうがいいのか。また住まいの提供に関しまし

ても小国町は３千何百世帯か確実な数字は私は持っておりませんけれども３千何百世帯あると思

います。昔２千世帯ぐらいしかなかったということを考えれば町内に住んでいて核家族化が進ん

でいるというところもありますので、同居をされるかされないかといったところは私は家族の中

でお話をされることが一番だなというふうに思っておりますのでその部分では町の補助とかそう

いったところよりも、まずは御家庭でお話をしていただくというのが大事ではないかなというふ

うに思います。繰り返しになりますけれども町でやっていったほうがいいこと御家庭でやられた

ほうがいいこと、それを重ね合わせることでまたいい町が出来上がっていくというふうに思って

おりますのでこのような答弁とさせていただきます。 

以上です。 

教育長（村上悦郎君） 子ども議会の意義というようなところで御質問いただいたと思います。教

育委員会としてというところでお話をさせていただきたいと思います。御質問をいただきありが

たいと思っております。今議員がおっしゃったように子どもたちが参加しやすい、意見が言いや
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すいというような議会をということでしたが。この子ども議会。議会というよりも子ども会議と

いうほうがいいのかなというふうには思っていたのですが、今回は中学校のほうから社会科の授

業でやりたいと。一昨年までは総合的な学習の時間の研究したことを発表する場というのがこの

議会の場でありました。今年は「社会科の」というところで。ですから学校の行事とかいろいろ

なものをするときにはたくさんのことが狙えます。視点を変えればですね。運動会をします。低

学年の目標はとにかく皆んなと仲よく競技しましょう。高学年になったら全体を運営する。低学

年にも声かけましょう、全体のことを運営しましょうと。同じことをするでも狙いが違うという

ところで僕は今回の子ども議会、中学生が参加するというところで、事前に開会式のとき挨拶を

させてさせていただいたのですけれどもその中で確認したのですが、事前に３点のことを主催者

としては考えているというところでそこが学びの場ではないでしょうかということを確認しまし

た。１点目が自分の住む小国町や町の政治、そして議会や議員に対して関心を持ってもらう。２

点目が町の政治や議会の改善、改革につなげるための広聴機能を充実させる。広聴機能。いろい

ろな様々な方々からの意見に耳を傾ける。実際そういう場面だったと思うのですが。３点目が選

挙。選挙権が平成２７年から一部改正になりまして１８歳以上に引下げられた。ですから議会を

身近に感じてもらい将来的な投票参加意欲向上や選挙の関心を高め自分には関係のない他人事か

ら自分事に少しでも変化してもらうことが目的です。ということでこの後校長先生、担当ともお

話をしたのですが十分達成できたのではないかなと。この目的からすればですね。この発表のた

めに中学生一生懸命努力して考えました。緊張して発表してもらいました。そのこと自体がもう

すばらしい。そして発表を執行部がしっかりと受け止めて丁寧に返す。一つ一つ丁寧に返したけ

れどそこで執行部とのつながりといいますか学校で言うと「人と人とをつなぎ、だれ一人取り残

さない教育に向けての推進」というところが図られたのではないだろうかと。子どもたちの学び、

理解にはつながっているのではないか。そして今議員からもお話があったと思うのですがそのほ

かにもいろいろなことが狙える。一つこれで反省をしました。学校長とお話をしまして今回の途

中と終わってから。「次年度に向けてどうしましょうか」、「今後の子どもたちに対してはどうで

しょうか」というところでお話をして。まず次年度に向けて。今年は発表前に生徒たちと関係部

局との話合いを全然持つことができませんでした。子ども議会を開催する時期に合わせて社会科

の授業の時期をずらしてというようなことでして。なかなかうまく時間がとれないということで

うちの担当の者も中学校のほうに「発表原稿できましたでしょうか」と催促するような場面もあ

ったのですが、なかなか。ですからもう一歩、事前にこういうお話ができていると「これ先に聞

いていたら、こんなアドバイスができたのにな」というようなところも課長からもありました。

そこはまた時間的なところの反省点なのかなと。練り上げができなかったと。中学校のほうから

は「今回、社会科で取り組んだというのがあったのだが総合的な学習の時間で担任が持つこと。

時期的なものというのが社会科辺りでは順序よく並べていくのですが、総合的な学習ではそれを
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入替えてというのが比較的自由にできるのでやはり総合的な学習の時間で取り組むともっと内容

の濃いものになったのではないのかな」という反省も出ておりました。子どもたちも十分に子ど

もたち同士で練り上げてというようなところができた。今後というところはまた後でお話したい

と思います。 

以上です。 

２番（杉本いよ君） 今町長のお話と教育長のお話で私の少し認識の足りなさもあったかと思いま

すけれども捉え方としても私もその場のことだけを一生懸命考えておりましたのでこのようなか

たちにさせていただきましたけれども、それぞれの思いとかお答えも本当に重要なことでできる

ことから少しずつ前向きに考えていっていただきたいと思っております。私は子どもの気持ちだ

けを捉えておりましたので実現できるような政策案の中身はちょっと自分なりに考えまして議会

形式よりもワークショップ辺りでやったほうがいいかなとか。それだったら意見を話し合える場

がもっと広がっていいのかなとも思いました。そういう観点からさせていただきましたし終了後

に提案の内容を再度課長さん方とか皆さんで話し合う場があるとお互いに共通できるものとかや

ってよかったなという子どもの認識があると思いました。子どもたちにとって達成感が得られる

子ども議会であればいいかなと思いました。これで終わります。 

２点目は避難所対策についてでございますが、今年の正月早々石川県の能登で大地震がありま

した。それを皮切りに自然災害が本当にどこそこでありまして被害のすごさを皆さんも御承知か

と思いますけれども、他人事ですから見て大変だなとか支援まではなかなかほんの一部しかでき

ませんでしたが、自分のところにきたときには大変な思いをするのではなかろうかと思いました。

それで避難所に対する対策についてお尋ねをします。現在指定されている避難所の数とか場所と

か収容される人数とかがお分かりでしたらお願いします。 

総務課長（佐藤則和君） おはようございます。 

それでは御質問の指定避難所の数ということと内容について説明を申し上げます。町のほうで

は現在２２か所の避難所を指定させていただいております。ちょっと全部申し上げるとかなり時

間がかかりますのである程度まとめたところでよございますでしょうか。 

２番（杉本いよ君） はい。 

総務課長（佐藤則和君） その中で常時避難所として開設させていただいているところが８か所あ

りまして、その内容をちょっと説明させていただきたいと思います。まず小国ドームでございま

す。町最大の収容人数１千５００人となっておりますけれどもこれは最大級入っていただいたと

ころでございます。ここには避難所としての機能はかなりそろっておりますが今話題の冷暖房設

備等は配備されておりません。それと次が万成小学校になりますけれどもここは体育館を含めま

して３００名となっております。常時は校舎の図書室のほうをそこは１０数名しか入れませんけ

どそちらのほうを開けさせていただきましてそこがいっぱいになれば体育館を今度活用するとい
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うかたちで運用させていただいております。次、旧北里小学校の体育館ということになりますけ

れどもここも収容人数が３００名です。ここも別室のクラブハウスという小さい部屋があります

ので常時そこを開設させていただきまして人数が多くなれば体育館のほうを併用して使うという

ことで運用させていただいております。続きまして旧西里小学校です。ここはもう今 NISHIZATO 

TERAS ということで使わせていただいておりましてマックスで収容人数２００となっております

けれども、真ん中の中心部分のところですのであそこでしたら４、５０名がマックスではないか

と思っております。その他の部屋も使えればと思いますけれども今施設を改造しましてある程度

よその企業等に貸出したりしておりますので少し収容人数としては修正すべきだと考えておりま

す。それと西里多目的集会所です。ここは鯛ノ田の集会所でございますけれども収容人数が５０

名ということで活用させていただいております。続きまして旧下城小学校でございます。ここも

体育館もありますけれども体育館が浸水区域にあるということで通常は活用しておりません。校

舎のほうの２クラスほどを避難所として今開けておりますので大体５０名程度の収容人数という

ことで考えております。続きまして、旧蓬莱小学校の体育館でございます。体育館で収容人数は

３００名ということでございます。それと最後は杖立の防災センターです。ここは平成３０年に

できたと思っておりますが収容人数が３００名ということで、ここは新しい避難所専用の施設で

ありますのでここは冷暖房まで配備をさせていただいております。今の収容人数の合計をします

と大体３千名ぐらいはかなり平米当たり２平米に１人ということで大体考えておりますのである

程度ぎゅうぎゅう詰めというかたちでマックスでこれぐらいの人数の方は避難できるのではない

かということで推測しております。それに付け加えまして先ほど一番最初に２２か所ということ

で言わせてもらいましたが、これには高校の体育館とかＪＡの情報企画センター、町が直接すぐ

に関与できない施設等もありましてその辺が入っております。この２２か所の収容人数であれば

約５千８００名ほどは収容できるのではないかという試算になっております。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） ５千８００名と言われましたけれどもほとんどの方が収容できる状態にある

ということになりますけれども、その中で高齢者がいたりとか障害者がいたりとか妊婦であった

り乳幼児であったりという配慮の必要な方があると思いますけれども、車椅子であったりとかベ

ッドであったりとかそういうことの設置などは考えておられますか。 

総務課長（佐藤則和君） 車椅子とか妊婦さんの配慮でございますけれども、一応杖立の防災セン

ターであれば部屋が小分けになってそういう狭い部屋も用意してありますしそういったところは

対応できると思っております。小国ドーム等になると大きい器の中ですから間仕切り等を活用す

るとかいうことで運用をせざるを得ないと考えております。あとは今運用しているのはコロナ禍

の時期の発熱者の方の避難とかいう場合にはこのセンターの中に部屋を設けまして保健師さんを

配置させていただきましてそちらに避難していただくとか、そういったことでケースバイケース
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で対応していっている状況でございます。資機材としてはそういった間仕切りとか簡易テントと

かそういったものを備蓄しておりますので避難所に職員を配置しておりますのでその辺で必要性

があればそういったものを配備して対応したいと考えております。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） 以前災害があったときに皆さん避難所に行かれたのですけれども「間仕切り

がなかった」とか「隣にいる方がいびきかいて」とかいろんな話を聞きましたので、その辺りの

ところも考えられて専用のスペース等の設置も必要かなと思っておりますのでどうぞよろしくお

願いします。それから避難に対する研修や訓練です。そんなことが職員とかボランティアの方で

なされていると思いますけれども、その協力体制ということが詳しく分かれば教えてください。 

総務課長（佐藤則和君） 訓練でございますけれども以前から話題になっておりまして大字ごとの

自主防災組織を中心としました避難訓練を平成の初めのほうから３０年以上継続してまいってお

ります。ただ大字１か所でやれば６年に１回しか大字に回ってこないということで「訓練頻度が

低いのではないか」という御指摘を受けまして一昨年度からだったと思いますけれども今２大字

単位で訓練を実施しております。今年が本来であれば大字上田、下城を対象に避難訓練を開催す

るはずで１１月の１０日に開催する予定で事務を進めておりましたけれども、ちょうど衆議院選

挙がその頃解散があって選挙がどこに動くか分からないということで説明会もできないという状

況がありましたので今年は避難訓練のほうはちょっと中止させていただきました。 

どういった協力体制かということですけれども、一応災害を想定しまして町のほうに対策本部

を設置しましてそこに警察、消防署、消防団あと役場職員が配備されましてあとは自主防災組織

に放送等で呼びかけまして避難訓練を実施しております。一応今の避難訓練は集落の集合場所に

避難していただいてそこで一応終わっていただいております。前は大字１か所でしたので最後に

体育館に集まって講話とかいろいろやっていたのですけれども、そこまではちょっと２大字単位

で行われていないのが現状であります。 

あとボランティアさんの参加についてはボランティアということで訓練に参加ということはち

ょっとやっておりませんけれども、数年に１度は社会福祉協議会のほうに来ていただいて炊き出

し訓練等をやっていただいたことはありますのでこれからもこのようなことが必要であれば検討

していきたいと考えております。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） 協力体制分かりましたけれども、緊急に「道路が通れない」「そこに行けな

い」とか「家の中に閉じ込められている」という場合もあるわけですので、その辺りのところも

協力体制の中で近所の方との自分たちで守る。前防災で言っていました自助、共助、公助ですね。

そんなのがちゃんとなされているような部落単位の在り方も説明したりとかおぐチャンで流した

りとかしていただくと自然に皆さんが見ておりますのですぐ避難できる体制がとれるかと思いま
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すのでその点はよろしくお願いします。それから近頃よく聞く言葉なんですけれども福祉の避難

所ということをよく耳にしますが、小国町に福祉の避難所という場所がありますでしょうか。 

福祉課長（宮崎智幸君） おはようございます。 

福祉避難所について御説明申し上げます。まず福祉避難所とはという部分からですが、福祉避

難所とは災害が発生し先ほど議員が言われたように高齢者の方それから障害をお持ちの方それか

ら妊産婦の方、乳幼児の方であったりあと病弱者の方とかそういった方が、先ほど一次避難所の

説明がありましたけどそこでは過ごすことが難しいといった場合に避難していただく二次的な避

難所として設置することとしております。町内では現在３か所。まず、おぐに老人保健施設。こ

ちらのほうが定員２０名です。それから次にサポートセンター悠愛。こちらが定員２０名となっ

ております。次に養護老人ホーム悠和の里。こちらが定員１０名ということで合計５０名で予定

しております。各施設とも町のほうと毎年協定を結ばせていただいてそういった災害時に協力を

いただくというような協定を結んでおります。最初に述べましたようにまずは一次避難所のほう

に避難していただいてその中でどうしても一次避難所では生活が難しいといった場合に二次的な

避難ということでこちらの福祉避難所を利用していただくようなかたちが基本的な考え方となり

ます。ただし昨年も質問いただいたときにも説明しましたように直接避難されたりとかそういっ

た方もおられますので、そういう方々は直接役場のほうに連絡をいただければうちの福祉課の職

員が直接対応することで現在対応を考えております。それからそういう配慮が必要な方というの

はいろいろと手帳をお持ちであったり介護認定を受けておられたりとかいうことでもともと介護

であれば介護サービスを受けたりということで、そうしますと介護支援専門員がそれぞれの方に

ついておりますのでそういう方々にもこういった情報を提供してスムーズに避難が行われるよう

にということで今取組をしているような状況です。実際今年も１名の方は直接うちの福祉課のほ

うに連絡をいただいて福祉避難所のほうに避難をしていただいたというような事例もあっており

ます。それから前から言いますようにこういった避難についてはもう今現在気象情報関係がかな

り早い段階から情報として入手できますので、そういうことでできるだけ皆さん早い段階で情報

を入手して早めの避難をしていただくということが一番必要な部分ではないかなというふうに思

っております。 

以上です。 

２番（杉本いよ君） またお聞きしますけどけれども障害者とか要するに手を取られる方とか病気

の方とか福祉関係で手帳を持っておられる方とかはまず持っていなくて逃げるではないですか。

一次避難所に行った場合は大体福祉の方がいれば分かるわけですよね。ですのでそれから二次の

避難所に行くという場合手帳を持っているか持っていないかで判断するということはないわけで

すよね。 

福祉課長（宮崎智幸君） まず基本的な部分でお話し申し上げますと毎年町のほうでは避難行動要
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支援者計画というのを立ててそれぞれの地区の部長さんですとか組長さん民生委員さんの方たち

に御協力いただいて、そういった支援が必要な方の名簿というものを作成しております。町のほ

うはまずそういったことでそういう管理の部分を行います。登録をしていなくても一次避難所に

避難されてそのときに手帳を持ってなくてもこの方は支援が本当に必要だということで申出てい

ただければ、そこで福祉のほうの職員が調査というか行いましてそういう福祉避難所のほうに行

ったほうがいいとかいうそういった部分の判断をしていくというような体制をとっております。 

以上です。 

２番（杉本いよ君） 本当に必要な状況について知ることができました。でしたらまた次に移りま

すけれども避難所における食料です。水とか毛布とか簡易トイレとかの備蓄状況はどういうふう

になっていますか。 

総務課長（佐藤則和君） 備蓄ということでお尋ねでございますけれども飲料水等であればペット

ボトル２リッターで１千本、５００ミリリッターで２００本の備蓄があります。それと先ほどお

尋ねがありましたパーテーション辺りが５０セット、先ほどベッドの話も出ておりましたけれど

も段ボールベッドのほうが５０セット。これにつきましては各避難所に最低でも３セット以上今

配置済みでございます。あともろもろ備蓄品ありますけれども梅雨を前にした時期とか年に数回

避難所を回りまして「水が何本あるか」とか「毛布が何枚避難所に置いてあるか」とかそういっ

たことを確認しながらいざというときに不足しないように対応をさせていただいております。そ

の他もろもろたくさんありますけれども毛布であれば約３千枚ほどまだ備蓄がある状況でござい

ます。項目としては全部で４０、５０ありますので全ては申し上げませんけれどもそういった備

蓄状況でございます。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） 備蓄状況は分かるのですが、足りなくなった場合とかがあるわけですよね。

その場合は例えばスーパーとの契約とかのことも考えておられますか。 

総務課長（佐藤則和君） 一応スーパーといいますか小国であればナフコさん、コメリさん辺りと

そういう災害協定を結んでおりまして災害が発生してそういったものの物資が不足した場合は一

般の流通よりも優先的に町のほうに分けていただけるような協定は結んでおります。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） 今までの避難訓練の住民の参加率というのは何％ぐらいあるのですか。 

総務課長（佐藤則和君） すみません。住民の避難訓練の参加率はちょっと今日持ち合わせており

ません。そこはまた後でお知らせします。 

２番（杉本いよ君） いろいろお聞きしまして避難所の利用状況とか備蓄状況とか責任体制につい

てのことは説明をいただきましたので今後のことについてもう一つだけお聞きいたします。高齢

者はもとより外国人の方もおられると思いますが、その辺のところの情報提供とかもほとんど日
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本語がしゃべれるかなと思いますけれどもそんなところの訓練もなさってらっしゃいますか。 

総務課長（佐藤則和君） 外国人の方を対象にしたそういった訓練は今のところ行っておりません。 

以上でございます。 

２番（杉本いよ君） いろいろな状況を今お聞きしましたけれども、住民の安心安全を考えた防災

の対策が少しは改善の余地もあるかと思いましたけれどもなされているようですので本当にあり

がたいことと思っています。また住民にこのようなことがちゃんと伝わっていくようにですね。

なかなか伝わらないで「行き先が分からなかった」とか「食べ物不足だった」とか「買いに行き

たかった」とかいうような話も以前聞いたこともありますので、周知していただくことが一番大

事なことかなと思いました。これで私の一般質問を終わります。 

町長（渡邉誠次君） 杉本議員せっかく避難所の質問をしていただきましたので私のほうからも先

ほどの避難所の部分を含めて防災について少しだけ補足をさせていただければなというふうに思

います。外国人の方の対応ということでなかなか現在まではできておりませんでしたけれども、

県のほうで先日私も資料をいただいて来まして今防災の部分については外国人の方もこれから今

後もっともっと増えていくであろうという予測がされておりますので、多言語化された文章で小

さい冊子なのですけれども県庁のほうから「今から市町村に向けて必要なところは配りますよ」

というようなお話も「取りに来てください」というか「配布をします」というようなお話をして

いただきましたので、その部分では町のほうも総務課を中心になると思いますけれども少し対応

していければなというふうに考えているところでございます。また杉本議員も皆さん方も御存じ

のとおり近年で特に風水害が激甚化集中化。本当に全国いろんなところでもう毎年のように起き

ております。以前のことを考えていただけると毎年災害がどこかで起きるような状況ではなかっ

たのではないかなと。もうそれは最近ここ１０年２０年ぐらいになってきたのではないかなとい

うふうに思います。私が１１月に上京を合わせて２週間ぐらいしていたのですけれどもそのとき

に様々にセミナーや講習会ございまして、そのときに非常に多くの防災関係のセミナーもござい

ましたのでその部分で少し国からのお示しの部分がありましたのでお話をさせていただきたいと

思いますけれども。１９５０年代の産業革命から現在まで気候変動によって約１.１度から１.２

度気温が実際に上昇しているということでございます。今後１.５度は気温が上昇することは予

測ではなく現実味を帯びている。様々な取組や対策が行われているけれどもやはり１９５０年か

らですけれども１.５度上がることに関してはこれは避けられないのではないかというふうに言

われております。これまでも１９８０年から降水量が約１６％増えている。線状降水帯の総数は

約１.５倍増えている。今後雨が増えていくという試算でも降雨量が１.１倍、川の水量が１.２

倍、洪水の発生頻度は約２倍になるというふうに国のほうはお話をされております。先ほど言い

ましたように激甚化災害が非常に発生しやすくなっております。特に小国町は急峻な地形が多ご

ざいますのでやはり災害対策として先ほど避難所全部合わせて２２か所で５千８００名と言われ
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ておりましたけれども、６千人程度の自治体においては避難所はあるほうだとは思います。水害

というのは小国町全体がというのはなかなか考えられない。地震のときはそういったことはあり

ますけれども水害の対策をまず町のほうでもしっかりと考えていかなければならないというふう

に国のお示しもありますので防災対策としては優先順位としてはそうかなとは思うのですが、そ

の中においても町としても今後また避難訓練であったり先ほど言った今こういう状態ですよとい

うような周知活動も含めて取り組んでいかなければならないというふうに思っておりますし、暮

らしていくというところでは住民の方たちの安心安全の部分が非常に大事であるというのは私も

しっかり考えておりますのでその部分では議員の皆様にも今後御協力いただいてこの防災意識こ

の向上を高めていくことというのも非常に大事であろうと思いますし、また消防団、民生委員の

方々、関係者の方々がたくさんおられますのでその方たちとも連携を今後とも進めていきたいな

というふうに思っております。防災の部分ではもう本当に杉本議員言われたようにまずは自分で

自分の身を守ること。そして互いに守ること。そして公という順番。まず自分の命を守ることが

最優先でございますのでその部分では事前に分かる情報であれば少し収集していただいて、小国

の町内だけでなくても構わないと思います。私は親戚のお家でも構わないしですし友達のお家で

も構わないと思いますけれども、まずは避難をしていただくというような方法をそれぞれの皆さ

んのほうでまずは考えていただきながら先ほどの皆んなで考えるといった部分。重ね合わせてい

くことが大事だというふうに思っておりますのでどうぞ杉本議員におかれましてもそういった意

識の部分をまた考えていただいて一緒に広めていただければなというふうに思っておりますので

よろしくお願いいたします。 

議長（熊谷博行君） ここで暫時休憩をいたします。次の会議は１１時から行います。 

（午前１０時４９分） 

議長（熊谷博行君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５９分） 

議長（熊谷博行君） １番、江藤理一郎議員、登壇願います。 

１番（江藤理一郎君） 皆さん、こんにちは。今回の１２月議会定例会一般質問、最後の登壇をさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

それでは、私、今回二つの質問をさせていただきます。一つは、高齢者の免許返納について。

二つ目は、公共ライドシェア、自治体ライドシェアについてを質問させていただきます。 

まず一つ目、免許返納についてです。始めに運転免許返納を促すための制度導入について質問

を行います。日本における大きな課題である少子高齢化。全国の７５歳以上の後期高齢者数は昨

年２千万人を超えまして総務省統計局のデータによりますと５年後の２０３０年には２千２８８

万人となり全国的なピークを迎えると言われています。我が町におきましても１６年後の２０４

０年には２人に１人が６５歳以上の高齢者になるとの想定がなされております。そのような高齢
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化が深刻な状況下におきまして全国で発生する高齢ドライバーによる交通事故は連日のようにニ

ュースに取上げられており、特に記憶に残る事故としましては５年前の２０１９年に発生しまし

た３歳児と母親の命を奪った池袋暴走事故でありまして当時８８歳の高齢ドライバーがブレーキ

と間違えてアクセルを踏み続けたことが原因とされているもので、残された遺族は想像を超える

苦しみではなかったかと思われます。このような悲惨な事故が起きないようにするためには運転

に不安のある高齢者は技能試験等を受けて警察に相談すること。そして免許の返納を進めること

が必要かと思われます。しかしながら小国町においては買物や通院などに車以外の公共交通が充

実していないため運転免許返納をためらう方が多いのが実情です。そのため今後は運転免許を返

納しやすい環境づくりの構築が求められていくかと思います。そこで質問です。高齢化が進む小

国町における高齢ドライバーの免許返納の状況はどうなっているのか。また７５歳以上の高齢者

人口と年間の免許返納者数は近年どのように推移しておりますでしょうか。 

総務課長（佐藤則和君） それでは、まず７５歳以上の人口の推移について御報告申し上げます。

令和元年度で１千５８５名、令和２年度で１千５６０名、令和３年度で１千５４８名、令和４年

度で１千５４３名、令和５年度で１千５５２名となっております。これは小国町の人口の約２

５％を占めております。 

次に免許返納者の数を申し上げます。令和元年度で３６名、令和２年度で３６名、令和３年度

で２３名、令和４年度で１３名、令和５年度で２１名となっております。５年間の年間の平均で

２６名の方が免許を返納されております。 

以上でございます。 

１番（江藤理一郎君） ７５歳以上の方が全人口の２５％を占めるということで今後もこの率は上

がっていくことになると思いますので次に質問いたしますのは、運転免許の返納率向上というの

が課題になると思います。そのために７５歳以上の免許返納者に返納特典を設けるなどの施策は

検討されていないでしょうか。 

情報政策課長（田邉国昭君） それでは、よろしくお願いします。先ほど総務課長より免許返納者

数の報告がありましてその返納者に対する取組としまして近隣の状況などを調べております。熊

本県内でなのですがタクシーチケットを配布している。これは金額的には２万４千円分配布して

いる山都町。乗合タクシーを１年間減免しているという和水町などがあります。そのほか近隣で

南小国町では６５歳以上の方で免許をお持ちでない方に１年間で５０枚タクシー券を配布してい

るというのがあります。こちらについては５００円が自己負担で小国郷内のタクシー会社。利用

範囲を小国郷内といった取組などを県内でそして近隣でということで状況を把握しております。

タクシーチケットなどもありまして枚数の制限などがあって使い勝手の点など問題があるところ

もあるかもしれませんが、いずれの取組も参考にさせていただいております。しかしながら小国

町では当面現状の乗合タクシーやにじバス、こちらの周知と活用の促進に取り組んでいくことを
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考えております。 

以上です。 

１番（江藤理一郎君） 熊本県内でもかなりの数の市町村４５市町村ありますけどそのうち３３市

町村、全体の７３％がそういった免許返戻の特典を設けております。情報政策課長がおっしゃっ

たように各市町村でいろいろと特典を設けておりますし先ほどの答弁でいきますと乗合タクシー

それからにじバスを充実させて免許返納者のほうにもそういったところに積極的に乗るようにし

ていただきたいという内容かと思いますが、にじバスそれから乗合タクシーは病院それから買物

についてはある程度補完していくかと思いますが、それ以外で友人の家に行ったりとかそれから

御家族が近くに住んでいたら南小国町の娘の家に行ったりとかいろんなケースが考えられると思

います。小国町の場合はそういったところに活用できないのがにじバス、乗合タクシーでして。

今後そういったお年寄り高齢者の方々が豊かな人生を送ってもらうようにするためにも病院それ

から買物だけでなくいろんな方々と会いながらとかいろんなところに出かけながらというのも含

めて、タクシーチケットの配布というのを是非検討していただけると良いかなと思っております。

先ほど申し上げましたように４５市町村のうち３３はもうこういった特典を設けておりますので、

そろそろ小国町のほうも検討をしていただけるとよいなというふうに思います。また小国郷にお

きましては交通安全協会もございますのでその辺りとの連携なども図っていただきまして、でき

れば５００円分のタクシー券を年間で６０枚配布するなどそういった取組を検討していただきた

いと思います。そちらにつきましては何か答弁のほうございますか。 

町長（渡邉誠次君） はい、お答えさせていただきます。 

今御検討というところで話を一回情報政策課の中でさせていただきたいというふうに思ってお

りますが、基本的な考えの中で、都会で免許返納する状況と田舎で免許を返納する状況はかなり

違うのではないかなというふうに思っております。市内といいますか公共交通が充実をしている

地域で免許を返納するということは比較的、それでも自由度はかなり奪われるとは思いますけれ

ども。少なくとも先ほどから言われるとおり状況を考えてまずは御本人が考えること。そして御

家族の中で考えられることが一番だというふうに思っております。運転は免許でございますので

その部分ではもちろん責任があるというふうに思っております。やはり自主返納という部分では

御本人若しくは御家族と一緒にお話し合いになりながら返納していただく段階になれば返納して

いただく。私もそうですけど私が小さい頃の６０歳と今の６０歳では僕は全然違うと実は思って

おります。そのような中で年齢的な部分もありますがやっぱり免許というかたちでございますの

で、いつの年齢でもやっぱり返納ということがかたち上は必要になるときがあるのかなあという

ふうなことも考えております。これを促す考えというところであれば町の考えで言えば理想論か

もしれませんけれどもやっぱり公共交通を充実させていくことが大前提としての返納、それが大

事なのかなあと思います。にじバスも今２年目３年目入りますけどやっぱりスタートから終わり
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までが長いのです。片側でずっと行きますので。この部分をサイクルというか円につなげて小さ

くまとめていくとか。今度交通座談会もありますけれども町内の話それから杖立の話も出ており

ましたし、今乗合タクシーになっている部分をひょっとしたらその地域は距離がある程度真っす

ぐでもう真ん中のほうに向かうのであれば乗合タクシーをにじバスのほうの形態に切替えたほう

がいいのかなと。様々なダイヤを組むというのは本当難しいのかもしれませんけれども専門的な

方の御意見を聞きながら熊本県の交通関係でも県庁でもまた入っていただいて検討を進めながら

公共交通はにじバスであったり乗合タクシーというかたちがありますけれども、公共交通をどの

ように充実させていけば地域の住民の皆さんのニーズに合うのか。これをやっぱり毎年ですけれ

ども見直していくことが一番大事なのかなというふうに思っています。その答弁の部分では自主

返納の部分については今明確な答えは出ておりませんけれども、御検討させていただいた上で町

の方針としては今そのような方向で考えているということを伝えさせていただきます。 

以上です。 

１番（江藤理一郎君） 私の提案に関しましても一つはきっかけになるかなというのもあります。

高齢者のそろそろ免許返納したほうがいいのではないかなというお年寄りをお持ちの息子さん娘

さん心配されている方もいらっしゃると思います。その方々が「ちょっともうお父さん、そろそ

ろ免許返納を考えようか」というきっかけとして７５歳になったので例えば「特典も付いている

し、この辺りで返納しませんか」というきっかけを作っていく物としても是非特典考えていただ

きたいですし、今総務課長からも御答弁ありましたけれども年間で３０人弱です２６人ぐらいで

すかね平均すると。ということは１人３万円したとしても大体１００万円もかからないぐらいの

ものでございますのでまた検討をいただきたいなと思います。 

次に自治体ライドシェアの導入について質問させていただきます。まずは自治体ライドシェア、

公共ライドシェアとも言われておりますが。日本では自家用車による営利目的の運行、白タクで

す。これは違法となるため一般ドライバーによる有償でのライドシェアは提供できなかったので

すが、近年の社会情勢の変化によりまして二つのタイプのライドシェアが条件付で許可されてお

ります。一つはタクシー会社が運行主体となった自家用車活用事業。日本型ライドシェアといい

ます。もう一つが過疎化や高齢化によって路線バスなどが撤退し地域住民の移動が困難になった

地域。交通空白地と言われますけれどもこちらに適用される自家用有償旅客運送。こちらが自治

体ライドシェア、公共ライドシェアと呼ばれるものになります。自治体ライドシェアは以前から

自治体や商工会、社会福祉法人などが主体となり主に小国のような過疎地で活用されていたので

すけれども、今年１月に規制が緩和されまして導入する自治体が広がっております。規制緩和の

内容は交通サービスが限られる時間帯が生じる場合も交通空白地として認められたこと。運賃の

目安が従来のタクシー運賃の５割から８割に引上げられたことが規制緩和の主な内容です。主に

アプリを使った予約システムや電話などを通じて利用者が必要な時間に車両を利用できるように
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することもメリットの一つでありまして、観光客の利便性向上や飲み会時の移動手段それから一

般住民が隙間時間に稼げる仕組みづくりにもなりまして地域経済の活性化またタクシードライバ

ー不足を補うことにもつながると考えられます。現在全国で４４の自治体が自治体ライドシェア

を含む地域公共交通に関する検討を開始しておりまして、県内では熊本市、合志市、菊陽町、嘉

島町、益城町などの恐らくＴＳＭＣ関連事業で活性化しつつある自治体だと思われますが。また

そのほかでは阿蘇郡市において同程度の人口規模である高森町それから西原村が検討を開始して

おります。そこで質問ですが今後小国町におきまして小国町がリードしていってタクシー会社な

どを巻き込んで日本版ライドシェアや若しくは自治体ライドシェアを導入するなど検討されたこ

とはありますか。 

情報政策課長（田邉国昭君） それでは、ライドシェアについて現在までの取組を説明させていた

だきます。今議員から説明があったようにライドシェアには二つのタイプがありまして、一般の

ライドシェアで日本版ライドシェアそして自治体が取り組む自治体ライドシェアというタイプが

ありまして、ここ最近内容も大分拡充されていっているところかなというふうには思っておりま

す。議員のおっしゃる自治体ライドシェアとなるとどうしてもこの自治体やＮＰＯ法人が主体と

なって行うということになっておりまして、交通の空白地というところで認められていくという

ことになっておりますので比較的過疎が進んだところでも取り組むことができるのかなというふ

うには思っております。しかしながら小国町の状況を見ますとタクシー会社が３社ありましてタ

クシーの台数があります。まずはこの日本版のライドシェア一般のライドシェアのほうですけど

こちらのほうからの取組かなあというふうに考えておりまして、まだ具体的ではありませんがタ

クシー会社の方に感触を確かめるぐらいで「どういうふうにお考えですか」ぐらいはまだ全社で

はありませんが確認を行って「今のところまだそこまでは考えていない」というのがありました。

といいますのもタクシー会社が主体となって行うこのライドシェア。一般の方のドライバー一般

の方の車を活用して行うものですのでそういったときにどうしても心配になるのは安全性かなと

いうところになると思います。事故そして犯罪のときの対応というのまで考えますとタクシー会

社がそこまで取り組むかなというところがまだ不確定かなというのが感触であります。できまし

たら先ほど町長の答弁にもありまして昨日の私の答弁にも重なりますが今後公共交通全体を考え

ていくときに座談会というかたちで皆さんからの意見を集めていきたいと思います。その中でこ

のライドシェアの話も出るかなと思いますので、そちらのほうでもまた議論させてもらいたいと

思っております。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 高森の草村町長から昨年「ライドシェアやるので小国町もどうですか」とい

うお話を阿蘇郡市の中の首長さんで阿蘇郡だったかな佐藤市長はおられなかったかもしれないで

すけれどもうちょっとそこすみません曖昧ですが話をしました。その中で今ライドシェアに興味



 

 15 

を持たれている自治体が３、４あってうちも一応調べさせていただいてかなり考えたのですが、

草村町長にお答えしたのは「ちょっと１、２年やってみてください」と。「それを見ながら本当

にいいようであったら小国町も導入したいと思います」というようなお話をさせていただきまし

た。最先端でされるというのはもう非常にチャレンジングでいいことだというふうに思いますけ

れども、この部分に関しましては小国町ではちょっと様子を見させていただきながら検討課題に

上がってないことは全然ないんですけれども、ある種完全な公共交通ではないのかもしれません

けれども公共交通の中の一部としていろいろ取組もしていかなければいけないなというふうに思

っておりますので今情報政策課長もお伝えしましたようにしっかりと考えさせていただきたいな

というふうに思います。 

１番（江藤理一郎君） 自治体ライドシェアにつきましては私も３事業者ございますので３事業者

にヒアリングもさせていただきました。おっしゃるとおり最初は「そこまでは考えてない」とい

うふうにおっしゃるのですけれども課題としては１年後２年後に迫ってくる人手不足、ドライバ

ーの方の高齢化これが一番の課題でして、やはり働く人ドライバーがいなければもうタクシーを

運営していけないバスも運営していけない状況になります。その辺りはかなり危惧されておりま

してこれをやっぱり突破できるようにするには一般の方々が車を運転してこのライドシェアの取

組に参画できるような仕組み。こういったものが必要なのではないかというふうに事業者の方々

も考えられていると思いますので、来年ですけれども公共交通に関して交通網に関して事業者の

方々それから議員の皆様とお話合いができるということですのでそういったところで小国町役場

の執行部が音頭を取ってやっていただけるということですので前向きに検討していただきたいな

というふうに思います。こちらに関しましてはライドシェアだけに限らず自動運転のコミュニテ

ィ小型バスの導入なども検討していただきまして、今後増えてくる高齢者を中心とする交通弱者

の方々の応援や少しでも小国高校という地元の高校を選択してもらうためにも高校生の通学など

への対応も視野に入れていただきまして小国郷独自の交通網づくりに取り組んでいただきたいと

思います。こちらについては御答弁よろしいですか。 

町長（渡邉誠次君） モビリティといいますかスローモビリティ含めて無人判断ＡＩもかなり進ん

でまいりました。実際にスローモビリティで人が乗らずにゆっくりと回るようなところも出てき

ましたのでその部分でも取組も私も考えております。時期的な部分ですね。それから先ほど言い

ましたように公共交通の中にいかに組入れていくかというところが大事だというふうに思います。

それからもう１点考えていたのは便利がいいのはいつも行って思うのですけど羽田空港で歩く廊

下はものすごく便利がいいなというふうに思っておりますので、どうにか小国町の場合は特にそ

うですが徒歩圏内で歩く廊下辺りも考えなくもないなあと実は思っていて公立病院と役場の間と

かフレインさんとかマルミヤさんとか主力になるところ。こういったところにそういった部分で

も一つでもあると多分公共交通はその間は要らなくなるので考えるのも一つありかな。スローモ
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ビリティと同じ考え方ではあるのですがそういったつなぎ合わせ。先ほどダイヤが難しいという

ふうに言いましたけどやっぱり今度つなぎ合わせというのが一番難しいのかなあというふうに思

っておりますし、やっぱり風雨にさらされる状況であれば劣化も激しいというふうに思いますが

そのような状況ではないところも可能性としてあると思います。私としてはいろんな考え方を否

定するところのスタート地点ではございませんので可能性を考えていきながらまた御意見いただ

きながら効率よく人が運べるようなかたちを取れればなというふうに思っております。 

以上です。 

１番（江藤理一郎君） いろんな取組ができると思いますが今回議会において一般質問でも７人の

議員が登壇しました。そのうち私も含めて３名がやはりこの交通についての質問をしております。

これについてはやっぱり町民の方々の声がこういった交通に関することは多くなっている現状で

はないかなというふうに思いますのでしっかりと重く受け止めて検討を深めていただきたいなと

思います。 

それでは、すみません。最後にちょっと今回通告に上げてなかったのですけれども同僚議員の

ほうから小国町のジャージー牛乳消費拡大応援条例について議案が上がりましたので、こちらに

ついて私なりの考えといいますか述べさせていただきたいと思っております。小国町の中学生の

子ども議会において上がった案件でもありますし子どもたちの声をという思いは今回ちょっと否

決された賛同しなかった議員においてもやはり大切にしていきたいなという思いもございます。

それからジャージー牛乳についても皆さんしっかりと消費拡大のために飲んでいただきたいなと

いう思いもあります。そこで私も少し調べたのですけれども今回のことも含めて例えば議会それ

から小国町の執行部一緒になって、ジャージー牛乳の消費拡大を応援する宣言などをしてはどう

かというふうに思いました。ジャージー牛乳を中心にその他の農林産物の特産品や小国の産物、

温泉などの観光資源などを応援したり支援したり宣言したりするという提案も同僚議員のほうか

らもお話がございました。いろいろと確認をしていきますと全国的にはふるさと名物応援宣言と

いうのを中小企業庁が持ちかけております。全国で現在のところ１００以上の市町村がこの応援

宣言に参画し宣言を上げております。こちらに参画しますとふるさと名物の応援事業としての補

助金もいただけますし、またふるさとプロデューサー特産品の応援をする人材の育成事業などの

研修会の参画等ができます。また一番難しいのが宣伝ですね。広げるというところなんですけれ

どもそちらに関しては中小企業庁が持っているミラサポで全国に特産物を発信、宣伝していただ

けるという特典もございます。是非こういったものも活用しながら応援していこうという機運を

高めていく議会そして執行部それから生産者、ＪＡ、商工会、皆さんが手を取り合って広げてい

こうというような流れができないものかというふうに思いましたので私のほうで意見を述べさせ

ていただきました。もし御回答がありましたらお願いいたします。 

教育長（村上悦郎君） 今日の杉本さんの意見の後に「では、この前の議題をどうするのか。後で
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またお答えします。」と言って終わられましたので話す機会がなかったのですが、是非生かした

い。これまでも議題、子ども議会いろいろなかたちでありました。スクールバスに中学生乗らせ

てもらえないかとかいうのも何回かありました。制服の助成金のも１回ではありません。何回も

繰り返しであった。今回はまだ１回目の提案です。全てがですね。ですから次は１回目に足りな

かったものは何だろう。どんな課題、新たな課題があるのかを子どもたちと考えて。そこが総合

的な学習ということです。次の課題は何なのか。１回突っぱねられたらもう駄目ではなくて、で

はどこが課題だったのか。そこが今総合的な学習の中で学ぶ。新たな課題を正解のない問いに挑

み続ける。そして自分たちで課題を見つける。人を非難したり中傷するばっかりではなくて。で

は何でどこを変えたらいいのかな。牛乳条例であればということで飲食店の方々の意見を聞いて

みたら。保護者の意見は。農家の方々の意見は。ＪＡの方は。担当課との相談はというようなと

ころで盛り上がっていくとまた新しい提案ができるかも分からないねということで学校長辺りと

は。ですから１回のあれでもう終わりではなくてまた次がというようなところで是非子どもたち

から出たというところで。そして今日江藤さんからありましたそういった御意見もいただいて。

この前議会でも議案出していただいて。そういうところを全て子どもたちにも感じてもらって。

では僕たちはどうしていけばいいのか私たちはどうしていけばいいのか。協力はしてくれるとい

うところがある。そこを考えて皆んなで盛り上がっていくこと。足りないところがたくさんある

と思うのですが。それが今の３年生でできるか分かりません。次の代のところがするかもしれま

せんが。今日こんな意見が出た。前発議が新聞にも出ていました。議員さん。ということは中学

生に返してそこから学んでいく。それとは別にもう議会でというのであればそれはそれでと思い

ます。子どもたちのほうにはものすごくいい学びのところになっているのではないかなと。皆さ

ん方がやっぱり協力してくれるというところはひしひしと感じているのではないかなと。いい意

見を聞かせていただいた是非皆んなでというとこができればいいなと今感じているところです。 

以上です。 

議長（熊谷博行君） 予定していた２名の一般質問が終わりました。 

これで一般質問を終わります。 

議長（熊谷博行君） 日程第２、「閉会中の継続調査の件について」を議題といたします。 

議会運営委員長及び総務常任委員長並びに文教厚生常任委員長並びに産業常任委員長並びに広

報特別委員長から小国町議会会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました「本会議

の会期日程等議会の運営に関する事項」並びに「総務常任委員会の所管事務調査について」及び

「文教厚生常任委員会の所管事務調査について」及び「産業常任委員会の所管事務調査について」

及び「議会広報に関する件について」閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

それでは、お諮りいたします。 

本定例会の会議に付されました事件は全て議了いたしました。 

小国町議会会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（熊谷博行君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

これで、本日の会議を閉じ、これをもって令和６年第４回小国町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午前１１時３５分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（３番） 

 

 

署名議員（７番） 



会 議 の 顛 末

１．会議録署名議員の指名

３番 髙 村 祝 次 君

７番 松 本 明 雄 君

１．会期の決定

今期定例会の会期を１２月６日から１２月１２日までの７日間とする。

１. 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて（専決第７号：令和６年度小国町一般

会計補正予算（第５号）について）

令和６年１２月 ６日 承 認

１. 議案第３７号 公共工事請負契約の締結について（補第 114 号 町道下滴水線橋梁（下滴水

橋）架替工事）

令和６年１２月 ６日 原案可決

１. 議案第３８号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更につ

いて

令和６年１２月 ６日 原案可決

１. 議案第３９号 令和６年度小国町一般会計補正予算（第６号）について

令和６年１２月 ６日 原案可決

１. 議案第４０号 令和６年度小国町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

令和６年１２月 ６日 原案可決

１. 議案第４１号 令和６年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

令和６年１２月 ６日 原案可決

１. 同意第 ３号 小国町固定資産評価審査委員会委員の選任について

令和６年１２月 ６日 同 意

１. 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

令和６年１２月 ６日 適 任

１. 発議第 １号 小国町ジャージー牛乳消費拡大応援条例の制定について

令和６年１２月 ６日 否 決



《議案外》

令和６年１２月６日

１．議員派遣報告について

令和６年１２月１１日

１．閉会中の継続調査の件 議会運営委員会

総務常任委員会

文教厚生常任委員会

産業常任委員会

広報特別委員会

に付託

《行政報告》

令和６年１２月６日

１．小国町人権啓発フェスティバルについて

１．令和７年二十歳のつどいについて

１．小国町消防団出初め式について



《一般質問》

（１日目）

（２日目）

１. 地方政策と地方創生について Ｐ１～９

１. 下城イチョウの駐車場について Ｐ９～１１

１. 今までの質問の経過について Ｐ１１～１６

１. 月刊誌の記事について Ｐ１７～２１

１. 地熱のめぐみ基金条例について Ｐ２１～２９

１. 今年の稲作や野菜の出荷状況について Ｐ２９～３４

１. 小学校、中学校で小国町のどのような学びができているか Ｐ３４～３６

１. 収入未済額について Ｐ３６～４２

１. 歳入財源別決算状況について Ｐ４２～４４

１. 子ども議会について Ｐ１～４

１. 避難所対策について Ｐ４～１０

１. 高齢者の免許返納について Ｐ１０～１３

１. 自治体ライドシェアについて Ｐ１３～１７
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